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令和５年第１回占冠村議会定例会会議録（第１号） 

令和５年３月７日（火曜日） 

 

○議事日程 

  議長開会宣言（午前10時） 

  所管事項に関する委員会報告（議会運営委員長） 

日程第１  会議録署名議員の指名について（６番・１番） 

日程第２  会期決定 

  諸般報告 

  議長諸般報告 

  村長行政報告 

日程第３  一般質問 

日程第４ 議案第25号 令和４年度占冠村一般会計補正予算（第９号） 

日程第５ 議案第26号 令和４年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第６ 議案第27号 令和４年度村立診療所特別会計補正予算（第３号） 

日程第７ 議案第28号 令和４年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第８ 議案第29号 令和４年度占冠村公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第９ 議案第30号 令和４年度占冠村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第10 議案第31号 令和４年度占冠村歯科診療所事業特別会計補正予算（第３号） 

 

○出席議員（７人） 

 議長   ８番 児 玉 眞 澄 君   副議長 １番 大 谷 元 江 君 

 ２番 藤 岡 幸 次 君       ３番 五十嵐 正 雄 君  

４番 細 谷   誠 君        ５番 下 川 園 子 君 

      ６番 小 林   潤 君 

 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

総 務 課 長 三 浦 康 幸  企 画 商 工 課 長 平 岡   卓 

農 林 課 長 小 尾 雅 彦  林 業 振 興 室 長 杉 村 政 彦 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福 祉 子 育 て 支 援 課 長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

職 員 厚 生 担 当 係 長 坂 本 龍 哉  財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏 
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税 務 担 当 主 幹 佐々木 智 猛  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 

商 工 観 光 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  広 報 統 計 担 当 係 長 大 谷 淳 貴 

地 域 振 興 対 策 室 主 幹 松 永 真 里  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 高 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一  土 木 担 当 係 長 中 島 辰 男 

戸 籍 担 当 主 幹 佐久間   敦  国 保 医 療 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広 

保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子  村立占冠診療所主幹 橘   佳 則 

社 会 福 祉 担 当 主 査 川 口 晃 平  介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美 

子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代    

（教育委員会）     

教 育 長 多 田 淳 史  教 育 次 長 平 川 満 彦 

社 会 教 育 担 当 主 幹 上 島 早 苗  学 校 教 育 担 当 主 幹 後 藤 義 和 

（農業委員会）     

会 長 安 田 堅 吾  事 務 局 長 小 尾 雅 彦 

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 下 川 園 子 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  事 務 補 三ツ谷 陸 翔 
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開会 午前10時 

○事務局長（岡崎至可） 起立、礼。村民憲

章を朗読します。 

ひとつ、健康で、幸せな家庭をつくりまし

ょう。ひとつ、自然を愛し、美しい環境をつ

くりましょう。ひとつ、きまりを守り、明る

いまちをつくりましょう。ひとつ、生産を高

め、活気ある社会をつくりましょう。ひとつ、

文化を育て、豊かな郷土をつくりましょう。 

お座りください。 

 

◎開会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 皆さんおはようござ

います。ただいまの出席議員は７名です。定

足数に達しておりますので、これから令和５

年第１回占冠村議会定例会を開会します。 

 この際、当面の日程等について議会運営委

員会の報告を求めます。 

 議会運営委員長、小林潤君。 

○議会運営委員長（小林 潤君） 皆様おは

ようございます。２月28日に開催しました議

会運営委員会のご報告を申し上げます。 

今期定例会における会期は、本日７日から

14日までの８日間といたします。議事日程、

日割りについては、あらかじめお手元に配布

したとおりです。以上で報告を終わります。 

 

◎開議宣告 

○議長（児玉眞澄君） これから本日の会議

を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第124条の規定により議長において、６番、小

林潤君、１番、大谷元江君、以上２名の諸君

を指名します。 

 

◎日程第２ 会期決定について 

○議長（児玉眞澄君） 日程第２、会期の決

定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長からの報告のとおり本日から３月14日ま

での８日間としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から３月14日まで

の８日間と決定しました。 

 

◎議長諸般報告 

○議長（児玉眞澄君） これから諸般の報告

を行います。事務局長。 

○事務局長（岡崎至可君） 審議資料の１ペ

ージをお願いいたします。今期定例会に付議

された案件は、議案第１号から同意案第１号

までの40件です。 

２ページをお願いします。議員提案による

案件は、発議案第１号及び意見書案第１号の

２件です。説明のため出席を要求したところ

通知のあった者の職及び氏名は、村長以下記

載のとおりです。 

審議資料３ページお願いします。令和４年

第８回定例会以降の議員の同行は、12月16日、

広報特別委員会①から記載のとおりです。 

審議資料の６ページお願いします。審議資

料の６ページから７ページは令和４年11月分

の例月出納検査結果です。 
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８ページをお願いいたします。審議資料の

８ページから９ページは令和４年12月分の例

月出納検査結果です。 

10ページをお願いいたします。審議資料の

10ページから11ページは令和５年１月分の例

月出納検査結果です。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで諸般の報告を

終わります。 

 

◎村長行政報告 

○議長（児玉眞澄君） 村長から行政報告の

ための発言を求められておりますので、その

発言を許可します。村長。 

○村長（田中正治君） 議長のお許しがあり

ましたので行政報告をいたします。審議資料

４ページになります。１、報告事項、(1)姉妹

都市アスペン市親善訪問について。１月７日

から15日にかけて、姉妹都市であるアスペン

市を表敬訪問しました。アスペン市長、アス

ペン市議会、スノーマス議会、姉妹都市委員

会などを訪れ、コロナ禍で中断となっている

アスペン市との姉妹都市提携30周年記念事業

について協議し、10月に計画している記念行

事への招待状をトーレ市長、姉妹都市委員会

に手交しました。また、姉妹都市委員会との

協議の際、アスペンにも招聘したい意向を伝

えられ、中学生短期交換留学に合わせて互い

に代表団を派遣することを確認してきたとこ

ろです。 

トーレ市長からは、占冠村は姉妹都市であ

るというだけではなく、アスペン市の重要な

パートナーであるとのお言葉をいただいたほ

か、アスペン市議会においては、在デンバー

領事館、畦地副領事を立会人として2023年１

月10日を「占冠の日」と宣言し、公式文書が

手渡されました。また、スノーマス議会にお

いても占冠訪問団を歓迎する宣言書が手渡さ

れ、今後の交流に対する期待感を感じました。 

私自身２回目の訪問となり、アスペンの美

しい街並みと自然風景、そこで営まれる文化

的で質の高い暮らしと地域活動は、どれも素

晴らしいものでありましたが、すべての場所、

すべての方々から受けた歓迎とおもてなしは、

長きにわたる姉妹都市交流の深さを改めて感

じるものとなりました。 

10月に本村において記念事業を開催し、姉

妹都市提携30周年をお祝いするとともに、来

年１月には代表団を派遣し、姉妹都市交流の

更なる発展につなげてまいります。 

(2)新型コロナウイルス感染症対策について。

新型コロナウイルス感染症の全道における新

規感染者数は、直近の最多である昨年11月22

日から９割以上の減少となり、病床使用率も

減少傾向が 続いております。 

このような中、国では基本的対処方針を変

更し、マスク着用の考え方の見直しが示され

ました。これまで、屋外では原則不要、屋内

では原則着用としておりましたが、令和５年

３月13日からは、個人の選択を尊重し個人の

判断に委ねることとなりました。本人の意思

に反してマスクの着脱を強いることのないよ

う、個人の主体的な判断が尊重されるよう、

ご配慮をお願いします。 

ただし、受診時や医療機関、高齢者施設を

訪問する場合などは重症化リスクの高い方を

守るため着用をお願いしております。また、

従事者が勤務中マスクを着用している場合が

ありますことをご留意願います。 

こうした考え方の適用後であっても、基本

的な感染対策は重要でありますので、引き続

き、「三密の回避」、「人と人との距離の確保」、

「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行を

お願いします。 

新型コロナウイルスワクチン接種につきま
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しては、令和５年２月27日現在、２回目接種

者1095人、３回目接種者963人、４回目接種者

673人、５回目接種者362人となっております。 

令和５年度のワクチン接種につきましては、

追加接種可能なすべての年齢の方を対象とし

て秋から冬にかけ１回接種を行うこととし、

新型コロナウイルス感染症にかかった場合の

重症化リスクが高い65歳以上の高齢者及び基

礎疾患を有する方、医療機関や高齢者施設の

従事者等については、春から夏にかけて前倒

して更に１回接種を行うこととされました。

本村におきましても、新型コロナウイルス感

染症における重症者を減らすため、希望する

住民の全員が接種できるよう準備を進めてま

いります。 

次に、主な用務等ですが12月15日、令和４

年第８回占冠村議会定例会以降の行動につき

ましては、記載のとおりでございます。 

入札の執行はありませんでした。 

以上、行政報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（児玉眞澄君） これで行政報告は終

わりました。 

 

◎日程第３ 一般質問 

○議長（児玉眞澄君） 日程第３、これから

一般質問を行います。質問の通告があります

ので発言を許可します。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 一般質問をさせてい

ただきます。人口ビジョンと村の将来像につ

いてということで、２点ほど質問させていた

だきます。 

まず、１点目ですが、新聞報道で上川管内

の将来人口推計から人口が2060年には半減す

る見込みであり、特に占冠村は人口流出に歯

止めがかからず、2060年には230人まで減少す

る見通し、減少率は82.4％とありました。こ

の記事には、村民は大きな衝撃を受けていま

す。本村における過去の人口予測推計と、実

際の人口分析は行っているのか。将来人口推

計のとおりに推移していくと考えているのか

伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 細谷議員のご質問に

お答えをいたします。人口ビジョンと村の将

来像についてのご質問ですが、２月22日付け

北海道新聞の記事に関連したご質問で、記事

にありました占冠村の将来人口推計の数値に

つきましては、平成29年度に国立社会保障・

人口問題研究所が発表しました将来人口推計

の数値に準拠した場合の数値でございます。 

本村としては、国立社会保障・人口問題研

究所が発表した将来人口推計のとおり推移し

ていくとは考えておらず、第２期占冠村ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略において、各

種データやアンケート等から村独自の推計を

立てております。 

具体的な数値で申し上げますと、国立社会

保障・人口問題研究所及び村独自推計ともに

2015年の国勢調査の1211人を基準に推計して

おりますが、2045年の推計が国立社会保障・

人口問題研究所は421人、村独自推計では1017

人を目指すとしています。 

直近で行われた2020年国勢調査の数値で比

較いたしますと、国立社会保障・人口問題研

究所の推計が726人、村の推計が1134人、実際

の国勢調査の数値が1306人となっており、両

推計を上回った数値で推移をしています。以

上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 今の答弁で少し安心

をしておりますけども、仮説として合計特殊

出生率や転出超過等がこのまま改善されず推

移した場合、本村の産業、インフラ、生活へ
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の影響等どのような状況を想定しているのか

伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 人口減少問題の将来

にわたっての不安という部分については、あ

の記事を見る限りでは当然抱いたかなと考え

ております。村としては、村の独自人口推計

について、出生率については合計特殊出生率

を2030年までに希望出生率の1.59まで上昇さ

せ、社会移動については、社人研の移動率を

使用した上で、毎年20から24歳の男性、女性

が１名ずつ多く転入する。または転出を抑え

ると仮定した。つまり年間社人研データより

年間２名多いものとして、2045年の推計を

1017人としている推計になっております。そ

ういった多くの不安を解消するために、基本

的な政策をしっかりと進めることによって、

そういった不安を解消していくということに

しております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ただいまの質問の内

容がわかりづらかったのかもしれませんけど

も、人口が仮説として減少していくといった

場合に村税の減少ですとか、いろいろなこと

が起きてくると思うのですが、その中でイン

フラの整備ができないとか、住民の生活をど

のように想定しているのか、どういう問題が

出てきてどういう状況を想定しているのか伺

います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 将来を推定するとき

に悪いパターンと良いパターンと両方あると

思いますが、占冠村の現状がどう変化してい

くかということを見たときに、今の流れで行

けば、リゾート事業やリゾート業者含めてど

んどんなくなるという環境推定はできないと

思います。そうしたときに税収含めますと、

税収の多くはトマムリゾートから上がってく

る税収に頼っているという現状です。人口が

減少して税金が大幅に減少するということは

想定しづらい現状の環境ですから、行政サー

ビス含めて大きく後退をするという推定はし

ていないのが現状です。過去にリゾートが倒

産するという最悪の事態も経験している訳で

すから、そういったことのないように、基幹

産業をしっかり守る施策をしながら、今村が

推計をしている計画を達成できるように行政

政策をしっかり進めていく考えております。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ２点目の質問です。

人口の将来展望を考えたとき現状の分析、地

域住民の雇用就労、結婚、出産、子育て、医

療等、意識、希望を把握し、目指すべき将来

の方向性については「占冠村まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」で４つの基本目標が設定

され、それぞれに数値目標が示されています

が、具体的施策を明確に示すべきと思われま

す。村長の考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 目指すべき方向性に

ついてのご質問ですが、国は地方創生につい

て、出生率の低下によって引き起こされる人

口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏

への人口の過度の集中を是正し、それぞれの

地域で住み良い環境を確保して、将来にわた

って活力ある日本社会を維持することを目的

に、第２期総合戦略を策定し、地方創生の動

きを更に加速していくとしています。 

占冠村においても、人口減少や少子高齢化

が懸念され、安定した雇用の確保、新しい人

の流れ、出産子育て支援、時代に合った地域

づくり等を継続することにより、地域を創生

していくことが重要であることから、第２期
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占冠村まち・ひと・しごと創生総合戦略を公

表し、施策を展開しているところです。 

具体的な施策を明示すべきとのご意見でご

ざいますが、私の公約や毎年の村政執行方針

において、持続可能な地域づくりとして、基

幹産業の振興。２つ目として、安全で安心な

暮らしを守る地域づくりとして、福祉の充実。

３として、未来を託す子どもの環境づくりと

して、子育て支援を柱として取り組んでおり、

その中で具体的な施策を展開しているところ

でございます。 

とりわけ子育て政策を充実させ、住みたい、

住み続けたいと思われる地域づくりを通じて、

人口減少の課題と向き合っていきたいと考え

ております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） 例えばですけども、

４つの基本目標、それと村長の目指すべき方

向性、その点にもう少し具体的に、例えばで

すよ。製材工場の誘致、農業の六次産業化の

推進、村で就職をする高校・大学生の奨学金

を返済免除にする、児童生徒の給食費無償化、

空き家バンク登録の露出活用、タイニーハウ

スを推奨しワーケーション、移住への入り口

をするですとか。こういった一つの例えです

けども、こういったことを具体的に組み込ん

で村長の目指すべき持続可能な地域、全ての

村民が報われる社会、生まれてよかった、育

ってよかった、暮らしてよかった、住み続け

たいと思える村づくりを実現するためにも村

民の声、希望を聞き反映し、具体的に示して

いくべきと思いますが、今後どのような方向

性で進めていくのかお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 細谷議員言われまし

た例えばの項目、何点かありました。正に私

も考えていた内容で、一部口にした内容でも

あります。ただ、行政運営、それから優先項

目含めて、今やらなければならないことをま

ず優先させる。つまり多くをやろうとしても

それだけの財源・財政が伴わなければなかな

か実行ができないというのが現状であります。

そういった次につながる施策を一つ一つ精査

しながら、一歩ずつ、時間のかかる課題も多

くあると思いますが、議員おっしゃったいく

つかの下地作りはしている状況でありますけ

ども、そういった財政の裏付けのある事業、

それから将来展望のある事業を組み込みなが

ら、将来持続可能な地域づくりということで

政策展開をしていくということは現状で考え

ておりますけども、これが将来引き継がれて

良い方向に進むことを私も期待をしていると

いう状況です。 

○議長（児玉眞澄君） これで、４番、細谷

誠君の一般質問を終わります 

次に２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 本日大きく４点に分

けて質問させていただきます。 

まず、１つ目の質問になりますが、村内産

業の物価高騰対策について伺います。現在コ

ロナ禍、ウクライナ情勢等による生産資材、

燃料価格の高騰、電力料金については６月か

ら更なる値上げの申請が出ており、申請段階

では30％というような報道もされてますが、

具体的な落としどころは、多少は圧縮あるの

かなと思っておりますが、いずれにしろ、か

なりの値上げが予想されております。そうい

った状況のある中で、農業、林業、商工業者

に至っては非常に危機的な状況にあります。 

昨年度、令和４年については補正等、村長

の英断により、たびたび対策打たれ助けてお

ります。しかしながら、その状況は今なお続

いており、更にこの電力料金という非常に大

きなものが30％近いものがアップされると予
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想されております。ほぼここはいくのかなと。

電力会社の状況から見て、そういった状況の

中、営農継続と林業に関して、何らかの施策

を打つべきかなと思いますが、村長の考えを

伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 藤岡議員のご質問に

お答えをいたします。村内基幹産業の物価高

騰対策ということのご質問でございますが、

新型コロナウイルス感染症の影響、そして燃

料費や資材費、飼料等の高騰によりまして農

業を取り巻く環境は大変厳しい状況であると

の認識から、村としてもその対策として、農

業持続化支援金として、令和２年度でいきま

すと11戸で330万円、農業経営安定化支援事業

として、18戸で239万８千円、化学肥料等高騰

支援として、13戸230万円、合計で799万８千

円の支援を他地域に先駆けて実施をしてまい

りました。 

今後も不安定な経済情勢が続くと予想され

ておりまして、国において飼料対策に係る動

きもありますが、その詳細はまだ明らかにな

っておりません。国や北海道の営農支援策を

村としても積極的に活用をして、限られた財

源を検討するとともに、農家の皆様からのご

意見を伺いながら対応をしてまいりたいと思

います。 

また、新型コロナウイルス感染症が拡大す

る中、林業においても農業と同様に国の地方

創生臨時交付金を活用した事業体への経営安

定化支援を行ってまいりました。 

具体的には、他の商工業者と同様に、占冠

村事業継続支援金、占冠村新型コロナウイル

ス感染拡大防止支援金、占冠村金融支援補助

金を交付した他、村内５つの林業事業体に対

して、一律10万円の経営支援を行い、昨年12

月に完了をしているところです。 

さらに、今年度から森林環境譲与税を活用

した施策等を行っております。森林施業プラ

ンナーが集約化した事業地を対象に実行経費

の３分の１、または250万円以内のいずれかの

安価な額を補助する占冠地域林業振興事業を

行っております。 

林業担い手対策事業においては、新規就労

者を対象にして、各事業体において実施して

いる技術指導に対して、１日当たり千円を補

助しているという状況になっております。 

あわせて、新規就労者の賃貸住宅の家賃支

援も行っているところであります。その他、

労働災害防止と安全対策の推進を目的とした

補助をしてるという現状であります。 

このように林業に対しても、森林環境譲与

税を活用した施策を図っておりますが、引き

続き効果的な活用を進め林業の振興を図って

まいりたいと考えております。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 関連２つ目、商工業

者、村内の商工業で非常に努力されている

方々おられます。非常に規模的には小さい規

模で、非常に苦労されて村もいろいろ施策打

っておりますが、今村長から答弁いただいた

農業者、林業者同様、非常に困窮している現

状があり、例えばオール電化の設備なんかを

持っているような商工業者であれば、これは

相当な影響が出てしまうことを想定されます。

そういった中で商工業者に対する支援策を考

えておられる部分があればお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 商工業者に対する支

援ということでございます。商工業に至って

は新型コロナウイルス感染症の影響は本当に

大きかったなという認識でおります。そうい

った中で現状減少傾向にあるものの、未だ収
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束を見込めず長期化しているということで、

村内事業者への影響も大変大きいだろうと認

識をしているところであります。 

商工業者に対する施策はあるかとのご質問

でございますけれども、これまで物価高騰分

も含めた新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用した支援として、占冠

村新型コロナウイルス感染拡大防止協力金で、

10件300万円、４次に渡る占冠村事業継続支援

金は、延べ183件、3252万円、占冠村新型コロ

ナウイルス感染拡大防止支援金は、５次に渡

り交付し、延べ283件、2599万円、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策に係る占冠村金融

支援補助金は３年間で、延べ33件、486万７千

円、占冠村商工業経営安定化支援金として、

54件、270万円で合計6907万７千円の支援を行

ってまいりました。 

物価高騰による事業者への影響は私も理解

しておりますので、これまで同様、村商工会

との連携を密にしながら、国、北海道の動向

を注視し、行政の役割を果たしてまいりたい

と思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ２点目の質問にまい

ります。 

会計年度任用職員の待遇改善について伺い

ます。2020年度の地方公務員法の改正により

非正規公務員として会計年度任用職員制度が

導入されております。ボーナスについてです

が、正規職員の場合、期末手当と勤勉手当で

構成されています。会計年度任用職員に至っ

ては期末手当として定率の支給となっており

ます。そこで賃金格差是正の観点から、勤勉

手当を加味することも必要ではないかと考え

ますが、村長のお考えを伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 会計年度任用職員の

待遇についてというご質問であります。議員

言われるとおり、現行の制度では、原則とし

て会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給

することはできないこととなっております。

また近年の人事院勧告では、手当を増額する

場合は勤勉手当を増やし、減額するときは期

末手当から減らすという流れが続いていたと

いう状況の中で、村としては正職員に準じた

場合、期末手当しか支給されない会計年度任

用職員の手当てが減少し続けるという現状の

中で、この問題に対応するために昨年ご理解

を求めましたけれども、３月の定例会で会計

年度任用職員の期末手当を固定する旨の条例

案を上程して、議員の皆様から議決をいただ

いたところでございます。 

国においても、この制度的な問題が認識さ

れておりまして、今年３月３日に、会計年度

任用職員に係る勤勉手当の支給についても可

能とする旨の法律案が閣議決定されまして、

第211回国会へ提出されました。村としても国

の動向に注視しながら、引き続き適切な待遇

の確保に努めてまいります。ちなみに同法の

施行については令和６年４月１日と伺ってお

ります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今村長のお話で、国

単位の法改正、それから動向についてお話あ

りました。そこで私は思うのでありますが、

非常に本村の会計年度任用職員として働いて

いる方々、パートタイマーそれとフルタイム

で働いている方おられるかと思いますが、非

常に村民の方々からも非常によくやっておら

れるという声をよく耳にします。そういった

ことからも、国の法改正の動向もあり、村と

してそれを見込んで、少し前向きに取り組ん

で段取りしておくということが必要ではない

かなと。やはり働く者としては、もちろん掛
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け声に基づいて動くのですが、やはり励みと

いうものもないと、そういった中で少しでも

職員のみならずそういった方々も優秀な人材

を本村において働いていただく、こういった

ことも重要じゃないかと考えますので再度そ

のへんのお意気込みがあればお伺いしたいと

思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われるとおり、

会計年度任用職員について私も一生懸命尽く

していただいていると認識をしているところ

であります。 

先ほども申し上げましたけれども、村とし

て会計年度任用職員だけが不利益というか、

大きな不利益を被らないような手立てとして

期末手当の固定化を図ってきたところです。

従いまして、国が勤勉手当で大幅に、仮にで

すよ。上がった時に会計年度任用職員の期末

手当を上げようかということも検討されると

思います。この際は議会提案の議会決議で手

当ての決定がされますので、法律で施行にな

って勤勉手当支給になればそれでオッケーで

すし、その前にということであれば期末手当

の条例改正を提案してご理解いただくという

ことで進めたいなと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 質問３つ目にまいり

ます。 

総合センター来場者専用駐車場と３階ベラ

ンダ補修について伺います。 

まず１つ目、総合センター前駐車場につい

ては、特に今現在もそうなんでありますが、

冬期間は駐車台数が限られ、利用者の方々か

ら非常に置き場所に苦労すると。場合によっ

ては無くて、よそに置いてきて利用している

んだという声が私のみならず他の議員にも耳

に入っております。そういった現状を踏まえ、

来場者専用の駐車場を明確に、ここは外から

の来場者の方のスペースということを明確に

する必要が利便性の向上の点から、やはり役

場等々利用する方、高齢の方もおりますので、

若い者ばかりじゃないということからも、転

倒等のこともいっぱいリスクありますので必

要ではないかなと思いますが、この点につい

て村長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 総合センターの駐車

場についてのご質問であります。 

総合センターの駐車場についてはこれまで

も多くのご意見がありましたけれども、村と

して職員が可能な限り庁舎の裏及び横に駐車

することによって、正面駐車場を来庁者の駐

車スペースとして利用できるよう努めてまい

りました。しかしながら、冬期は降雪状況に

よりまして駐車場部分における雪の堆積スペ

ースが増加して、排雪するまで駐車スペース

が不足する場合がございました。限られたス

ペースでありますが、駐車場の排雪の回数を

増やしたり、庁舎裏における職員の縦列駐車

を更に推進する等、関係者の協力を得ながら

来庁者の駐車スペースの確保に努めてまいり

たいと考えております。 

あわせて若干触れたのですが、冬期間は大

雪等の状況によりまして駐車スペースが急に

減少することがあり、明確に来場者スペース

ということで場所を区切ることができるか、

できないかということを考えますと、大変困

難であるという判断をしております。できる

だけこまめな排雪に留意するとともに、旧JA

の役場側の駐車場の利用等も含めながら、来

庁者の駐車スペースの確保に努めてまいりた

いと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今村長のお話で非常
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に苦労している現状にあると。役場職員等々

もいろいろ知恵を絞り、なるべくそういった

来庁者の方々のスペース確保に取り組まれて

いるという現状についてはお話を伺いました。 

そこで村長、私思うのでありますが、役場

前の駐車スペース。あれ見るとやっぱり冬の

ことを考えると植栽スペース、あれをやっぱ

りここで一気に整理してしまって、若干のお

金は掛かりますけれども、やはりそういった

利用する方々のことを考えるのであれば、最

初にもお話ししましたけれども、来る方のス

ペースって、やっぱり確保してあげないと、

これ第一優先にしないといかんと思うのです。

しかしながら今のそういった村長の答弁のよ

うな現状があるということであれば、あそこ

を思い切ってご英断いただき、スパッと整理

したらどうかなと思うのです。そうすると除

雪も一気に楽になるように、当然１回雪の待

避スペースは要りますから、そこは確保しな

きゃならないのだけれど、非常にあの部分が

冬場ロスになってしまっている。ですから本

来ならあそこに置ける台数が相当あるはずな

んです。眠ってしまっているんです。夏のこ

と考えると確かに植栽というのは１つの大き

な部分あるのだけれど、ある一定の役割は果

たしたのかなと。今こういった車の台数が増

える現状を踏まえ、もう一度、そこの再整理

必要かと思うのでありますが村長の考えを伺

います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 駐車場の新たな整備

ということでございますけれども、議員おっ

しゃる花壇撤去。実は内部協議の中でも花壇

を撤去する方法もあるよねというお話もあり

ました。総合センターという建物の美化とい

うか環境整備という部分では残した方が良い

のかなと。両方の考え方があるのですけれど、

具体的に結論を得た訳ではありません。議員

おっしゃった内容も含めて、もっと使い勝手

が、冬の状況に対応できる使い勝手の良い駐

車場をどうしたらできるのかというところも

含めて改めて検証しながら検討してまいりた

いと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 関連２つ目になりま

す。総合センター３階ベランダにつきまして

長期間仮補修状態、強度については確保され

ているだろうと私は思いますが、グリーンの

シートに覆われている状態が放置されている

状態が続いております。そういった現状を見

られた村民の方から、私の方に「あれいった

いいつ改修終わるんだ」と。私も「正直わか

らないところあるので改めて確認しますよ」

ということで回答しておりますが、確かに私

見る中でも、やはりあれは玄関先としては住

民の方の意見同様、決して見っとも良いもの

ではないなと。金は当然掛かるだろうが、や

はり家というのは、玄関先は重要になってき

ますから、本改修するべきかなと思いますが

村長の考えを伺いたいと。特にこのへんにつ

いては外国の方々も迎える占冠村として、ど

う取り組まれるのか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員ご指摘の総合セ

ンターのカバーの問題、ご指摘の箇所につい

てでありますけれども、現状、塗料の飛散等

を防止するための措置を講じているところで

あります。役場庁舎については長寿命化の観

点から、昨年度は雨漏り及びボイラーの修繕、

新年度では雨漏りの影響に伴う会計室、１階

相談室、トイレ側正面玄関の補修というよう

に、段階的に修繕を進めてきているところで

あります。 

議員ご指摘の３階のベランダ修繕につきま
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しては、高所ということもありまして、高額

な予算を必要とする可能性も高いため、最善

の修繕方法について調査させていただいてい

る現状でございます。いずれにしても、ご指

摘のいただいたとおり、早急な修繕に向けて

検討を進めてまいりたいと思います。以上で

す。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 質問４つ目にまいり

ます。 

マイナンバーカード保険証による村内利用

目途について伺いたいと思います。マイナン

バーカードの保険証については国からの通達

により本年３月末を目途に各医療機関はマイ

ナンバーカード保険証の利用環境を整え、４

月からの利用開始ということで新聞等々にも

広く報道されているところでありますが、本

村の取り組み、現状についてどうなっている

のか伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 保険証機能付きマイ

ナンバーカードによるオンライン資格確認シ

ステムの導入につきましては、令和５年４月

から原則義務化されることから、本村におき

ましては、令和４年９月の村議会定例会にお

いて導入に必要な経費を予算計上し、現在導

入手続等の準備を進めており、年度内の運用

を目指しております。 

運用開始予定ということで、占冠診療所を

３月28日、トマム診療所が３月29日というこ

とで現状予定をしているところであります。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 予定通り順調に進ん

でいるよというようなことだったと思うので

すが、あわせて、その利用開始、今村長から

は、診療所２箇所について当然歯科診療所も

ありますので、そちらのほうの利用開始も含

め住民にどう発信するのかについて伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 住民周知につきまし

ては、村内医療機関における保険証機能付き

マイナンバーカードの利用方法についての住

民周知をするということで、４月村広報折込、

また、村ホームページ、窓口での掲示により

行うとともに、国民健康保険被保険者につい

ては、各戸に通知をしてまいりたいと考えて

おります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで２番藤岡幸次

君一般質問を終わります。 

一般質問中ですが、ここで11時10分まで休

憩いたします。 

休憩 午前10時58分 

再開 午前11時10分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

一般質問を続けます。６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 議長のお許しを得ま

したので一般質問をさせてもらいます。 

占冠村小規模多機能居宅介護施設「とま～

る」のボイラー、給湯機の修繕についてお伺

いをします。前段このボイラー、私の感覚と

いうかイメージでは、家庭内のボイラーでし

たら灯油を焚いて水をお湯にするということ

ですけれども、私実際にこのボイラーを見た

のですけれども、屋外に設置しております。

このボイラーの名称は「エコキュート」と言

われまして、燃料を燃やして水をお湯にする

というのではなくて、簡単に言えば大気中の

空気の熱をヒートポンプユニット内の熱交換

機の冷媒が取り込むようになっているそうで

す。そして、取り込まれた熱がヒートポンプ

内の圧縮機に行って高温になるということで

す。高温になった冷媒はヒートポンプ内の水
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側熱交換機で熱を水に伝えてお湯を作ります

ということで、原理は燃料を焚いてお湯にす

るとは違うのですけれどもこの「エコキュー

ト」は結果的に燃料を使わなくてもヒートポ

ンプですとか、それを圧縮機にかけてという

ことで水をお湯にするということのようです。

それから仕様で先ほどもこのボイラーは外に

設置されて、見る限りではボイラー自体に例

えば冬でしたら雪が降るので囲いでもしてい

るのかなと思ったら裸のままなんですね。そ

れで仕様書では、設置場所周辺の温度が氷点

下になる若しくは予想される場所では各配管

に対しヒーターや保温材を巻く等の凍結予防

措置をしてくださいとなっております。 

質問に移りたいと思います。「とま～る」の

ボイラーが２月５日に故障して以来、利用者

は「とま～る」で入浴できず、隣の保健福祉

センター「ノンノ」で入浴しています。二つ

の施設は目と鼻の先のように近いのですが、

移動は転倒を防ぐため車椅子を利用される方

もおり、想像以上に風呂上りに外に出て移動

をするのが辛いと聞いております。中には気

を遣って入浴をしない方もいます。付き添い

の方も防寒には気を付けているようですが、

ヒートショックの心配が頭から離れないと聞

いております。冬場にお湯が使えないのは辛

いことで、手洗いや調理後の食器洗いにも苦

労をしているようです。 

ボイラーを見ますと製造年は2015年と印字

されております。そこで今、故障中というこ

とですけれども、そのボイラーの保証期間が

どうなっているのか。それから故障の原因が

わかっているのか。そしてメンテナンスは定

期的に実施されていたのかまず伺いをしたい

と思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 小林議員のご質問に

お答えをいたします。 

「とま～る」のボイラーのご質問でありま

すけれども、「とま～る」のヒートポンプ給湯

機の保証期間ですが、メーカー保証期間は３

年です。給湯機の耐用年数は７から10年とい

われております。給湯機の心臓部分ともいえ

るヒートポンプユニットが機能しなくなった

もので、故障の原因ははっきりしておりませ

んが、経年劣化と低温が続いていた時期でし

たのでこれが考えられるところです。 

メンテナンスについては保守対象としてお

りませんので定期的には実施しておりません

でした。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小林潤君。 

○６番（小林 潤君） ただいま保証期間は

３年ということですから2015年設置、製造で

すから保証の対象にならないということです

ね。そして耐用年数も７年から10年、2015年

から今23年ですから８年経っておりますので

耐用年数もかなり良いところなのかなと。そ

してヒートポンプユニットの不具合が生じた

のか全体的なことはわからないということで

した。 

村長、今凍結もあって故障に至った原因は

わからないのですけれども、凍結もあってそ

れも何らかの故障と言いますか、動かなくな

った原因。確定はできないけれどもそういう

意味で答弁されたんでしょうか。確認します。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 凍結というよりは原

因がはっきりしていないことを前提に、聞け

ば経年劣化、耐用年数が10年ですから経年劣

化あるいは低温－30℃続きで低温が続いたと

いうことで故障したのかなということが考え

られますということで、お答えをいただいて

おります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小林潤君。 
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○６番（小林 潤君） 原因がわからないと

いうのも、これはある意味、精密と言います

か、そういう機械ですし、耐用年数の関係も

あるので断定できないというのが十分理解し

ました。 

次の質問で、結局２月５日から今日現在も

稼働していない訳でありまして、これからだ

んだん暖かくはなるのですけれども、「とま～

る」利用される高齢者の方はお風呂も今後使

いますので修繕になるのか、村長からも部品

の劣化と言いますか、部品だけであればその

部品の交換ということもあるのでしょうけれ

ども、全体的な劣化ということであれば修繕

というよりも新しいものにしなきゃならない

と思うのですけれども、そしてもし修繕で間

に合うのであれば修繕はどのくらいになるの

か。もし修繕で対応できなくて新品に取り換

えるとなった時にはどのくらいの価格になる

のか、そのへんをお伺いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 修繕についてであり

ますけれども、議員言われるとおり２月５日

に故障をしまして、報告も受けて早急に利用

者が居る状況なので修繕をしてほしいという

ことで指示をしたところでございますけれど

も、なぜここまで延びているかというと、ヒ

ートポンプの給湯機での交換修繕を前提に調

査検討しておりましたけれども、納品に数か

月かかること、それから今後の製造の見通し

やメンテナンスの観点、迅速な対応も必要で

あることから、村としては灯油ボイラーに変

更をさせていただくということにしました。

修繕の目途ですけれども、これらの課題を整

理しながら、できれば令和４年度予算で実施

をしたいと考えておりましたけれども、なか

なか灯油ボイラーに至っても納品が年度内の

納品が難しい部品があるということですので、

村の会計年度でいけば３月中に納品できない

ものについては難しいということで、それで

急を要するということで、議員の皆様には事

前協議をさせてもらう予定でしたけれども、

このような理由で４月に専決処分をさせてい

ただきまして、４月に完了することで予定を

したいと現状考えております。 

修繕費につきましては、350万円を見込んで

おります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 確認になるのですけ

れども、今故障しているボイラーはもう使わ

ずに新たに灯油を燃料としたボイラーを購入

するという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われたとおり

現状のヒートポンプをやめて灯油ボイラーへ

変更をしたいということであります。 

木質バイオマス燃料ということも考えてお

りましたけれども、やはりこの施設を早急に

直さなければならないということで、将来的

には、そういった大規模修繕が必要になった

時には木質バイオマスなりゼロカーボンの取

り組みに沿った対応をする必要があるなと考

えてはおりますけれども、現状で早急に利用

できる状況を作らなければならないというこ

とでこういった判断をさせていただきました。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） これで、６番、小林

潤君の一般質問を終わります。 

 続いて、１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 最後の質問になりま

した。よろしくお願いいたします。 

質問の１でございます。子育て支援につい

てお伺いいたします。占冠村での子育て支援

は沿線の自治体から比較しましても早くから

進んでいてすごいなと思って自慢していると
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ころでございます。 

例えば18歳までの医療費無料、これは本当

に早くから行われているので近年、富良野地

方ではやっと18歳まで医療費無料化というこ

とが報道されるようになりましたので、占冠

は進んでいるなと思っていますし、保育料無

償化も令和３年度から行われていますが、更

に子育て支援を進めることでお伺いしたいと

思います。 

１番の児童・生徒への給食費の無償化。こ

れは私何回か質問させていただいております

が、なかなか良い回答が得られない状況です。 

先ほども細谷議員が質問でこの無償化のこ

ともお話されておりましたけれども、「します

よ」という回答が無かったのを良いことに、

もう一度質問させていただくのですが、予算

書、決算見ましても不用額というのが結構出

ています。そういうのを利用できないかとい

うことも質問しておりますが、今後この給食

費の無償化について村長の考え方を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 大谷議員のご質問に

お答えをします。 

学校給食費の無償化につきましては、平成

30年の定例会において当面は緊急性の高い子

育て支援策から進めていくとの答弁をさせて

いただいておりました。現在、保護者にご負

担をいただいている給食費は、令和４年度予

算ベースでは約370万円、１か月当たり4500円

から5600円程度で、全て食材費に充てられて

おります。その他の給食に係る光熱水費、人

件費等は広域連合負担金として本村が負担を

しているという現状にあります。また、一定

の所得基準を下回る世帯に対しては、生活保

護制度による教育扶助や就学援助制度により

支援を行っていますので、これらの公費負担

に関して財源が確保されていない中での無償

化の実施については慎重に検討をしていく必

要があるということから、現在ご負担いただ

いている保護者の皆様には今後も一定額を負

担いただきたいということであります。 

村全体の優先される子育て施策を見極めな

がら取り進めていきたいと考えております。

以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 今のお答えですと当

分そういう無償化に関しては検討もされない

ということの回答かなと思ったのですが、村

長は住み続けたい村、そういう目標を立て執

行されていると思うのですが、これだけ子育

てに大変苦慮している今現在の子育て世帯は

この支出に関してはかなりの負担がかかって

いると思っております。私達から比べるとず

いぶん補助されているなという思いはありま

すけれども、今現在、生きている子育て世帯

は筆舌な状態かなと思っております。優先順

位は必ずあるものだとは思っておりますけれ

ども、住み続けていたい村、そして移住して

も良いな、この村なら。と思ってもらえる村

づくりをするためにもこういうことは優先順

位の中に組み込んでいただいて施策していた

だきたいと思いますけれども、再度お願いい

たします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員言われるとおり、

先ほども答弁しましたけれども負担していた

だいているのは370万円です。かかる経費が

2500万かかっております。ですから2130万円

程は村が公費で負担をしているという環境に

なっておりまして、370万だからそれくらいだ

ったらできるんじゃないのと言われますけれ

ども、私としては学校給食のあり方として一

部負担をしていただきながら将来にわたって

しっかりできる給食を作っていく必要がある
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だろうなと。状況に応じては無償化というこ

とも、子育て世帯の施策の中で無償化という

こともあると思いますけれども、現状でそれ

をするかという判断はしていないところであ

ります。道内の自治体で無償化をしていると

いうところが15自治体ほどあるのですけれど

も、今広域圏で給食センターを運営していま

すので、そういったところとも足並みを揃え

ながらやるべきかなと考えていたところです。

無償化するのであれば一斉にというような広

域の中でですね。とは考えておりました。以

上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 今のお答えですと絶

望的かなと感じました。広域で一緒にという

ことですと、なかなか踏み込めない状況かな

と思いました。今朝の新聞で南富良野町さん

は独自でやってらっしゃるのであれですけれ

ども、無償化をというような記事になってお

りました。広域でやっているから一緒にとい

うような考え方ですと将来永遠にないのかな

と思ってしまいますが、これは村独自で何と

かならないのかなと感じてますので再考をお

願いしたいと思います。 

こういうことですと広域でなんでも行われ

ると独自の施策ができないという思いも働き

ます。 

２番目の保育所に設置されています調理室、

去年の総務産業常任委員会での視察の中にこ

の保育所の調理室、見学させていただいてい

ろいろ指摘されることもあってそれを「こう

いうふうにしてほしい」、「ああいうふうにし

てほしい」ということで要望書を提出してお

りますが、その結果を見てどうされるのか村

長の考え方を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 最初にさっきの質問

の広域連合との兼ね合いですけれども、首長

レベルでは給食費無償にできないかという話

はあるんです。それでやるんだったら一緒に

という思いがあったものですからそういうお

答えをしました。ただその条件が整うかどう

かというのはあれなんですけれども、共同で

やっているものですから、片っぽでやってて

片っぽでやらないというのは何て言うんです

か、同じ給食組合の同じ児童生徒の保護者の

中ででも、不公平感というか、そういうもの

を感じてしまうのでないのかなということで、

確かに占冠村だけ先行してということはあろ

うかと思いますけれども、現状そういう検討

はされているのですけれども、それが結論と

して出ていないものですから、それらを見極

めて村としては判断をしていきたいと思って

います。 

それで、次の質問でありますけれども、保

育所に設置されている調理室の使用でござい

ます。保育所の調理室については当面、給食

の提供は考えておりませんけれども、コロナ

禍で実施できていないお料理教室、お料理作

りや行事等を中心に利用していただく、ある

いは交流コーナーの開放事業で活用する、あ

るいは栄養指導等にも活用していただきたい

なと考えております。 

給食施設も同時に併設というか併せて作っ

た訳ですけれども、当時０歳児保育も含めて、

そういったところまで目指すということで当

然、給湯施設、調理施設がないとそこまでい

けないということで先行して給食施設も作ら

せていただきましたけれども、現状で様々な

利用方法考えながら施設利用をしていきたい

と考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 給食費の無償化は最

大の私の公約ですのでずっと続けたいなと思
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いますが、人口減。先ほども質問に出てまし

たけれども人口の減と、今年は特に出生率が

80万を下回ったよということで占冠は少しず

つ小さいお子さんが見られるようになったの

でうれしいことだなと思っておりますけれど

も、そういう方々のこれからの展望として将

来、こういうことが行われる占冠に住めるん

だというような楽しみがあるような施策をし

ていただきたいと思いますし、この保育所の

調理室、これだけの行事等の云々が毎月行わ

れるのであれば稼働が行われて良いなと思い

ますけれども、かなり設備投資されています

ので常時使えるような施策にしていただきた

いと思いますのでこれからの検討をよろしく

お願いいたします。 

では、質問の２に移らせていただきます。 

多様性に伴う制度導入についてです。令和

３年６月の定例会において、女性や多様性を

持った人材の活躍取り組みについて質問して

います。その時点では村長、全国的な動向を

見ながら導入を検討していきたいということ

でした。現在、札幌市等人口10万人以上、ほ

とんどが市ですけれども、「パートナーシップ

制度」というものの導入が進められています。

旭川もこの間の新聞で検討ということでした。

近隣では道でも道営住宅の入居ができるよう

に見直す方針ということでしたけれども、札

幌市だけに留まっていない道営住宅は各自治

体にある訳でして、これが見直されればこう

いう制度が受け入れられるのかなと思ったの

ですが、占冠は道営住宅というものがないな

と理解したんですね。それで質問の１ですが、

「パートナーシップ制度」今後全国区的な動

向を見ながら検討したいということでしたが

どんな検討をされているのかお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 「パートナーシップ

制度」についてのご質問ですけれども、議員

言われるように令和３年の６月議会で議員か

らご質問をいただいた際、性的少数者に関す

る理解促進活動を進めている一般社団法人の

ホームページによるパートナーシップ制度導

入自治体については全国で74自治体でありま

すということと、北海道では札幌市のみとさ

れておりました。現状ですね。今同じホーム

ページによりますと、現在全国で少なくとも

260自治体、北海道では札幌市、函館市、帯広

市、北見市、岩見沢市、苫小牧市、江別市で

導入済みとされております。 

村といたしましては、同制度の導入は道内

でも比較的大規模な都市のみで行われている

こと、現状パートナーシップの宣誓等を求め

られる事案もないこと、それから新しい制度

の導入にあたっては新たな予算と人員措置等

の準備も必要であることから具体的な内容の

検討には至っていないというのが現状であり

ます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） では丸っと２年検討

されなかったという回答でよろしいでしょう

か。検討ということはやっぱり議題に載せる

という意味として私達は理解するのですが、

検討という答えはそのまま流されると考えて

しまいがちになってしまいますので、そのへ

んのお返事はもう少しこまめに考えていただ

きたいと思います。 

パートナーシップ制度、人件費だ、云々掛

かるというのは理解しますけれども、いろん

な制度作るのに関しては、このパートナーシ

ップだけではなく、人件費云々掛かるとは思

うのですね。いつも思うのですが対象者がい

ないと動かないではなく、いつでもそういう

人が来れるような体制をしていただきたいと

いうような、私はずっと希望しているのです
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が、それがなされていないということ。本当

に失望するに限るのですけれども、これから

も人件費云々ということで検討もされないと

いうことで思ってよろしいんでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 答弁の仕方が悪かっ

たのかもしれませんが、検討していないとい

うことではなくて、検討をした結果こういっ

た問題があるねとか、いろいろなものを出し

た中で現状では具体的にこうしましょうとい

うのができていないというお答えだったと私

は思っているのですね。それも逃げだと言わ

れたらそれまでかもしれませんが、現状そう

いういろいろな制度によって及ぼす影響等も

含めて議論はされていて、それをどう前に進

めるかというのが今の現状だとご理解いただ

ければと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） なかなか進められな

いという理解でそう思って良いのかなと思っ

たのですが違うのですか。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 答え方が悪いですね。

やれることはやろうという気持ちで議論を前

に進めたいということでございます。この制

度自体しっかり実際にやっているところもあ

ります。都市部ではやっているので自治体で

どういう形になるのか私も想像できませんけ

れども、前に進めたいという気持ちでいると

ご理解いただければと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 聞き方も悪かったの

かなと思いましたけれども、前向きでやって

いただけるということです。ただ、意外と期

限を切らないとなかなか事が習熟しないとい

うのかと思いますので、「いついつまでにこう

いうことはやる」家を建てるとか云々とかと

いうのでしたらかなりの資金は必要ですけれ

ども、こういう制度設計というのはお金は掛

かるのでしょうけれども、そんなの論外なお

金が掛かる訳ではないと思いますので期限付

きにしてもう少し前向きに検討していただき

たいと思います。 

２番目の公営住宅への入居に支障が出てく

るため取り組みを進めたいと。その時にも回

答をいただいているのですが、これはどのよ

うに進捗しているのかお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 公営住宅の入居に関

しまして、同性パートナーシップの村営住宅

の入居については、他の自治体の状況を見て

も、同性パートナーシップ制度の導入には慎

重でありまして、住宅への入居を可能とする

自治体は限られております。今後も各自治体

の状況を注視するとともに、情報収集に努め

村営住宅に入居できる対策、体制づくりに前

向きに検討してまいりたいと思いますけれど

も、議員言われるように「いつまでだ」と言

われると困るのですけれども、ただ条例、あ

るいは法律で定められているものから逸脱し

てやるという訳にはいかないので、どうして

も制度自体をしっかり作らないと、なかなか

対応できないなというのが現状にあるようで

すから、それらをしっかり進めていきたいと

思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 周りを見てというこ

とと国の法改正とか云々いろいろあるのでし

ょうけれども、やっている自治体もあるとい

うことで、それは村だからできないとか云々

の答えにはならないと思いますので積極的に

進めるということで考えていただきたいと思

いますがよろしいですか。積極的に進めてい

ただきたいと思いますが。 
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○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） これは令和３年から

議員からのご質問をいただいている案件です

から、しっかり前へ進めるように努力をして

まいりたいと思います。 

一部実施されているところは市でそういっ

た制度を作っているものですから入居につい

ては許可されているという状況でございます

ので、それを追加させていただきたいと思い

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 以上をもって、一般

質問を終わります。 

 ここで少々早めですが、午後１時まで休憩

します。 

休憩 午前11時48分 

再開 午後１時00分 

 

◎日程第４ 議案第25号から日程第10 議案第

31号 

○議長（児玉眞澄君） 午前に引き続き会議

を開きます。議事を続けます。 

日程第４、議案第25号、令和４年度占冠村

一般会計補正予算第９号の件から日程第10、

議案第31号、令和４年度占冠村歯科診療所事

業特別会計補正予算第３号までの件、７件を

一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。議案第25号に

ついては、総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは議案書

81ページをお願いいたします。議案書81ペー

ジ。議案第25号、令和４年度占冠村一般会計

補正予算第９号についてご説明申し上げます。  

令和４年度占冠村一般会計補正予算第９号

は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ4000万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ28億800万円としようとする

ものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正によりま

す。 

以下、第１表歳入歳出予算補正によりご説

明申し上げます。 

 議案書82ページをお願いいたします。 

 ２款、地方譲与税、３項、森林環境贈与税

は58万８千円の減額。 

 10款、１項、地方交付税は7059万１千円の

増額。 

 12款、分担金及び負担金、２項、分担金は

33万９千円の増額。 

 13款、使用料及び手数料、１項、使用料は

７千円の増額。 

 14款、国庫支出金、１項、国庫負担金は104

万６千円の減額。 

 ２項、国庫補助金は829万８千円の増額。 

 15款、道支出金、１項、道負担金は115万円

の減額。 

 ２項、道補助金は166万６千円の減額。 

 ３項、委託金は12万１千円の減額でござい

ます。 

 16款、財産収入、１項、財産運用収入は50

万７千円の増額。 

 ２項、財産売払収入は４万円の増額。 

 17款、１項、寄附金は633万２千円の増額。 

 18款、１項、繰入金は１億1607万４千円の

減額。 

 20款、諸収入、５項、雑入は10万１千円の

増額でございます。 

 21款、村債、１項、村債は620万円の減額で

ございます。 

 以上、歳入における補正額の合計は4000万

円の減額でございます。 

 次に歳出についてご説明いたします。 

 議案書83ページをお願いいたします。 
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 ２款、総務費、１項、総務管理費は510万円

の増額。 

 ２項、徴税費は15万円の減額。 

 ４項、選挙費は10万１千円の増額。 

 ３款、民生費、１項、社会福祉費は200万円

の減額。 

 ２項、児童福祉費は895万９千円の減額。 

 ４款、衛生費、１項、保健衛生費は570万１

千円の減額。 

 ２項、清掃費は20万円の増額。 

 ６款、農林業費、１項、農業費は2077万４

千円の減額。 

 ２項、林業費は641万１千円の減額。 

 ７款、商工費、１項、商工費は571万円の減

額。 

 ８款、土木費、１項、道路橋梁費は171万円

の増額。 

 ３項、住宅費は70万円の増額。 

 ４項、都市計画費は35万円の増額。 

 10款、教育費、１項、教育総務費は391万６

千円の減額。 

 ２項、小学校費は94万円の増額。 

 ３項、中学校費は44万円の増額。 

 ４項、社会教育費は22万円の減額でござい

ます。 

 11款、災害復旧費、１項、農林業施設災害

復旧費は1430万円の増額でございます。 

 84ページをお願いいたします。 

 14款、１項、職員費は1000万円の減額でご

ざいます。 

 歳出の合計で4000万円の減額となっており

ます。 

 続きまして、85ページをお願いいたします。 

 繰越明許費につきましては、第２表のとお

り合計３本の繰越を予定しております。 

 86ページをお願いいたします。 

 債務負担行為補正につきましては、第３表

のとおり、道の駅自然体感しむかっぷの指定

管理料について、期間を令和５年度から令和

７年度まで、限度額を記載のとおりとして追

加しようとするものでございます。 

 87ページをお願いいたします。 

 地方債の補正につきましては、第４表のと

おり３本の追加及び過疎対策事業債、計４本

の変更をしようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第26号、議案第

27号、議案第30号及び議案第31号について、

住民課長、伊藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 議案書115ページ

をお願いいたします。議案第26号、令和４年

度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算

第４号の提案理由のご説明を申し上げます。 

令和４年度占冠村国民健康保険事業特別会

計補正予算第４号は、歳入歳出予算の総額の

増減はなく歳入科目の組み換えと、歳出にお

ける財源振替をしようとするものでございま

す。 

 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は

第１表歳入予算補正によります。 

 118ページ、事項別明細書によりご説明申し

上げます。歳入です。 

 １款、１項、国民健康保険税は、一般被保

険者国民健康保険税106万３千円の減額。 

 119ページ。３款、１項、国庫補助金は56万

円の増額。 

 120ページ。４款、１項、道補助金は、保険

給付費等交付金97万８千円の減額。 

 121ページ。５款、１項、繰入金は、一般会

計繰入金は細節内の補正により同額。 

 122ページ。６款、１項、繰越金は141万４

千円の増額。 
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 123ページ。７款、３項、雑入は、一般被保

険者第三者納付金６万７千円の増額でござい

ます。 

 次に歳出です。 

 124ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、124ページから127ペ

ージに記載のとおり全て財源振替でございま

す。以上でございます。 

 次に129ページをお願いいたします。議案第

27号、令和４年度村立診療所特別会計補正予

算第３号の提案理由のご説明を申し上げます。 

 議案第27号、令和４年度村立診療所特別会

計補正予算第３号は、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ70万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ8390万円にし

ようとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正によりま

す。 

 133ページ、事項別明細書によりご説明申し

上げます。歳入です。 

 １款、１項、外来収入は、１目、占冠診療

所診療報酬収入30万円の減額。 

 １款、２項、その他の診療収入は、２目、

トマム診療所諸検査収入23万８千円の減額。 

 134ページ。３款、１項、道補助金は、１目、

衛生費道補助金20万円の増額。 

 135ページ。５款、１項、繰越金は、前年度

繰越金103万８千円の増額です。 

 次に歳出です。  

 136ページです。１款、１項、施設管理費は、

２目、占冠診療所管理費、３目、トマム診療

所管理費の計で70万円の増額です。以上でご

ざいます。 

 次に161ページをお願いいたします。議案第

30号、令和４年度占冠村後期高齢者医療特別

会計補正予算第１号の提案理由のご説明を申

し上げます。 

 令和４年度占冠村後期高齢者医療特別会計

補正予算第１号は、歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ60万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ1930万円にしよ

うとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は第１表歳入歳出予算補正によります。 

 165ページの事項別明細書によりご説明申し

上げます。歳入です。 

 １款、１項、後期高齢者医療保険料は、１

目、特別徴収保険料、２目、普通徴収保険料

の計で1111万円の増額です。 

 166ページ。３款、１項、一般会計繰入金は、

２目、保険基盤安定繰入金、３目、その他一

般会計繰入金の計で80万円の減額。 

 167ページ。４款、１項、繰越金は、前年度

繰越金で28万９千円の増額です。 

 次に歳出です。168ページをお願いします。 

 ２款、１項、後期高齢者医療広域連合納付

金は、１目、後期高齢者医療広域連合納付金

60万円の増額でございます。以上でございま

す。 

 次に議案書169ページをお願いいたします。

議案第31号、令和４年度占冠村歯科診療所事

業特別会計補正予算第３号の提案理由のご説

明を申し上げます。 

 令和４年度占冠村歯科診療所事業特別会計

補正予算第３号は、歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ20万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ2440万円にし

ようとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正によりま



 22 / 112 

す。 

 173ページをお願いいたします。事項別明細

書によりご説明いたします。歳入です。 

 １款、１項、診療収入は、１目、国民健康

保険診療報酬収入から、５目、自由診療収入

の計で48万円の減額です。 

 174ページ。５款、１項、雑入は８万円の増

額です。 

 175ページ。６款、１項、道補助金は、１目、

歯科診療所道補助金20万円の増額です。 

 次に歳出です。176ページをお願いします。 

 １款、１項、施設管理費は１目、一般管理

費は財源振替です。 

 177ページ。２款、１項、医業費は、１目、

医業費で20万円の減額です。 

 以上、ご提案申し上げます。よろしくご審

議くださいますようお願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第28号及び議案

第29号については、建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書137ページ

をお願いいたします。議案第28号、令和４年

度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算第３

号についてご説明いたします。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ190

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億1260万円にしようとするもの

でございます。 

議案書142ページをお願いいたします。事項

別明細書の歳入よりご説明申し上げます。 

１款、１項、使用料、１目、給水使用料は

66万円の増額でございます。 

１款、２項、手数料、１目、審査手数料４

万１千円の増額でございます。 

143ページです。３款、１項、繰入金、１目、

一般会計繰入金は140万円の増額でございます。 

144ページです。５款、１項、雑入、１目、

雑入は９万９千円の増額です。 

145ページです。６款、１項、村債、１目、

公営企業会計適用債30万円の減額でございま

す。 

146ページです。歳出についてご説明いたし

ます。 

 １款、１項、総務管理費、１目、一般管理

費は23万円の減額。 

 147ページです。２款、１項、施設管理費、

１目、施設維持費は247万円の増額でございま

す。 

 148ページです。４款、１項、施設建設費、

１目、新営改良費は34万円の減額でございま

す。 

 議案書お戻りいただきまして138ページ、

139ページです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳

入歳出予算補正のとおりでございます。 

 議案書140ページをお願いいたします。地方

債の補正です。公営企業会計適用債、補正前

の限度額1570万円を1540万円に変更するもの

でございます。以上で説明を終わります。 

 続きまして議案書149ページをお願いいたし

ます。議案第29号、令和４年度占冠村公共下

水道事業特別会計補正予算第３号についてご

説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

70万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１億560万円に使用とするもので

ございます。  

 154ページをお願いいたします。事項別明細

書の歳入よりご説明いたします。 

２款、１項、使用料、１目、下水道事業、

２目、浄化槽事業の計で１千円の減額。 

２款、２項、手数料、２目、浄化槽事業、

１千円の減額でございます。 

 155ページです。４款、１項、繰入金、１目、

下水道事業、２目、浄化槽事業の計で70万円
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の減額。 

 156ページです。５款、１項、繰越金、１目、

下水道事業、２目、浄化槽事業の計で46万３

千円の増額でございます。 

 157ページです。６款、１項、雑入、１目、

下水道事業、２目、浄化槽事業の計で３万９

千円の増額。 

 158ページです。７款、１項、村債、３目、

公営企業会計適用債50万円の減額でございま

す。 

 159ページです。歳出の説明です。 

 ２款、１項、施設管理費、１目、下水道費、

２目、浄化槽費の計で30万円の減額でござい

ます。 

 160ページです。３款、１項、施設建設費、

１目、下水道費は40万円の減額でございます。 

 議案書お戻りいただきまして、150ページ、

151ページになります。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は第１表歳入

歳出予算補正のとおりでございます。 

 議案書152ページです。地方債の補正です。

公営企業会計適用債、補正前限度額1270万円

を、1220万円に変更するものでございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） これから質疑を行い

ます。 

質問者はページ数を明らかにし、質疑答弁

は要点を明確に簡潔に発言してください。 

まず、議案第25号、令和４年度占冠村一般

会計補正予算第９号について質疑を行います。 

質疑はありませんか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） ２点質問させていた

だきます。 

 まず94ページの14款、２項、２目、２節の

児童福祉国庫補助金内の出産子育て応援交付

金、こちらがどういった方が対象になってど

ういった補助内容なのかを伺います。 

 もう１点、97ページ、17款、１項、ふるさ

と寄附金の増額ですが、こちらの主力返礼品

がどういったものだったのかを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 福祉子育て支援課長。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 下川

議員のご質問にお答えします。94ページ、14

款、２項、２目、民生費国庫補助金、２節、

児童福祉費国庫補助金の出産子育て応援交付

金の補助内容ということでご質問いただいて

おります。こちらにつきましては、国の補正

予算で令和４年度事業として挙げられたもの

でございます。内容といたしましては、核家

族化が進み、地域の繋がりも希薄となる中で、

孤立感や不安感を抱く妊婦、子育て家庭も少

なくなく、全ての妊婦子育て家庭が安心して

出産、子育てできる環境整備が課題となって

おります。その中で、子育ての負担感や孤立

を相談等を通じて支援していく、また、経済

的支援も伴走型の相談支援と一緒に一体的に

実施していくという内容になっておりまして、

補助といたしましては、令和４年度から対象

になっておりますので、令和４年４月１日時

点で出産された方まで遡及して給付金を経済

的支援として出すものでございます。４年度

につきましては、すでにもう出産されている

方が多いと思いますので、この方につきまし

ては遡及として10万円一律として支給します。

５年度以降につきましては妊娠期面談により

面談後に５万円、出産後に５万円という面談

を行いながら経済的支援を行っていく内容で

ございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 議案書97ペ

ージ、ふるさと寄附金の主力返礼品というこ

とのご質問でございますけども、こちらにつ

いてはメープルシロップ、それからトラベル
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クーポンとトマムスキー場のレギュラーシー

ズン券、それに加えて今年度新たに返礼品に

加えましたトマムスキー場の一日券、こちら

が今年度返礼品として新たに加えておりまし

て、そちらの増額が結構あったということに

なっております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 下川園子君。 

○５番（下川園子君） ふるさと寄附金のト

マムリゾートの一日券が増えてきたというこ

とですが、その一日券に限っては件数でどの

くらいか出ていれば伺いたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） トマムのリ

フト券の件数につきましては２月末時点の数

字で71件という数字になっております。以上

です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり）  

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これから議案第25号、令和４年度占冠村一

般会計補正予算第９号の件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第25号は原案のとおり可

決しました。 

次に議案第26号、令和４年度占冠村国民健

康保険事業特別会計補正予算第４号について

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これから議案第26号、令和４年度占冠村国

民健康保険事業特別会計補正予算第４号の件

を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第26号は原案のとおり可

決されました。 

議案第27号、令和４年度村立診療所特別会

計補正予算第３号についての質疑を行います。

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これから議案第27号、令和４年度村立診療

所特別会計補正予算第３号の件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 
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したがって、議案第27号は原案のとおり可

決されました。 

つづいて、議案第28号、令和４年度占冠村

簡易水道事業特別会計補正予算第３号につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 147ページ、２款、管

理費、１項、１目、施設維持費の修繕料の197

万円の増額の件ですが、どこを修理するのか。

最近水道管が破裂しました、老朽化が進んで

いますというようないろいろなところで水漏

れが発生していますけども、そういう関係の

修繕も入っているのかどうかお聞きします。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長。 

○建設課長（小林昌弘君） 大谷議員のご質

問にお答えいたします。修繕料ですけれども、

今回の修繕料はそのような水道管の修繕は入

っておりません。上トマム浄水場の流量計の

変換機というものがございまして、それの修

繕と同じく上トマム浄水場の水質検査計器で

あります濁度計の修繕でございます。以上で

す。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これから議案第28号、令和４年度占冠村簡

易水道事業特別会計補正予算第３号の件を採

決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第28号は原案のとおり可

決されました。 

続いて議案第29号、令和４年度占冠村公共

下水道事業特別会計補正予算第３号について

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これから議案第29号、令和４年度占冠村公

共下水道事業特別会計補正予算第３号の件を

採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第29号は原案のとおり可

決されました。 

議案第30号、令和４年度占冠村後期高齢者

医療特別会計補正予算第１号についての質疑

を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 
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 これから議案第30号、令和４年度占冠村後

期高齢者医療特別会計補正予算第１号の件を

採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第30号は原案のとおり可

決しました。 

続いて、議案第31号、令和４年度占冠村歯

科診療所事業特別会計補正予算第１号につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これから議案第31号、令和４年度占冠村歯

科診療所事業特別会計補正予算第３号の件を

採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第31号は原案のとおり可

決されました。 

 

◎散会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 以上で本日の日程は

全部終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。本日はこれ

で散会します。 

散会 午後１時37分 
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

              令和５年３月２９日   

占冠村議会議長    児 玉 眞 澄 

    （署名議員） 

占冠村議会議員    小 林   潤 

 

占冠村議会議員    大 谷 元 江 
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令和５年第１回占冠村議会定例会会議録（第２号） 

令和５年３月８日（水曜日） 

 

○議事日程 

  議長開議宣言（午前10時） 

日程第１   令和５年度村政執行方針及び教育行政執行方針 

日程第２ 議案第１号 指定管理者を指定することについて 

日程第３ 議案第２号 
占冠村個人情報の保護に関する法律施行条例を制定することについ

て 

日程第４ 議案第３号 占冠村情報公開・個人情報保護審査会条例を制定することについて 

日程第５ 議案第４号 占冠村職員の高齢者部分休業に関する条例を制定することについて 

日程第６ 議案第５号 占冠村ふるさと納税・地方創生基金条例を制定することについて 

日程第７ 議案第６号 占冠村情報公開条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第８ 議案第７号 

占冠村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴

う固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第９ 議案第８号 
職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて 

日程第10 議案第９号 
占冠村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて 

日程第11 議案第10号 
職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについて 

日程第12 議案第11号 
学校職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて 

日程第13 議案第12号 
占冠村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについて 

日程第14 議案第13号 
占冠村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについて 

日程第15 議案第14号 
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについて 

日程第16 議案第15号 
学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについて 

日程第17 議案第16号 
占冠村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについて 

日程第18 議案第17号 
占冠村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第19 議案第18号 占冠村地域企業振興条例の一部を改正する条例を制定することにつ
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いて 

日程第20 議案第19号  
道の駅自然体感しむかっぷの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて 

日程第21 議案第20号 
占冠村物産館設置条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 

日程第22 議案第21号 占冠村定住促進条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第23 議案第22号 占冠村むらびと条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第24 議案第23号 
占冠村国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて 

日程第25 議案第24号 
占冠村子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて 

日程第26 議案第32号 令和５年度占冠村一般会計予算 

日程第27 議案第33号 令和５年度占冠村国民健康保険事業特別会計予算 

日程第28 議案第34号 令和５年度村立診療所特別会計予算 

日程第29 議案第35号 令和５年度占冠村簡易水道事業特別会計予算 

日程第30 議案第36号 令和５年度占冠村公共下水道事業特別会計予算 

日程第31 議案第37号 令和５年度占冠村介護保険特別会計予算 

日程第32 議案第38号 令和５年度占冠村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第33 議案第39号 令和５年度占冠村歯科診療所事業特別会計予算 

 

○出席議員（７人） 

 議長   ８番 児 玉 眞 澄 君   副議長 １番 大 谷 元 江 君 

 ２番 藤 岡 幸 次 君       ３番 五十嵐 正 雄 君  

 ４番 細 谷   誠 君       ５番 下 川 園 子 君 

 ６番 小 林   潤 君 

 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

総 務 課 長 三 浦 康 幸  企 画 商 工 課 長 平 岡   卓 

農 林 課 長 小 尾 雅 彦  林 業 振 興 室 長 杉 村 政 彦 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福 祉 子 育 て 支 援 課 長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

職 員 厚 生 担 当 係 長 坂 本 龍 哉  財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏 
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税 務 担 当 主 幹 佐々木 智 猛  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 

商 工 観 光 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  広 報 統 計 担 当 係 長 大 谷 淳 貴 

地 域 振 興 対 策 室 主 幹 松 永 真 里  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 高 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一  土 木 担 当 係 長 中 島 辰 男 

戸 籍 担 当 主 幹 佐久間   敦  国 保 医 療 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広 

保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子  村立占冠診療所主幹 橘   佳 則 

社 会 福 祉 担 当 主 査 川 口 晃 平  介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美 

子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代    

（教育委員会）     

教 育 長 多 田 淳 史  教 育 次 長 平 川 満 彦 

社 会 教 育 担 当 主 幹 上 島 早 苗  学 校 教 育 担 当 主 幹 後 藤 義 和 

（農業委員会）     

会 長 安 田 堅 吾  事 務 局 長 小 尾 雅 彦 

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 下 川 園 子 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  事 務 補 三ツ谷 陸 翔 
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開会 午前10時 

 

◎開議宣言 

○議長（児玉眞澄君） 皆さんおはようござ

います。ただいまの出席議員は、７名です。

定足数に達しておりますので、これから本日

の会議を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 村政執行方針 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、令和５年

度村政執行方針を議題とします。 

 村長、田中正治君。 

○村長（田中正治君） 令和５年度村政執行

方針について申し上げます。別冊の村政執行

方針をご覧いただきたいと思います。 

Ⅰ、はじめに。令和５年第１回占冠村議会

定例会の開会にあたり、村政執行に対する基

本的な考えを申し上げ、議員各位をはじめ、

村民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存

じます。 

 新たな対策方針が示されている新型コロナ

ウイルス感染症は、３年間にわたり地域経済

活動をはじめ、住民生活や地域コミュニティ

などに大きな影響を与えてきました。 

占冠村においても感染拡大が懸念される状

況もありましたが、対策方針に基づき村民の

皆様のご理解とご協力で乗り越え、新たな生

活様式でコロナ後の社会を展望しながら進め

てまいりました村政運営に対しご支援いただ

きましたことに感謝を申し上げます。 

国においては感染法上の位置づけを季節性

インフルエンザと同じ「５類感染症」に変更

する対応を決定しており、今後、コロナ後を

見据えた政策課題を進めるにあたっては、越

えなければならない課題は多くありますが、

移行後の感染症対策、経済基盤の整備、人的

資源の確保、自主財源の確保などを考慮した

政策展開が必要ではないかと考えています。

様々な機会を通じ皆様からのご意見やご助言

をお聞きし、より良い方向へ向かうため努力

してまいります。 

占冠村を取り巻く情勢は、国際的な緊張関

係が続き、円安、エネルギー不足、原材料の

高騰、医療費や光熱水費の負担増加など経済

的にはマイナスの状況であり、様々な分野で

物価高に陥り住民生活は大変厳しい状況とな

っているのが現状であります。 

そうした中、公共の果たすべき役割は大き

いと思います。国の予算配分は地方交付税で

前年並みに確保される見通しですが、多くの

政策課題に対応する新たな財源確保が必要と

なります。 

財政運営も難しい状況になることが予想さ

れますが、必要なところへ予算配分し、効率

化を図りつつ財政の健全性を保ってまいりま

す。 

以下、令和５年度の主要な施策について、

その概要を申し上げます。 

Ⅱ、村政執行の基本方針。村政執行の基本

政策として、大きく３本の公約を掲げさせて

いただき、大きく前進したことや不充分なこ

とがある中で、政策実現のため鋭意努力を継

続しているところであります。 

行政推進には課題解決のための継続性と、

現状把握による見直し、情報発信が必要であ

ると考えております。 

最大限の行政サービスを享受できる安全で

安心して暮らしやすい生活が実現できるよう

挑んでまいります。  

次の事項を柱として、進めることにご理解
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とご協力をお願いいたします。 

第１、持続可能な地域づくり。新型コロナ

ウイルス感染症は、地域コミュニティに影響

を与え住民生活や地域経済などが大きく変化

しました。 

一方で、特性を生かした地域づくりを進め、

農業、林業、観光業の基幹産業を中心として、

コロナ後を見据えた経済循環が図られる取組

が必要であります。 

農林業対策を考えるとき、新たな農業者が

様々な形で営農を行っている現状や、新規就

農を希望する方が実習し営農をはじめようと

しています。地域農業者との融合を図り、大

きな可能性を引き出せるよう、本村の農業に

必要な支援をしてまいります。 

林業では、森林資源の経済循環が図られる

林業六次産業化の取組や、森林環境譲与税を

有効に活用した林業事業体の育成支援、雇用

環境の支援を行い、持続可能な森林づくりに

向け取り組みます。 

また、昨年宣言した「ゼロカーボンシティ

占冠宣言」において重要な要素となる森林整

備を進め、炭素吸収量の拡大を図るとともに

再生可能エネルギーの活用を進めます。 

観光業では、コロナ禍でトマムリゾートを

中心に関連事業者の経済活動が停滞しており

ましたが、昨年から観光需要が活発化し元の

状況に戻りつつあります。新たな需要に応え

るために必要な支援を行ってまいります。 

一方で、政策課題に取り組むためには財源

が必要となることから、宿泊税については引

き続き関係機関や関係者との調整を図り、早

期に実施できるよう国や北海道との調整を進

めます。 

第２、安全で安心な暮らしを守る基盤づく

り。村民が安全で安心して暮らすためには、

道路や上下水道などの社会資本インフラをは

じめ、社会生活に配慮した地域医療の充実や

福祉施策の拡充、高齢化社会が進む中での介

護支援、急病に対応できる救急医療、地域交

通体系の確保など、住民ニーズに即した行政

サービスが必要不可欠であり、住民の要請に

応えるため努めてまいります。 

５類感染症移行後の新型コロナウイルスワ

クチン接種について不安を感じている方も多

いと思いますが、国が示す公費負担での接種

により希望者へのワクチン接種ができるよう

進めます。 

また、あらゆる災害に対応できる地域防災

力を高めることで、頻発する様々な自然災害

に対処できるよう環境整備を図ります。 

併せて、地域協働ボランティア活動など

人々が地域で支え合う社会づくりが進んでい

ますので支援をしてまいります。 

道東自動車道トマム・占冠インターチェン

ジ間の４車線化工事が始まりますが、住民の

皆様への情報提供や説明会などの場を設け、

安心・安全に配慮するよう努めてまいります。 

第３、未来を託す子どもの環境づくり。子

どもたちが元気で健全に育つ環境をつくるこ

とにより、安心して子育てができる地域、定

住意識が高くなる地域、人が集まり活気が生

まれる地域を創造することは、持続可能な地

域づくりとなる要因のひとつであります。 

子育て支援の柱としてきた占冠・トマム保

育所の新改築も終わり、今年度から１歳児保

育を始めます。 

子育て環境をしっかり確保し、多くの方が

社会参加できる環境をつくるため、これまで

も進めてきた医療費助成や周産期医療、母子

保健など、総合的に乳幼児から中等教育まで

の子育て環境整備  が必要であり、支援制度

の拡充にも努めてまいります。 

学校教育においては、学習支援員の増員、
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GIGAスクール構想によるICT教育の充実、公設

塾の継続など、村で教育を受けたいと思える

特色ある教育環境づくりをめざします。 

また、アスペン市との姉妹都市交流や短期

交換留学、平和の村宣言に基づく平和教育も

引き続き取り進めてまいります。 

Ⅲ、主な施策。第１、持続可能な地域づく

り。１、未来を拓く村政。(1)地方自治・地方

創生の推進。地方自治・地方創生を推進して

いくためには、財源を継続的かつ安定的に確

保することが重要です。宿泊税や企業版ふる

さと納税など自主財源確保に向けた準備を進

め、魅力ある村づくりにつなげてまいります。 

また、マイナンバーカードなど国が進める

デジタル化については、村が保有するシステ

ムや業務の現状を考慮しながら整備を進め、

住民のニーズに合ったサービスを享受できる

環境づくりに努めてまいります。 

(2)新型コロナウイルス対策。令和２年１月

に国内で初めて新型コロナウイルス感染症が

確認されてから３年が経過しました。国では、

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位

置づけを５類感染症とすることを決定し、特

段の事情が生じない限り５月８日から移行す

ることとしております。位置づけの変更に伴

い、医療提供体制や基本的な感染対策などの

見直しが進められていることから、住民への

周知に努め、住民の安全・安心の確保に向け、

必要な対策に取り組んでまいります。 

ワクチン接種につきましては、重症者を減

らすことを第一の目的とし、令和５年度は公

費負担で実施することが検討されていること

から、接種方針に基づき接種体制を整えてま

いります。 

(3)ゼロカーボンの推進。「ゼロカーボンシ

ティ占冠宣言」を実効性のあるものとするた

め、ゼロカーボンに向けた庁内プロジェクト

チームでの検討や住民への普及啓発、意識醸

成に努めてまいります。 

また、北海道大学大学院環境科学院との連

携協定に基づき開催したふるさと教育推進授

業を継続し、SDGｓなど環境教育を進めてまい

ります。 

(4)国際交流事業。本年１月にアスペン市を

訪問し、姉妹都市提携30周年記念事業への招

待状を手交してまいりました。その際、アス

ペン市姉妹都市委員会から要請を受け、双方

代表団を派遣することが確認されました。 

10月に本村において記念事業を開催し、姉

妹都市提携30周年をお祝いするとともに、来

年１月には代表団を派遣し、姉妹都市交流の

更なる発展につなげてまいります。 

２、経済循環が図られる基幹産業の振興。

(1)農業。①酪農・畜産。広域串内牧場内の哺

育・育成センターの本格的な運用により、酪

農家の経営安定化や労働力の軽減が期待され

ますが、飼料価格及び化学肥料の高騰により、

営農経費の増加が続いています。引き続き輸

入飼料の依存度を軽減し、自給飼料の生産基

盤強化を図るため、道営草地畜産基盤整備事

業による草地更新及び造成により、安定した

畜産物の生産を支援します。 

また、エゾシカ・ヒグマによる鳥獣被害を

受けた飼料作物・畑作物を対象に侵入防止柵

の設置を補助事業により実施します。今後も

鳥獣捕獲に猟友会の協力を得て、酪農畜産農

家の経営安定化を図るため事業を継続してま

いります。 

②畑作振興。水田活用の直接支払交付金の

見直しに伴う畑地化は、昨年51haを転換しま

したが、全体の約25％にとどまりました。今

年度中に残り全面積が転換されるよう、耕作

者及び土地所有者への説明を丁寧に行ってま

いります。 
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また、農業振興事業及び中山間直接支払交

付金事業により、農家の生産基盤強化や農村

の課題解決に向けた支援を継続してまいりま

す。 

農業経営研究会が実施する農作物の消費拡

大イベントを後援し、地元食材のPRや日曜朝

市、夕市での野菜販売を継続することで、食

の安全や地産地消の取組を支援してまいりま

す。 

③担い手対策。新規就農者支援として、４

月から肉用牛繁殖経営を開始する１名と園芸

作物の継続実習者１名を支援します。新規就

農希望者の受け入れ態勢や経営の安定に向け

て、新規就農者等支援対策事業を活用し、定

着支援を行います。 

農業経営基盤強化促進法の改正により、目

標地図を含めた「地域計画」の作成が求めら

れ、担い手を中心に10年後の農地利用を議論

して決めることとなりました。高齢化に伴う

離農や後継者不在の農地をどのように活用す

るかを議論し、農業委員会等で農地維持に向

けた議論を集約して、新規就農者の受入れや

集落営農体制の構築を検討してまいります。 

(2)林業。①村有林の管理・経営。村有林の

管理・経営は、「占冠村森林整備計画」に基

づき進めてまいります。 

特に、脱炭素社会を推し進めるため森林吸

収源対策の主体となる森林の適切な保全・整

備に取り組みます。 

②私有林の育成支援。森林所有者の負担軽

減を図るため、「民有林育成促進対策事業」等

の助成を引き続き実施いたします。  

また、森林資源の若返りと高性能林業機械

化の促進を目的に森林施業プランナーが施業

地を集約化する「占冠地域林業振興事業」を

実施してまいります。 

③林業事業体への支援。森林環境譲与税を

活用し、林業事業体の後継者育成と労働安全

の向上を目的とした「林業担い手対策事業」

及び「林業労働安全推進事業」を引き続き実

施してまいります。 

④林業の六次産業化。メープルシロップ及

び薪の生産・販売事業については、商品価値

を一層高める取組を進めてまいります。 

なお、今後も事業実施に際して必要な支援

を継続いたしますが、経営課題もあることか

ら、円滑な事業実施体制の確立や将来的な起

業を視野に入れた検討・協議を行ってまいり

ます。 

(3)商工・観光・労働。①商工振興。コロナ

禍による大きな社会変動のうねりの中、人流

の持ち直しが見えてきており、地域経済の回

復が期待されております。 

国・北海道などの経済対策に注視するとと

もに、村商工会と連携し、人材育成支援事業

や雇用支援事業など地域企業振興条例に基づ

く商工振興対策を進めてまいります。 

②観光振興。道の駅や湯の沢温泉などの観

光振興施設については、施設の老朽化も見ら

れることから必要な改修を行うとともに、指

定管理者をはじめ関係者と連携し、利用促進

と顧客満足度向上に努めます。 

また、村の経済において重要な役割を担っ

ているトマムリゾートとの定期協議を継続し、

リゾート振興と一体的に従業員等の移住・定

住を推進してまいります。 

占冠村の森の恵みや自然環境を活用した体

験型観光を推進するため、赤岩青巌峡や双民

館の環境整備を継続してまいります。 

③労働。労働者の生活の向上と働きやすい

職場環境づくりを支援するため、富良野広域

圏通年雇用促進協議会など関係機関と連携を

深めるとともに、労働相談員の配置や占冠村

勤労者生活資金貸付制度を継続してまいりま
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す。 

３、地域特性を生かした集落対策、移住・

定住・関係人口の拡大。(1)移住・定住。マイ

ホーム奨励事業により個人住宅の取得を促進

するほか、民間賃貸共同住宅等建設促進制度

により、民間賃貸共同住宅の建設を推進して

まいります。 

(2)しむかっぷ・村づくり寄附金。事業者の

協力による返礼品の拡大、受付の工夫などに

より新規寄附者やリピーターを獲得し寄附額

の増加につながっております。      

今後も様々な工夫を凝らし、占冠応援団の

獲得を図るとともに、企業版ふるさと納税制

度の活用も視野に入れながら地域振興につな

げてまいります。 

第２、安全で安心な暮らしを守る基盤づく

り。１、暮らしの基盤づくり。(1)道路。道路

施設は、産業・経済活動の基盤であり、通勤

や通学・買物など生活をする上でも必要不可

欠なものであります。 

安全で円滑な交通確保のため、道路の補修

や維持管理に努めるとともに、今年度は、橋

梁長寿命化修繕計画に基づき、２橋の橋梁補

修工事を実施してまいります。 

(2)村営住宅。村営住宅につきましては、長

期にわたって良好な状態で居住できるよう改

修工事や維持管理を実施し、快適性や安全性

に配慮した住宅環境に努めてまいります。 

(3)上下水道。簡易水道事業は、各施設の適

切な維持管理を行い、安定的な水道水の供給

に努めてまいります。 

下水道事業は、施設の計画的な更新、改修

を進めるため、ストックマネジメント計画の

策定に向けた準備を進めてまいります。 

また、令和６年度の公営企業会計移行に向

けて、引き続き準備を進めてまいります。 

(4)環境衛生。ごみ処理につきましては、ご

み分別の徹底と減量化の啓発、資源物及び使

用済小型家電のリサイクル体制に努め、再資

源化と有効活用を推進し、ごみの減量化を図

ってまいります。 

また、最終処分場は延命のため減容化が必

要であります。このことから、直接搬入の多

量埋立ごみは、今年度より処理手数料を徴収

してまいります。 

(5)地域交通。地域交通は、通学、通院等、

村民の身近な移動手段であることからその運

行と安全管理に努めるとともに、利便性や効

率性を検討しながら、現状に即した持続可能

な交通体系の確立を図ってまいります。 

道東道4車線化工事に伴うPR館開設に向けた

準備を進めるほか、工事に伴う地域住民の生

活に不安を与えることのないよう、関係者と

協議してまいります。 

また、JR根室線（富良野～新得間）の存廃

については、村民に不利益が生じることの無

いよう、引き続き関係者との協議を進めてま

いります。 

(6)地域協働への取組。有償ボランティア団

体「ファミリーサポートセンター・しむかっ

ぷ」は、地域の困りごとを解決し、「地域協

働」に取り組み、活力を生み出す大きな存在

です。引き続き事業に対し活動の支援と補助

を行ってまいります。 

また、住民の自主的な活動を支援する住民

活動推進事業により、協働による村づくりを

推進します。 

(7)防災対策。自主防災組織の設置支援及び

各避難所への備蓄物資の計画的な配置を進め

ます。また、今後も感染症対策に配慮した防

災訓練や、避難所の運営方法等の改善に向け

て検討を進めてまいります。 

２、地域医療の充実と住民ニーズに即した

福祉施策。(1)高齢者福祉。個別ケア会議の
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回数を増やし、高齢者等が抱える課題への対

応について地域包括支援センター機能を生か

し、占冠村社会福祉協議会やリハビリ専門職

など、関係機関と連携しながらサービスの提

供に努め、地域包括ケアシステム構築の充実

を図ってまいります。 

小規模多機能型居宅介護施設「とま～る」

については、指定管理者と協議しながら持続

可能な施設運営に努めてまいります。 

(2)地域福祉・障がい者福祉。一人ひとりが

尊重され、地域で安心して暮らせるよう行政

区や民生委員児童委員のほか、各種団体、地

域住民との連携を深め協力しながら、相談支

援をはじめ、各種福祉サービスを継続してま

いります。 

(3)保健・医療。①保健予防。住民健診や保

健師・管理栄養士による保健指導を推進し、

住民一人ひとりの健康意識の向上を図り、住

民の健康づくりに努めてまいります。 

また、各種がん検診や定期予防接種を実施

し、健康維持を図るとともに、18歳までの子

育て世帯への医療費の無償化などの医療費助

成を継続し、負担の軽減を図ってまいります。 

②母子保健。母子保健につきましては、出

産し、安心して子育てができるよう、妊産婦

健康診査費用や交通費等の助成、産後ケア事

業の実施、新生児聴覚検査費用助成、3歳児健

診における屈折検査を継続するとともに発達

に応じた各種健診を実施してまいります。 

③国民健康保険事業。国民健康保険事業に

つきましては、医療給付費の動向を見据え、

納付額に見合った歳入の確保に努めるととも

に、特定健康診査や特定保健指導の実施によ

り生活習慣病の重症化予防と改善を図り、医

療費の抑制に努め、健全で安定的な国保運営

に努めてまいります。 

④村立診療所。村立診療所及び歯科診療所

については、村民が安心して暮らし続けられ

るよう、引き続き地域医療提供体制の確保に

努めてまいります。 

第３、未来を託す子どもの環境づくり。１、

子育て支援の拡充と１歳児保育の実現。子育

て支援に係る施策については、「１歳児保育事

業」を新たに実施するとともに、保育料につ

いても１歳児まで無償の範囲を拡大し、保護

者の負担軽減を図り、安全で安心な保育環境

の構築に努めてまいります。「子育て応援事

業」も継続し、子育て世帯が社会活動に参加

しやすい環境づくりを進めてまいります。 

また、子育て世代包括支援センターにおい

て、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出

産・子育てできるように「伴走型相談支援」

及び「経済的支援」を継続してまいります。 

２、学習環境の整備。児童生徒の学びの保

障の観点等に留意し、きめ細かな指導と多様

化・複雑化する課題に適切に対応するため、

特別支援教育支援員や学習支援員等の配置を

支援するとともに、各学校の保健室に冷房設

備を設置し学習環境の改善を図ってまいりま

す。 

３、特色ある教育。本村の特色ある教育と

して推進していますアスペン市との短期交換

留学、平和体験学習は、コロナ禍の制限の下

ではありますが、受入・派遣事業等を実施い

たしました。 

今年度においても、国際理解教育と国際平

和を希求する心を育む教育を推進するため、

その活動の支援を継続してまいります。 

Ⅳ、行財政の概要。第１、行財政の運営。

今年度も、「歳入に見合った歳出」を基本と

しながら予算編成を進めてまいりました。し

かし、村内施設の老朽化への対応など多額の

資金を要する必要性・緊急性の高い事業も多

く、財源不足については基金等の取り崩しに
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より対応してきており、基金の減少も課題と

なっています。 

今年度においても、住民生活に不可欠な事

業や必要性、緊急性の高い事業については優

先的に実施するとともに、各種補助金や有利

な起債の活用を更に検討し、財源確保を基本

としながら進めてまいります。 

また、限られた職員数で必要な行政サービ

スを維持継続していくためには、職員一人ひ

とりの能力向上が必要不可欠であることから、

積極的な人材育成にも努めてまいります。 

第２、令和５年度の一般会計、特別会計の

概要。令和５年度占冠村一般会計及び各特別

会計予算案の概要を申し上げます。 

提案いたします予算規模は、 一般会計26億

5900万円。国民健康保険事業特別会計１億

4660万円。村立診療所特別会計8380万円。簡

易水道事業特別会計１億1080万円。公共下水

道事業特別会計１億1260万円。介護保険特別

会計１億3100万円。後期高齢者医療特別会計

2010万円。歯科診療所事業特別会計2270万円。

８会計合わせて32億8660万円です。 

前年度と比較しますと、一般会計4000万円、

1.53％の増。特別会計2710万円、4.51％の増

であり、全体で6710万円、前年比2.08％の増

額となっております。 

本年度の予算編成の考え方としては、「骨太

の方針」と国の地方財政計画を参考としなが

ら、地方交付税の若干の増額と、道路メンテ

ナンス事業による国庫補助金の増額等に鑑み、

一般会計は前年比1.53％の増額で計上してお

ります。 

歳出においては、道の駅屋根防水工事など、

必要かつ緊急性の高い事業を選択し、引き続

き新規普通建設事業等の抑制に留意しながら、

財政調整基金及び特定目的基金の繰入金によ

り財源不足に対する補完を行っております。

歳入の村税は、昨年度の実績等を考慮し、前

年比3.39％の増額を予定しております。地方

交付税は、普通交付税が5.36％の増額、特別

交付税は前年同額で計上しております。繰入

金は、財政調整基金１億926万７千円、特定目

的基金２億6100万１千円の繰入れで5.01％の

減額計上としております。 

村債は、国の地方財政計画に基づく臨時財

政対策債の減少などから、前年比20.24％の減

額となっています。  

歳出を性質別にみますと、それぞれ人件費

0.31％、物件費6.91％、維持補修費21.91％、

扶助費13.55％、補助費等1.22％、公債費

4.44％、繰出金7.83％の増額となっておりま

す。 

令和５年度末見込みの基金残高は、財政調

整基金１億547万９千円、特定目的基金は、１

億8032万５千円を見込み、引き続き基金への

積立を図り、自主財源の確保に努めてまいり

ます。特別会計については、国民健康保険事

業特別会計 5.70％、村立診療所特別会計

3.33％、簡易水道事業特別会計1.00％、公共

下水道事業特別会計8.17％、介護保険特別会

計3.80％、後期高齢者医療特別会計7.49％、

歯科診療所事業特別会計3.18％の増額となっ

ています。 

特別会計においても、所要の経費の削減を

図りながら、基金への積立を行い、健全な事

業運営を進めてまいります。 

Ⅴ、むすびに。以上、令和５年度の村政執

行にあたりまして、基本方針並びに主な施策

について申し上げました。 

新型コロナウイルス感染症も新たなステー

ジに入り、次の時代へと進む大事な１年とな

りますが、様々な課題を乗り越え住民生活を

取り戻し、持続可能な地域づくりの第一歩と

なることを願い努力してまいります。 
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私自身は、住民の皆様にお約束したことを

着実に前へ進め、地域を発展させることをめ

ざし、新たな達成目標に向かって、今後も村

づくりを進め、議会、村民の皆様とともに情

報を共有し、行政運営を行ってまいります。 

むすびに、すべての村民が報われる社会を

めざし、「生まれて良かった」「育ってよかっ

た」「暮らしてよかった」そして住み続けたい

と思える村づくりのため、これからも努力し

てまいります。 

村議会議員の皆様並びに村民の皆様の、一

層のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げ村政執行方針といたします。 

令和５年３月７日。占冠村長、田中正治。 

 

◎日程第１ 教育行政執行方針 

○議長（児玉眞澄君） 続いて教育長から令

和５年度教育行政執行方針について説明を求

めます。教育長。 

○教育長（多田淳史君） 令和５年度の教育

行政執行方針について申し上げます。 

Ⅰ、はじめに。新型コロナウイルス感染症

が長期化し、社会のあり方そのものが過去の

時代との連続性に乏しく、従来の知識や経験

だけでは、答えをみつけることが難しい現在

にあって、政府は、新型コロナウイルス感染

症を「５類」に移行する方針を決定しまし

た。 

この３年間、学校教育では、この予測困難

な状況の中で、学習指導要領にある「目の前

の事象から解決すべき課題を見出し、主体的

に考え、多様な立場の者が協働的に議論し、

納得解を生み出す資質・能力の育成」に努め

てきました。 

社会教育においても、直接に村民が集い、

互いに学びあって地域活性化に寄与してきた

活動が制限される中で、数少ない活動への積

極的な参加を促し、村民の心と体の健康不安

の解消に努めてきました。 

５類への移行により、本村の教育環境が劇

的に変化することは、難しいですが、村長部

局や関係機関との連携を深めながら、子ども

も大人も学びを通じて輝くことができる生涯

学習の教育環境を充実させるため、所管する

施策を着実に執行してまいります。 

Ⅱ、学校教育の充実。児童生徒が生きてい

くうえで必要な資質・能力を確実に身に付け

るため、子どもたち一人一人の学びの課程を

重視しながら、ICTを効果的に活用した学習指

導を通じて、主体的・対話的で深い学びを実

践し、さらには、地域の一員としての自覚を

高めるふるさと教育を推進してまいります。 

(1)学力向上の推進。児童生徒が確かな学力

を身に付け、一人一人の学びを充実させるた

め、学校においては、教員の専門性と実践的

指導力を高め、児童生徒が主体となり学びあ

う授業を構築できるように、授業改善のため

の各種研修会、研究会等への積極的な参加を

促しながら、教員の資質・能力の向上に努め

ます。 

また、全国学力・学習状況調査の結果の把

握と分析を進め、指導方法・授業の工夫・改

善に努めます。 

家庭においては、家庭学習の習慣化、定着

化に向けて、タブレット端末やデジタル教材

を積極的に活用するとともに、公設塾ステッ

プアップサポートゼミによる放課後学習支援

を継続し、学習習慣の定着化を図りながら、

学校・家庭・地域が一体となった、学力向上

の取り組みを進めてまいります。 

 (2)豊かな心と健やかな体を育む教育の推進。

ふるさとへの愛着と誇りを育み、将来の担い

手としての力や地域への貢献意欲の育成を図

るため、地域の自然、文化財、産業や人材な
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どの教育資源を積極的に活用した、ふるさと

教育を推進してまいります。 

また、子どもたちが健やかに生きていくた

めに全国体力・運動能力等調査結果の分析と

実態把握に基づいた体力向上活動支援、保護

者や学校保健委員会と連携した基本的な生活

習慣の定着と食育の充実など健康教育を推進

してまいります。 

部活動の地域移行に関しましては、生徒の

望ましい成長のために、地域の持続可能で多

様な環境の一体的な整備により、地域事情に

応じた活動の最適化を図り、体験格差を解消

するため、北海道の推進計画などに基づき、

村内各団体、近隣自治体と連携を図りながら、

本村の抱える課題や地域の実情、意向等を踏

まえた検討をしてまいります。 

(3)情報活用能力の育成と国際理解教育の推

進。GIGAスクール構想による通信環境・生徒

一人１台端末の整備が完了し、これらの設備

を最大限に活用した、授業・家庭学習を実施

しているところですが、学習者用デジタル教

科書の導入などにより、ICT活用能力の育成や

教育の質の向上に取り組んでまいります。 

国際理解教育については、今年度実施され

る、アスペン市との姉妹都市提携記念行事を

機にその認識を高めるとともに、小・中学校

の英語連携において中学校英語教諭と外国語

指導助手の協力体制を構築しながら、小・中

学校における外国語活動及び外国語科の指導

の充実を図り、国際理解教育を推進してまい

ります。 

(4)義務教育学校・小中一貫校の充実。義務

教育学校「トマム学校」は、義務教育９年間

の学びの連続性・系統性に基づいた学校運営

を実施しながら、家庭、地域との信頼関係を

深め、地域資源を活用したより深い教育に取

り組んでまいります。 

小中一貫校として取り組みを進めている占

冠中央小学校と占冠中学校は、専門的な指導

による教科の連続性と、質の高い授業を行う

ための相互乗り入れによる小中連携を継続し、

教員相互の共通理解を一層深めるため、その

取り組みを支援してまいります。 

また、地域住民の皆さんの理解と協力を得

る ため、小中合同行事等を実施しながら小

中一貫教育に対する理解を深めてまいります。 

(5)特別支援教育の充実。本村が独自の支援

体制として配置している、特別支援教育支援

員の適切な配置により、引続き一人一人の教

育的ニーズに応じた指導・支援を行うととも

に、医療・福祉等の関係機関との連携により、

就学前からの継続的な教育支援に努めてまい

ります。 

(6)教育環境の整備と充実。教職員が健康で

働きがいをもって職務に精励し、教育活動に

専念するため学校における働き方改革を推進

します。 

また、教職員の在校時間の客観的な計測・

記録により時間外在校時間の適切な把握・分

析を行い、住民への公表を行います。 

学校施設における環境整備では、引き続き

計画的な改修整備を実施しながら、新たに保

健室へのエアコンの設置を計画し、学校施設

の環境改善に取り組んでまいります。 

Ⅲ、社会教育の充実。村民一人一人が自発

的で主体的な担い手となり、地域づくりに参

画できる環境を整えるため、占冠村第８次社

会教育中期計画の基本目標に基づき、各世代

の村民が充実した社会教育に取り組んでまい

ります。 

また、今年度は、清流大学の開校30周年の

年でもありますので、記念行事の開催に向け

て関係者が力を合わせて、取り組んでまいり

ます。 
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(1)家庭教育の充実。すべての教育の出発点

となる、家庭教育を充実させるため、学校支

援地域本部、子ども会などの関係機関と連

携・協力をしながら地域全体で親と子の育ち

を支援してまいります。 

また、放課後事業として実施している、「放

課後キッズスペース」「放課後見守り事業」

「ステップアップサポートゼミ」は、引き続

き運営を継続し、学びの機会と子育て支援の

充実に努めてまいります。 

(2)生涯学習活動の充実。将来のむらづくり

を担う子どもたち、村民の皆さんが心豊かに

学び続けることができるよう、多様な学習機

会の充実、人材育成等、関係機関と連携し取

り組んでまいります。 

また、開校30年を迎える清流大学は、高齢

者が持つ知識や技能、経験を地域づくりに還

元するため、歴史・文化等の継承の取組を引

き続き進めるとともに、記念行事の開催に向

けて取り組んでまいります。 

(3)生涯にわたるスポーツ活動の充実。村民

が生涯を通してスポーツに親しみ、明るく活

気のある社会の形成と豊かな生活を送るため、

本年度においても、村民スポーツレクリエー

ション大会、村民スキー大会等を実施し、村

内学校施設を活用した学校開放事業等スポー

ツ活動の場の提供や体育協会など関係団体へ

の活動助成、アスリート補助金等地域のスポ

ーツ活動への支援と機会の創出に取り組んで

まいります。 

(4)芸術文化活動の振興と文化財保護の推進。

文化芸術を通じて多様な価値観を共有しなが

ら、村民一人一人が心豊かな生活を送るため、

文化団体等への支援や地域で文化芸術に親し

むことができる機会の創出など豊かな感性や

創造性を育む取り組みを継続して推進してま

いります。 

また、昨年度から新たに取り組んでいる郷

土資料の保護・活用については、郷土の自然

や歴史、文化への理解や関心、愛着を深めて

もらうため、継続して取り進めてまいります。 

(5)社会教育施設の充実。社会教育施設は、

身近な社会教育の拠点として、多くの村民が

集い、学び、交流する場として活用されなけ

ればなりません。 

図書室を有し、公民館として利用されてい

るコミュニティプラザが日常的に村民に自由

に開放され、より親しみをもって利用できる

空間づくりに取り組んでまいります。 

また、各地区にある公民館分館の活用実態

を把握、整理し、効率的で有効な活用に努め

ます。 

Ⅳ、おわりに。以上、令和５年度の教育行

政の執行に関する主要な方針について申し上

げました。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の５

類への移行により、新たなステージへと進ん

でまいります。 

占冠村教育委員会といたしましては、学校

教育・社会教育それぞれが協働体制を強め、

子どもも大人も学びを通じて輝くことができ

る教育環境を充実させるため、所管する施策

を着実に執行してまいります。 

村民の皆さんの積極的な参画と議会議員並

びに教育関係機関、団体の一層のご理解とご

協力を心からお願い申し上げ、教育行政執行

方針とさせていただきます。 

令和５年３月７日。占冠村教育委員会。 
○議長（児玉眞澄君） 以上をもって執行方

針の説明を終わります。ここで、11時10分ま

で休憩します。 

休憩 午前11時00分 

再開 午前11時10分 
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◎日程第２ 議案第１号から日程第25 議案

第24号 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

日程第２、議案第１号、指定管理者を指定

することについての件から、日程第25、議案

第24号、占冠村子ども・子育て会議条例の一

部を改正する条例を制定することについてま

での件、24件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。議案第１号、

議案第５号、議案第18号から議案第22号につ

いて、企画商工課長、平岡卓君。 

○企画商工課長（平岡 卓君） それでは議

案書１ページをお願いいたします。議案第１

号、指定管理者を指定することについてご説

明申し上げます。 

 本件は、占冠村公の施設の指定管理者を指

定するため、地方自治法第244条の２第６項の

規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 施設の名称、道の駅自然体感しむかっぷ。 

 指定管理者となる団体の名称、NPO法人占

冠・村づくり観光協会。 

 指定の期間は令和５年４月１日から令和８

年３月31日まででございます。 

 続きまして、議案書17ページをお願いしま

す。議案第５号、占冠村ふるさと納税・地方

創生基金条例を制定することについてご説明

申し上げます。 

 本件は、これから取り組もうとしている企

業版ふるさと納税の受け皿として基金を創設

することで、企業版ふるさと納税の有効活用

と円滑な制度運営を図ろうとするものでござ

います。 

以下、条を追ってご説明申し上げます。 

 第１条は基金設置の目的について。第２条

は基金の積立額。第３条は基金の管理。第４

条は運用基金の処理。第５条は基金の処分。

18ページに進みまして、第６条は繰替運用。

第７条は委任に関する規定でございます。 

 この条例は公布の日から施行しようとする

ものでございます。 

 続きまして、67ページをお願いいたします。 

議案第18号、占冠村地域企業振興条例の一

部を改正する条例を制定することについてご

説明申し上げます。 

 本件は、村内既存企業の支援を行う本条例

の失効日を令和５年３月31日から３年間延長

し、その期限を令和８年３月31日とするもの

でございます。 

 この条例は公布の日から施行しようとする

ものでございます。 

 続きまして、議案書69ページをお願いいた

します。 

議案第19号、道の駅自然体感しむかっぷの

設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについてご説明申し上げ

ます。 

 本件は、本条例の文言の整理及び統一を図

るもので、本条例内の文言を改めるものでご

ざいます。 

 この条例は、令和５年４月１日から施行し

ようとするものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、71ページを

お願いいたします。 

続きまして、議案第20号、占冠村物産館設

置条例の一部を改正する条例を制定すること

についてご説明申し上げます。 

 本件は物産館の活用を促進すべく、設置目

的及び事業に「地域経済の発展に資する」を

追加するものです。 

 公布の日から施行しようとするものでござ

います。 

 続きまして、議案書73ページをお願いいた
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します。 

議案第21号、占冠村定住促進条例の一部を

改正する条例を制定することについてご説明

申し上げます。 

 本件は、本村における定住を促進する本条

例の失効日を令和５年３月31日から３年間延

長し、その期限を令和８年３月31日とするも

のでございます。 

 この条例は令和５年４月１日から施行しよ

うとするものでございます。 

 続いて議案書75ページになります。 

議案第22号、占冠村むらびと条例の一部を

改正する条例を制定することについてご説明

申し上げます。 

 本件は、デジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行により、

個人情報の保護に関する法律の一部改正が令

和５年４月１日から施行されることに伴い、

占冠村むらびと条例について個人情報の適切

な取り扱いを法の定めるところの運用に一部

改正するものでございます。 

 この条例は令和５年４月１日から施行しよ

うとするものです。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第２号から議案

第４号、議案第６号から議案第17号について、

総務課長、三浦康幸君。 

○総務課長（三浦康幸君） それでは議案書

の３ページをお願いいたします。 

占冠村個人情報の保護に関する法律施行条

例を制定することについてご説明申し上げま

す。 

 本件は、個人情報の保護に関する法律の改

正に伴い、必要な条例の整備を行うものでご

ざいます。 

 内容といたしましては、既存の個人情報保

護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法

人個人情報保護法及び全国の地方公共団体の

個人情報保護条例を新法に一本化し、全国共

通ルールの下で適正な個人情報の保護及び活

用を図ろうとするものでございます。 

本条例は令和５年４月１日から施行しよう

とするものでございます。 

続きまして、議案書７ページをお願いいた

します。 

議案第３号、占冠村情報公開・個人情報保

護審査会条例を制定することについてご説明

申し上げます。 

本件は、個人情報の保護に関する法律の改

正に伴い、本村において必要な条例の整備を

行うものでございます。 

内容といたしましては、情報公開制度にお

ける不服申立てや、個人情報保護制度におけ

る審査請求等について調査審議する占冠村情

報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織

並びに調査審議の手続等について定めるもの

でございます。 

 続きまして、議案書15ページをお願いいた

します。 

議案第４号、占冠村職員の高齢者部分休業

に関する条例を制定することについてご説明

申し上げます。 

 本件は、定年延長に係る地方公務員法の改

正に伴い、高齢期職員の多様な働き方のニー

ズに応えるために必要な体制整備を行うもの

でございます。 

 内容は、任命権者が、高年齢として条例で

定める年齢に達した職員が申請した場合にお

いて、公務の運営に支障がないと認めるとき

は、条例で定めるところにより、定年退職日

までの期間について、当該職員が勤務時間の

一部につき勤務しないことを承認できるよう

にしようとするものでございます。 
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 続きまして、議案書19ページをお願いいた

します。 

議案第６号、占冠村情報公開条例の一部を

改正する条例を制定することについてご説明

申し上げます。 

 本件は、個人情報の保護に関する法律の改

正に伴い、占冠村情報公開条例において必要

な改正を行うものでございます。 

 内容といたしましては、同法の改正により、

地方公共団体が独自に定めていた公文書等の

非開示事由を、法に基づく内容に統一するも

のでございます。 

 続きまして、23ページをお願いいたします。 

議案第７号、占冠村過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定

資産税の免除に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについてご説明申し上げ

ます。 

 本件は、条例の根拠法令である租税特別措

置法等の一部改正に伴い、引用条項に改正が

あったことから、条文整備のためその一部を

改正するものでございます。 

 内容といたしましては、法改正にあわせ、

引用条文を適切なものに改めるものでござい

ます。 

 続きまして、25ページをお願いいたします。 

議案第８号、職員の定年等に関する条例の

一部を改正する条例を制定することについて

ご説明申し上げます。 

 本件は、国家公務員法等改正法により、国

家公務員の定年が段階的に引き上げられ、65

歳とされることに伴い、職員の定年について

必要な条例の改廃を行うものでございます。 

 内容といたしましては、段階的な定年の引

き上げ、役職定年制の導入、管理監督職への

任用の制限、定年前再任用短時間勤務職員制

度の導入等につき必要な定めをするとともに、

定年延長により現行の再任用制度が廃止され

ることに伴い、占冠村職員の再任用に関する

条例を廃止しようとするものでございます。 

 続きまして、議案書39ページをお願いいた

します。 

議案第９号、占冠村職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて申し上げます。 

 本件は、地方公務員法の改正に伴い、必要

な文言の修正等を行うものでございます。 

 内容といたしましては、地方公務員法の改

正により、従来の再任用短時間勤務職員が定

年前再任用短時間勤務職員に名称変更される

こと等に伴う文言修正及び60歳に達した日後

における最初の４月１日以後の給料の取り扱

い等について定めるものでございます。 

 続きまして、議案書51ページをお願いいた

します。 

議案第10号、職員の分限についての手続及

び効果に関する条例の一部を改正する条例を

制定することについてご説明を申し上げます。 

 本件は、地方公務員法の改正に伴い、必要

な文言の修正等を行うものでございます。 

 内容といたしましては、職員の定年の延長

に伴う降給の定めに関する規定等を追加する

ものでございます。 

 続きまして、議案書53ページをお願いいた

します。 

議案第11号、学校職員の分限についての手

続及び効果に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについてご説明申し上げま

す。 

 本件も、地方公務員法の改正に伴い、必要

な文言の修正等を行うものでございます。 

 内容も、学校職員の定年の延長に伴う降給

の定めに関する規定等を追加するものでござ

います。 
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 議案書55ページをお願いいたします。 

議案第12号、占冠村職員の勤務時間及び休

暇等に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについてご説明申し上げます。 

 本件は、地方公務員法の改正に伴い、必要

な文言の修正等を行うものでございます。 

 内容といたしましては、再任用短時間勤務

職員の名称を定年前再任用短時間勤務職員へ

変更するとともに、暫定再任用職員のうち短

時間勤務の職を占めるものは、改正後の同条

例の定年前再任用再任用短時間勤務職員とみ

なす旨定めるものでございます。 

 続きまして、議案書57ページをお願いいた

します。 

議案第13号、占冠村人事行政の運営等の状

況の公表に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについてご説明申し上げます。 

 本件は、地方公務員法の改正に伴い、必要

な文言の修正等を行うものでございます。 

 内容といたしましては、地方公務員法第58

条の２及び同条例第３条の規定により公表す

べき対象職員の範囲から除くべきものとされ

ていた再任用短時間勤務職員が、定年前再任

用短時間勤務職員に名称変更されることに伴

い、引用条文を修正するものでございます。 

 続きまして、議案書59ページをお願いいた

します。 

議案第14号、職員の懲戒の手続及び効果に

関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについてご説明を申し上げます。 

 本件は、地方公務員法の改正に伴い、必要

な文言の修正等を行うものでございます。 

 内容といたしましては、国の条例等の参考

例に基づき文言を修正すると共に、減給時の

減給の範囲を明示するものでございます。 

 続きまして、議案書61ページをお願いいた

します。 

議案第15号、学校職員の懲戒の手続及び効

果に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについてご説明申し上げます。 

 本件は、地方公務員法の改正に伴い、必要

な文言の修正等を行うものでございます。 

 内容といたしましては、国の条例等の参考

例に基づき文言を修正すると共に、減給時の

減給の範囲を明示しようとするものでござい

ます。 

 続きまして、議案書63ページをお願いいた

します。 

議案第16号、占冠村職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについてご説明申し上げます。 

 本件は、地方公務員法の改正に伴い、必要

な文言の修正等を行うものでございます。 

内容といたしましては、地方公務員法の改

正により、従来の再任用短時間勤務職員が定

年前再任用短時間勤務職員に名称変更される

ことに伴う文言修正等を行うものでございま

す。 

 議案書65ページをお願いいたします。 

議案第17号、占冠村職員等の旅費に関する

条例の一部を改正する条例を制定することに

ついてご説明を申し上げます。 

 本件は、現行の本村の赴任旅費が現状の住

居移転費用に適合しなくなっているため、そ

の是正を図ろうとするものでございます。  

 内容といたしましては、赴任旅費について

近隣市町村との均衡を図られるよう金額を改

正しようとするものでございます。 

 この条例は公布の日から施行しようとする

ものでございます。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第23号について、

住民課長、伊藤俊幸君。 
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○住民課長（伊藤俊幸君） 議案書77ページ

をお願いいたします。 

議案第23号、占冠村国民健康保険条例の一

部を改正する条例を制定することについての

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件は、占冠村国民健康保険条例第６条第

１項に規定しております、出産育児一時金の

額について40万８千円を48万８千円に改める

ため、条例の一部を改正するものでございま

す。 

 施行期日は令和５年４月１日から施行する

ものとし、この改正条例の施行日前に出産し

た場合の出産育児一時金の額は、なお従前の

例によります。 

 以上、ご提案申し上げますので、ご審議く

ださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第24号について、

福祉子育て支援課長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 議案

書79ページをお願いします。 

議案第24号、占冠村子ども・子育て会議条

例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件は、子ども・子育て支援法の一部改正

により、所要の改正を行うものであります。 

 内容につきましては、子ども家庭庁設置法

の施行に伴い、児童福祉法、子ども・子育て

支援法、その他の関係法律について所要の規

定の整備を行うもので、本条例第１条中第77

条を第72条に改めるものでございます。 

 施行期日は令和５年４月１日から施行する

ものでございます。 

 以上、ご提案申し上げますのでご審議くだ

さいますようお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。 

 

◎日程第26 議案第32号から日程第33 議案

第39号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第26、議案第32

号、令和５年度占冠村一般会計予算の件から

日程第33、議案第39号、令和５年度占冠村歯

科診療所事業特別会計予算までの件、８件を

一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 議案第32号について、総務課長、三浦康幸

君。 

○総務課長（三浦康幸君） 令和５年度占冠

村一般会計及び占冠村各特別会計予算書でご

説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

議案第32号、令和５年度占冠村一般会計予

算についてご説明申し上げます。令和５年度

の占冠村一般会計予算は、歳入歳出の総額を

それぞれ26億5900万円にしようとするものと、

地方自治法第230条第１項の規定による地方債

の設定９件及び地方自治法第235条の３第２項

の規定による一時借入金の借入の最高額を８

億円と定めようとするものでございます。 

以下、事項別明細書で歳入からご説明申し

上げます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 １款、村税、１項、村民税は１億424万１千

円。 

 ２項、固定資産税３億4939万３千円。 

 ３項、軽自動車税313万２千円。 

 ４項、村たばこ税509万４千円。  

 ２款、地方譲与税、１項、地方揮発油譲与

税700万円。 

 ２項、自動車重量譲与税2000万円。 

 ３項、森林環境譲与税600万円。 

 ３款、利子割交付金において、１項、利子

割交付金は20万円でございます。 

 ４款、配当割交付金、１項、配当割交付金
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は30万円の計上。 

 ５款、株式等譲渡所得割交付金、１項、株

式等譲渡所得割交付金は20万円の計上でござ

います。 

 ６款、法人事業税交付金、１項、法人事業

税交付金は500万円。 

 ７款、地方消費税交付金、１項、地方消費

税交付金は2700万円。 

 ８款、環境性能割交付金、１項、環境性能

割交付金は250万円。 

 ９款、地方特例交付金、１項、地方特例交

付金は25万円。 

 10款、１項、地方交付税は12億8000万円。 

 ３ページをお願いいたします。 

 11款、１項、交通安全対策特別交付金は１

千円。 

 12款、分担金及び負担金において、１項、

負担金は２万７千円。 

 ２項、分担金は700万円。 

 13款、使用料及び手数料において、１項、

使用料は4681万２千円。 

 ２項、手数料は361万１千円。 

 14款、国庫支出金、１項、国庫負担金は

4026万９千円。 

 ２項、国庫補助金は3347万１千円。 

 ３項、委託金は163万１千円。 

 15款、道支出金において、１項、道負担金

は2532万８千円。 

 ２項、道補助金は2826万９千円。 

 ３項、委託金は589万円。 

 16款、財産収入において、１項、財産運用

収入は3008万２千円。 

 ２項、財産売払収入は235万５千円。 

 17款、１項、寄附金は1500万１千円の計上

でございます。 

 18款、１項、繰入金は３億7026万８千円。 

 19款、１項、繰越金は2000万円。 

 ４ページをお願いいたします。 

 20款、諸収入において、１項、延滞金、加

算金及び過料は１万円。 

 ２項、村預金利子は１千円。 

 ３項、貸付金元利収入は6066万８千円。 

 ４項、受託事業収入は765万７千円。 

 ５項、雑入は1873万９千円。 

 21款、１項、村債は１億3160万円の計上で

ございます。 

 歳入の合計は26億5900万円となっておりま

す。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げ

ます。 

 予算書５ページをお願いいたします。 

 １款、１項、議会費2846万８千円。 

 ２款、総務費において、１項、総務管理費

は４億9673万円。 

 ２項、徴税費は1585万４千円。 

 ３項、戸籍住民基本台帳費は2261万５千円。  

 ４項、選挙費は1175万３千円。 

 ５項、統計調査費は14万３千円。 

 ６項、監査委員費は100万３千円の計上でご

ざいます。 

 ３款、民生費において、１項、社会福祉費

は１億9723万２千円。 

 ２項、児童福祉費は7560万２千円。 

 ４款、衛生費において、１項、保健衛生費

は１億9178万８千円。 

 ２項、清掃費は4133万３千円。 

 ５款、労働費、１項、労働諸費は1295万１

千円。  

 ６款、農林業費において、１項、農業費は

8277万円。 

 ２項、林業費は9178万１千円。 

 ７款、１項、商工費は１億4702万７千円。 

 ８款、土木費、１項、道路橋梁費は１億779

万６千円。 
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 ２項、河川費は181万４千円。 

 ３項、住宅費は6879万５千円。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ４項、都市計画費は8544万２千円。 

 10款、教育費において、１項、教育総務費

は6528万５千円。 

 ２項、小学校費は2032万円。 

 ３項、中学校費は1667万８千円。 

 ４項、社会教育費は2341万１千円。 

 ５項、保健体育費は1511万５千円。 

 12款、１項、公債費は３億2129万６千円。 

 14款、１項、職員費は５億1299万８千円。 

 15款、１項、予備費は300万円。 

 歳入合計は26億5900万円の計上でございま

す。 

 続きまして、95ページから105ページまでは、

給与費の明細書となっております。 

 その次の106ページから107ページにかけて

は、債務負担行為に関する調書。 

 108ページから109ページにかけては、地方

債に関する調書をそれぞれ掲載しております。 

 予算書７ページにお戻りください。地方債

につきましては第２表のとおり９件。総額で

１億3160万円。起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還方法につきましては第２

表地方債に記載のとおりでございます。 

 以上、一般会計予算についてご説明申し上

げました。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第33号、議案第

34号、議案第38号及び議案第39号については、

住民課長、伊藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） 予算書、国保１

ページをお願いいたします。 

 議案第33号、令和５年度占冠村国民健康保

険事業特別会計予算についてご説明申し上げ

ます。 

この度ご提案いたします令和５年度占冠村

国民健康保険事業特別会計予算は、歳入歳出

予算の総額を１億4660万円と定めようとする

ものと、地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入最高額を2000万円に、

また地方自治法第220条第２項ただし書きの規

定による歳出予算の流用ができる場合につい

て定めようとするものでございます。 

前年度当初予算と比較しますと790万円の増

額計上でございます。 

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は第１表歳入歳出予算によります。 

 次に事項別明細書により議決対象項目款項

の説明を申し上げます。 

 国保７ページをお開き願います。 

 歳入からご説明申し上げます。 

 １款、１項、国民健康保険税は、１目、一

般被保険者国民健康保険税、本年度予算額

2841万７千円の計上で、前年度比較115万６千

円の増です。 

 ２款、１項、手数料は、１目、督促手数料

で前年度同額１万円の計上です。 

 ４款、１項、道補助金は、１目、保険給付

費等交付金、本年度予算額8979万５千円の計

上で、前年度比較115万６千円の減額です。 

 国保８ページ。５款、１項、繰入金は、１

目、一般会計繰入金、２目、国保財政調整基

金繰入金の計で、本年度予算額2790万円の計

上で、前年度比較780万円の増額です。 

 ６款、１項、繰越金は、本年度予算額30万

円の計上で、前年度比較10万円の増額です。 

 ７款、２項、受託事業収入は、１目、特定

健康診査等受託料、前年度同額17万８千円の

計上です。 

 次に歳出についてご説明いたします。 

 国保９ページをお願いいたします。 

 １款、１項、総務管理費は、１目、一般管
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理費、２目、連合会負担金の計で、本年度予

算額1930万５千円の計上で、前年度比較124万

２千円の減です。 

 国保10ページ。１款、２項、徴税費は、１

目、賦課徴収費、本年度予算額25万８千円の

計上です。 

 ３款、１項、運営協議会費は、前年度と同

額10万１千円の計上です。 

 国保11ページ。１款、４項、趣旨普及費は、

前年度と同額４万５千円の計上です。 

 ２款、１項、療養諸費は、１目、一般被保

険者療養給付費、２目、一般被保険者療養費、

３目、審査支払手数料の計で、本年度予算額

6550万円の計上で、前年度と同額です。 

 国保12ページ。２款、２項、高額療養費は、

１目、一般被保険者高額療養費、２目、一般

被保険者高額介護合算療養費の計で、本年度

予算額は前年度と同額1107万５千円の計上で

す。 

 ２款、３項、移送費、１目、一般被保険者

移送費は、前年度同額１千円の計上です。 

 国保13ページ。２款、４項、出産育児諸費

は、１目、出産育児一時金、本年度予算額100

万円の計上で、前年度比較16万円の増額です。 

 ２款、５項、葬祭諸費は、前年度同額３万

円の計上です。 

 国保14ページ。３款、１項、国民健康保険

事業費納付金は、１目、一般被保険者医療給

付費分、２目、一般被保険者後期高齢者支援

金等分、３目、介護納付金分の計で、本年度

予算額4439万４千円の計上で、前年度比較822

万５千円の増額です。 

 ４款、１項、共同事業拠出金は、前年度同

額１千円の計上です。 

 国保15ページ。５款、１項、特定健康診査

等事業費は、本年度予算額258万４千円の計上

で、81万２千円の増額です。 

 ５款、２項、保健事業費は、本年度予算額

140万６千円の計上で、前年度比較６万円の減

額です。 

 国保16ページ。６款、１項、公債費は、１

目、元金、前年度同額80万円の計上です。 

 ８款、１項、予備費は、前年度同額10万円

の計上です。 

 国保17ページから、国保27ページまでは、

職員の給与費明細です。 

 国保28ページには、地方債に関する調書で

ございます。 

 以上が令和５年度占冠村国民健康保険事業

特別会計予算でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ここで、午後１時ま

で休憩します。 

休憩 午前11時58分 

再開 午後１時00分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。議事を続けます。 

 提案理由の説明を求めます。議案第34号、

議案第38号及び議案第39号について、住民課

長、伊藤俊幸君。 

○住民課長（伊藤俊幸君） それでは予算書

診療所１をお開き願います。 

 議案第34号、令和５年度村立診療所特別会

計予算についてご説明申し上げます。 

この度ご提案いたします令和５年度村立診

療所特別会計予算は、歳入歳出予算の総額を

8380万円と定めようとするものと、地方自治

法第235条の３第２項の規定による一時借入金

の借入最高額を1000万円に、また地方自治法

第220条第２項ただし書きの規定による歳出予

算の流用ができる場合について定めるもので

ございます。 

前年度当初予算と比較しましと270万円の増

額計上でございます。 

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご
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との金額は第１表歳入歳出予算によります。 

 次に事項別明細書により議決対象項目款項

の説明を申し上げます。 

 診療所７ページをお開き願います。 

 １款、１項、外来収入は、１目、占冠診療

所診療報酬収入、２目、トマム診療所診療報

酬収入の計で、本年度予算額2534万６千円の

計上で、前年度比較72万２千円の増額です。 

 １款、２項、その他の診療収入は、１目、

占冠診療所諸検査収入、２目、トマム診療所

諸検査収入の計で、本年度予算額347万４千円

の計上で、前年度比較42万２千円の減額です。 

 ２款、１項、手数料は、１目、占冠診療所

手数料、２目、トマム診療所手数料の計で、

前年度と同額７万円の計上です。 

 診療所８ページ。３款、１項、道補助金は、

１目、衛生費道補助金800万円の計上で、前年

度比較200万円の増額です。 

 ４款、１項、繰入金は、１目、一般会計繰

入金、前年度同額4580万円の計上です。 

 ５款、１項、繰越金は、今年度予算額110万

円の計上で40万円の増額です。 

 診療所９ページ。６款、１項、雑入は、前

年度と同額１万円の計上です。 

 次に歳出です。診療所10ページです。 

 １款、１項、施設管理費は、１目、一般管

理費、２目、占冠診療所管理費、３目、トマ

ム診療所管理費の計で、本年度予算額5964万

７千円の計上で、前年度比較270万１千円の増

額です。 

 診療所12ページ。２款、１項、医業費は、

１目、占冠診療所医療用機械器具費、13ペー

ジ。２目、トマム診療所医療用機械器具費、

３目、占冠診療所医療用消耗機材費、４目、

トマム診療所医療用消耗機材費、５目、占冠

診療所医療品衛生材料費、６目、トマム診療

所医療品衛生材料費の計で、本年度予算額

2395万３千円の計上で、前年度比較１千円の

減額です。 

 診療所14ページ。３款、１項、予備費は、

前年度と同額20万円の計上です。 

 診療所15ページから診療所24ページまでは

職員の給与費明細であります。 

 以上が令和５年度村立診療所特別会計予算

の内容でございます。 

 次に後期１ページをお開き願います。 

 議案第38号、令和５年度占冠村後期高齢者

医療特別会計予算についてご説明申し上げま

す。 

この度ご提案いたします令和５年度占冠村

後期高齢者医療特別会計予算は、歳入歳出予

算の総額を2010万円に定めようとするものと、

地方自治法第220条第２項ただし書きの規定に

よる歳出予算の流用ができる場合について定

めるものでございます。 

前年度当初予算と比較しますと140万円の増

額計上でございます。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は第１表歳入歳出予算によります。 

 次に事項別明細書により議決対象項目款項

の説明を申し上げます。  

 後期７ページをお開き願います。 

歳入です。１款、１項、後期高齢者医療保

険料は、１目、特別徴収保険料、２目、普通

徴収保険料の計で、本年度予算額1177万２千

円の計上で、前年度比較140万１千円の増額で

す。 

 ２款、１項、手数料は、本年度予算額１千

円の計上です。 

 ３款、１項、一般会計繰入金は、１目、事

務費繰入金、２目、保険基盤安定繰入金、３

目、その他一般会計繰入金の計で、本年度予

算額820万円の計上で、前年度と同額です。 

 ４款、１項、繰越金は、本年度予算額10万
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円の計上です。 

 後期８ページです。５款、１項、延滞金、

加算金及び過料は、本年度予算額５千円の計

上です。 

 ５款、２項、雑入は、本年度予算額２万２

千円の計上でございます。  

 続きまして歳出についてご説明申し上げま

す。 

 後期９ページをお願いいたします。 

 １款、１項、総務管理費は、１目、一般管

理費、本年度予算額190万１千円の計上で、前

年度と同額です。  

 １款、２項、徴収費は、本年度予算額２万

円の計上で、前年度比較５万６千円の減額で

す。   

 後期10ページ。２款、１項、後期高齢者医

療広域連合納付金は本年度予算額1805万９千

円の計上で、前年度比較145万６千円の増額。 

 ３款、１項、償還金及び還付加算金は、１

目、保険料還付金、２目、還付加算金の計で、

本年度予算額２万円の計上です。 

 ４款、１項、予備費は、本年度予算額10万

円の計上です。 

 以上が令和５年度占冠村後期高齢者医療特

別会計予算の内容でございます。 

 次に、歯科１ページをお開き願います。 

 議案第39号、令和５年度占冠村歯科診療所

事業特別会計予算についてご説明申し上げま

す。 

 この度ご提案いたします令和５年度占冠村

歯科診療所事業特別会計予算は、歳入歳出予

算の総額を2270万円と定めようとするものと、

地方自治法第235条の３第２項の規定による一

時借入金の借入最高額を100万円に、また、地

方自治法第220条第２項ただし書きの規定によ

る歳出予算の流用ができる場合について定め

るものでございます。 

前年度当初予算と比較しますと、70万円の

増額予算となっております。 

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は第１表歳入歳出予算によります。 

 次に事項別明細書によりご説明いたします。 

 歯科７ページをお願いいたします。 

 歳入です。１款、１項、診療収入は、１目、

国民健康保険診療報酬収入、２目、社会保険

診療報酬収入、３目、後期高齢者診療報酬収

入、４目、一部負担金収入、５目、自由診療

収入、６目、その他診療報酬収入の計で、本

年度予算額1077万３千円の計上で、前年度比

較75万８千円の増額です。 

 ２款、１項、手数料は、２目、その他手数

料、本年度予算額30万７千円の計上で、前年

度比較３万８千円の減額です。 

 ３款、１項、繰入金は、一般会計繰入金で、

本年度予算額1100万円の計上で、前年度と同

額です。 

 歯科８ページ。４款、１項、繰越金は、本

年度予算額20万円の計上で、前年度同額。 

 ５款、１項、雑入は、本年度予算額42万円

の計上で、前年度比較２万円の減額です。 

 次に歳出についてご説明申し上げます。 

 歯科９ページをお願いいたします。 

 １款、１項、施設管理費は、１目、一般管

理費、本年度予算額1738万２千円の計上で、

前年度比較13万円の増額です。 

 歯科10ページ。２款、１項、医業費、１目、

医業費は、本年度予算額501万８千円の計上で、

前年度比較57万円の増額です。 

 ３款、１項、予備費は、本年度予算額、前

年度と同額30万円の計上です。  

 以上が令和５年度占冠村歯科診療所事業特

別会計予算の内容でございます。 

 以上、ご提案申し上げますのでよろしくご

審議くださいますようお願いします。 
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○議長（児玉眞澄君） 議案第35号及び議案

第36号については、建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 簡水１ページを

お願いいたします。 

議案第35号、令和５年度占冠村簡易水道事

業特別会計予算についてご説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

億1080万円と定めるものでございます。地方

自治法第230条第１項の規定による地方債の設

定は１件でございます。また、地方自治法第

220条第２項ただし書きの規定による歳出予算

の流用ができる場合について定めております。 

 以下、事項別明細書により歳入からご説明

申し上げます。 

 簡水７ページです。１款、１項、使用料、

１目、給水使用料は、本年度予算額2239万７

千円で、前年と同額でございます。 

 １款、２項、手数料、１目、審査手数料、

２目、登録手数料は、本年度予算額２千円で、

前年と同額でございます。 

 ３款、１項、繰入金、１目、一般会計繰入

金は、本年度予算額7660万円で、前年度対比

610万円の増額でございます。 

 ４款、１項、繰越金、１目、繰越金は、本

年度予算額50万円で、前年と同額でございま

す。 

 ８ページになります。５款、１項、雑入、

１目、雑入は、本年度予算額70万１千円の計

上で、前年度対比10万円の増額でございます。 

 ６款、１項、村債、１目、公営企業会計適

用債は、本年度予算額1060万円の計上で、前

年度対比510万円の減額でございます。  

 ９ページから歳出のご説明を申し上げます。 

 １款、１項、総務管理費、１目、一般管理

費は、本年度予算額1188万８千円で、前年度

対比13万５千円の増額でございます。 

 ２款、１項、施設管理費、１目、施設維持

費は、本年度予算額4157万３千円の計上で、

前年度対比139万円の増額でございます。 

 11ページ中段になります。３款、１項、公

債費、１目、元金、２目、利子の計で、本年

度予算額4651万４千円の計上で、前年度対比

463万２千円の増額でございます。 

 ４款、１項、施設建設費、１目、新営改良

費は、本年度予算額1070万５千円で、前年度

対比570万７千円の減額でございます。 

 12ページです。５款、１項、予備費、１目、

予備費は、本年度予算額12万円の計上で、前

年比２万円の増額でございます。 

 13ページから、22ページまでが給与費明細

書を記載しております。 

 23ページは地方債の現在高の見込みに関す

る調書を記載しております。 

 お戻りいただきまして、簡水２ページから

３ページは歳入歳出予算の金額は第１表歳入

歳出予算のとおりでございます。 

 簡水４ページです。第２表地方債におきま

して、１件1060万円で起債の目的、限度額、

起債の方法、利率、償還の方法について記載

しております。 

 以上でございます。ご審議くださいますよ

うお願いします。 

 続きまして、下水道１ページになります。 

議案第36号、令和５年度占冠村公共下水道

事業特別会計予算についてご説明申し上げま

す。 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

億1260万円と定めるものでございます。地方

自治法第230条第１項の規定による地方債の設

定は３件でございます。地方自治法第220条第

２項ただし書きの規定による歳出予算の流用

ができる場合について定めております。 

 以下、事項別明細書により歳入からご説明

申し上げます。 
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 下水道７ページになります。２款、１項、

使用料、１目、下水道事業、２目、浄化槽事

業の計で、本年度予算額1482万７千円の計上

で、前年度対比43万円の増額でございます。 

 ２款、２項、手数料、１目、下水道事業、

２目、浄化槽事業の計で、本年度予算額２千

円で、前年と同額でございます。 

 ３款、１項、国庫補助金、１目、下水道事

業国庫補助金は、本年度予算額310万円でござ

います。 

 ４款、１項、繰入金、１目、下水道事業、

２目、浄化槽事業の計で、本年度予算額8040

万円の計上で、前年度対比720万円の増額でご

ざいます。 

 下水道８ページです。５款、１項、繰越金、

１目、下水道事業、２目、浄化槽事業の計で、

本年度予算額40万円の計上で、前年度対比20

万円の増額でございます。 

 ６款、１項、雑入、１目、下水道事業、２

目、浄化槽事業の計で、本年度予算額37万１

千円の計上で、前年度対比33万円の減額でご

ざいます。 

 ７款、１項、村債、１目、下水道事業、２

目、浄化槽事業、３目、公営企業会計適用債

の計で、本年度予算額1350万円の計上で、前

年度対比210万円の減額でございます。 

 続きまして９ページから歳出の説明を行い

ます。 

 １款、１項、総務管理費、１目、下水道費、

２目、浄化槽費の計で、本年度予算額895万２

千円の計上で、前年度対比47万７千円の増額

でございます。 

 ２款、１項、施設管理費、１目、下水道費、

２目、浄化槽費の計で、本年度予算額4282万

２千円の計上で、前年度対比67万１千円の増

額でございます。 

 ３款、１項、施設建設費、１目、下水道費

は、本年度予算額1995万８千円の計上で、前

年度対比725万８千円の増額でございます。 

 12ページになります。４款、１項、下水道

公債費、１目、元金、２目、利子の計で、本

年度予算額3563万３千円の計上で、前年度対

比31万１千円の減額でございます。 

 ４款、２項、浄化槽公債費、１目、元金、

２目、利子の計で、本年度予算額503万５千円

の計上で、前年度対比40万５千円の増額でご

ざいます。 

 13ページです。５款、１項、予備費、１目、

予備費は、本年度予算額20万円で、前年と同

額でございます。 

 14ページから、23ページまでが、給与費明

細書を記載しております。 

 24ページは地方債の現在高の見込みに関す

る調書を記載しております。 

 お戻りいただきまして、２ページから３ペ

ージ歳入歳出予算の金額は第１表歳入歳出予

算のとおりでございます。 

 ４ページです。第２表地方債につきまして

は、３件1350万円で起債の目的、限度額、起

債の方法、利率、償還の方法について記載し

ております。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（児玉眞澄君） 議案第37号について

は、福祉子育て支援課長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 予算

書介護１ページをお願いします。 

議案第37号、令和５年度占冠村介護保険特

別会計予算についてご説明申し上げます。 

本件は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１億3100万円と定めるものです。地方

自治法第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入の最高額は500万円と定めるものと、

地方自治法第220条第２項ただし書きの規定に
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よる歳出予算の経費の金額を流用することが

できる場合について定めてございます。、 

 以下、第１表歳入歳出予算について歳入か

らご説明申し上げます。 

 介護２ページをお願いします。 

１款、介護保険料において、１項、介護保

険料は1701万円。 

 ２款、使用料及び手数料において、１項、

手数料は１千円。 

 ３款、国庫支出金において、１項、国庫負

担金は1756万４千円。 

 ２項、国庫補助金1273万円の合計で3029万

４千円。 

 ４款、支払基金交付金において、１項、支

払基金交付金は3259万６千円。 

 ５款、道支出金において、１項、道負担金

は1402万７千円。 

 ２項、道補助金236万１千円の計で1638万８

千円。 

 ６款、財産収入において、１項、財産運用

収入は１千円。 

 ７款、繰入金において、１項、一般会計繰

入金は3190万円。 

 ２項、基金繰入金150万円の計で3340万円。 

 ８款、繰越金において、１項、繰越金は94

万３千円。 

 ９款、諸収入において、１項、延滞金及び

過料は２千円。 

 ２項、預金利子１千円。 

 ３項、サービス収入36万円。 

 ４項、雑入４千円の合計で36万７千円の計

上です。 

 歳入合計１億3100万円の計上でございます。 

 続きまして歳出にまいります。 

 介護３ページでございます。 

 １款、総務費において、１項、総務管理費

は750万４千円。 

 ２項、徴収費７万９千円。 

 ３項、介護認定審査会費115万円の合計で

873万３千円。 

 ２款、保険給付費において、１項、介護サ

ービス等諸費が9765万円。 

 ２項、高額介護サービス等費264万６千円。 

 ３項、特定入所者介護サービス等費300万円。 

 ４項、その他諸費６万４千円の合計で１億

336万円。 

 ３款、地域支援事業費において、１項、地

域支援事業費は1838万７千円。 

 ４款、諸支出金において、１項、償還金及

び還付加算金は２万円。 

 ５款、予備費において、１項、予備費は50

万円の計上でございます。 

 歳出合計１億3100万円の計上でございます。

以上が第１表歳入歳出予算の内容でとなりま

す。 

なお、介護19ページから介護28ページまで

は給与費明細書を掲載しております。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（児玉眞澄君） これで提案理由の説

明を終わります。お諮りします。 

議案第32号、令和５年度占冠村一般会計予

算の件から、議案第39号、令和５年度占冠村

歯科診療所事業特別会計予算までの件につき

ましては、議長を除く６人の議員で構成する

予算特別委員会を設置し、これに付託のうえ

審査することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第32号から議案第39号ま

での件については、議長を除く６人の議員で

構成する予算特別委員会を設置し、これに付

託のうえ審査することに決定しました。 
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 ここで暫時休憩します。休憩中に予算特別

委員会の委員長、副委員長の互選をお願いし

ます。 

休憩 午後１時28分 

再開 午後１時34分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

諸般の報告をいたします。休憩中に開催さ

れた予算特別委員会において、委員長に五十

嵐正雄君、副委員長に細谷誠君が互選された

旨の報告がありました。 

 

◎散会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 以上で、本日の日程

は、全部終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

本日は、これで散会いたします。 

散会 午後１時34分 
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

              令和５年３月２９日   

占冠村議会議長    児 玉 眞 澄 

（署名議員） 

占冠村議会議員    小 林   潤 

 

占冠村議会議員    大 谷 元 江 
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令和５年第１回占冠村議会定例会会議録（第３号） 

令和５年３月９日（木曜日） 

 

○議事日程 

  議長開議宣言（午前10時） 

日程第１   令和５年度村政執行方針及び教育行政執行方針 

日程第２ 議案第１号 指定管理者を指定することについて 

日程第３ 議案第２号 
占冠村個人情報の保護に関する法律施行条例を制定することについ

て 

日程第４ 議案第３号 占冠村情報公開・個人情報保護審査会条例を制定することについて 

日程第５ 議案第４号 占冠村職員の高齢者部分休業に関する条例を制定することについて 

日程第６ 議案第５号 占冠村ふるさと納税・地方創生基金条例を制定することについて 

日程第７ 議案第６号 占冠村情報公開条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第８ 議案第７号 

占冠村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴

う固定資産税の免除に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第９ 議案第８号 
職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて 

日程第10 議案第９号 
占冠村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて 

日程第11 議案第10号 
職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについて 

日程第12  議案第11号 
学校職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて 

日程第13 議案第12号 
占冠村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについて 

日程第14  議案第13号 
占冠村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについて 

日程第15 議案第14号 
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについて 

日程第16 議案第15号 
学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについて 

日程第17 議案第16号 
占冠村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについて 

日程第18 議案第17号 
占冠村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第19 議案第18号 占冠村地域企業振興条例の一部を改正する条例を制定することにつ
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いて 

日程第20 議案第19号 
道の駅自然体感しむかっぷの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて 

日程第21 議案第20号 
占冠村物産館設置条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 

日程第22 議案第21号 占冠村定住促進条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第23 議案第22号 占冠村むらびと条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第24 議案第23号 
占冠村国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いて 

日程第25 議案第24号 
占冠村子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについて 

 

○出席議員（７人） 

 議長   ８番 児 玉 眞 澄 君   副議長 １番 大 谷 元 江 君 

 ２番 藤 岡 幸 次 君       ３番 五十嵐 正 雄 君  

 ４番 細 谷   誠 君 ５番 下 川 園 子 君 

 ６番 小 林   潤 君 

 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

総 務 課 長 三 浦 康 幸  企 画 商 工 課 長 平 岡   卓 

農 林 課 長 小 尾 雅 彦  林 業 振 興 室 長 杉 村 政 彦 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福 祉 子 育 て 支 援 課 長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

職 員 厚 生 担 当 係 長 坂 本 龍 哉  財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏 

税 務 担 当 主 幹 佐々木 智 猛  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 

商 工 観 光 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  広 報 統 計 担 当 係 長 大 谷 淳 貴 

地 域 振 興 対 策 室 主 幹 松 永 真 里  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 高 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一  土 木 担 当 係 長 中 島 辰 男 

戸 籍 担 当 主 幹 佐久間   敦  国 保 医 療 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広 

保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子  村立占冠診療所主幹 橘   佳 則 

社 会 福 祉 担 当 主 査 川 口 晃 平  介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美 



 

 58 / 112 

子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代    

（教育委員会）     

教 育 長 多 田 淳 史  教 育 次 長 平 川 満 彦 

社 会 教 育 担 当 主 幹 上 島 早 苗  学 校 教 育 担 当 主 幹 後 藤 義 和 

（農業委員会）     

会 長 安 田 堅 吾  事 務 局 長 小 尾 雅 彦 

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 下 川 園 子 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  事 務 補 三ツ谷 陸 翔 
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開会 午前10時 

 

◎開議宣告 

○議長（児玉眞澄君） 皆さんおはようござ

います。ただいまの出席議員は７人です。定

足数に達しておりますので、これから、本日

の会議を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程は、

あらかじめお手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 村政執行方針 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、これから

村長、教育長の執行方針に対する質疑を行い

ます。なお、質疑は一括質疑とし、質疑答弁

は要点を明確に、簡潔に発言してください。 

始めに、村長の村政執行方針に対する質疑

を行います。質疑はありませんか。 

 ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） それでは、執行方

針に対する質問をいたします。５点ほどです。 

まず、５ページの未来を拓く村政の(1)の

地方自治・地方創生の推進の６行目のマイナ

ンバーカードの推進についてであります。非

公式というか、聞いたところではだいたい村

では窓口で60％位まで発行していると聞いて

います。また、推進の取り組みについて一般

質問も出されておりました。こういう状況を

見て何かしら異常な戦前の動きに見えて大変

心痛い思いで聞いていました。個人情報保護

の議論が不十分なまま、マイナンバーカード

をつくらないのは非国民だといわんばかりの

動きです。私はこの強制的なやり方には絶対

反対です。市民の心配を無視しているやり方

に強い怒りを覚えます。反対者の意思を尊重

することも民主主義の第一歩だと考えていま

す。村長の考えを伺います。 

 次に、林業問題で２点ほど質問します。こ

れについてページ数３からページ８、９に係

る林業全般についての質問であります。一つ

は森林環境贈与税を活用した私有林の整備作

業が令和５年から本格的に進められると聞い

ております。これについては森林環境贈与税

の活用の基本的な取り組みだと考えている訳

ですけども、まず、どこの地域からどれだけ

の事業量で取り組まれていくのか伺います。

また、森林所有者の了解が取り付けられて事

業を進められるのか伺います。私の聞いてい

る限りでは、森林所有者の了解を得るには大

変苦労しているとの声も聞こえてきます。以

前の森林組合の仕事で大きないたずらを受け

ている森林所有者があまりにも多いというこ

とであります。そういったことで、大変森林

所有者が警戒をしているということですから、

なかなか現場を担当している人たちにとって

は大変厳しいものがあると聞いております。

この森林環境贈与税を活用した取り組みは今

後の私有林の育成支援の一つの柱となるもの

であり、最初の取り組みが大切だと考えてい

ます。森林所有者の理解と協力を得るために

どのように取り組むのか村長の考えを伺いま

す。 

 続きまして、木質バイオマスの関係につい

て質問いたします。木質バイオマス生産組合

についてはいろいろな課題、問題があるとい

うことを議会の場で何回か質問を繰り返し、

理事者との意思統一を進めてきました。村長

は今年度中に木質バイオマス生産組合との話

し合いを持ち、課題や問題点を洗い出し、改

善に取り組むと答弁しておりましたが、その

ことがなされているのかどうか、令和５年の

執行方針がそういった形で作られているのか

どうか現場実態との乖離が大きいように思わ
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れます。このへんについて伺います。 

 次に９ページです。商工・観光・労働の②

の観光振興の中で、道の駅と湯の沢の問題に

ついて触れています。湯の沢については何度

もトイレ改修について議会の中でも議論が出

されてきましたが、なかなか改善されていま

せん。執行方針では施設の老朽化がみられる

ことから必要な改修を行うということになっ

ていますが、これらは場当たり的な取り組み

ではなくて、年次計画をきちんと立てて住民

の皆様が十分理解する形で改修工事は行われ

るべきと考えます。このへんについて村長の

考えを伺います。 

 次に12ページです。(4)の環境衛生の中で、

直接搬入の多量埋立ごみは、今年度より処理

手数料を徴収してまいりますとなっています。

根拠は、占冠廃棄物の処理及び清掃に関する

条例の第12条とのことです。これについては

私達議員というか私も勉強不足でこういった

条例がきちんとつくられていたということを

把握していなかったということで、この間議

会の議論がある意味では無駄な議論をしてい

たと思っています。そういった意味では議員

として大変反省をし、お詫びをしなければな

らないと考えているところです。なぜ今まで

有料化の議論も出ておりましたが、条例が適

用されなかったのかを伺います。 

 以上について、村長の考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長 

○村長（田中正治君） 執行方針についての

ご質問であります。五十嵐議員のご質問にお

答えをしたいと思います。 

 まず５ページの地方自治に関わる部分でご

ざいます。マイナンバーカードの取り扱いに

ついてということで、国の方針としてデジタ

ル化を進めるとする方向が地方公共団体にも

協力が求められている現状にあると感じてお

ります。マイナンバーカードの取り扱いにつ

いては、私は住民に強制をしないスタンスで

取り組んできたところでございます。一方で

交付率の低い市町村には交付税措置を低くす

る等の方針を持って対応する旨の報道があり、

全国で批判を受けたことが実態としてありま

した。この際私も北海道新聞の取材を受けて

おり、国民に情報管理の心配がある中で強制

的にカード取得を進めるのでなく十分な説明

と同意のもとに進めるべきであると回答した

ことを記憶しております。現実はポイント付

与等をもってどんどん推し進められている現

状にあり、一般質問でも議論したとおり、

様々な分野でマイナンバーカードが使われる

よう取り進められています。村としても、利

用したいとする方が不便を感じないよう行政

サービスとして準備しなければならないこと

も事実としてありますので、執行方針に書か

せていただきました。 

 次に、３ページの林業に関わる問題で、民

有林における森林整備であります。令和４年

度から私有林と村有林で事業地のまとまりを

つくり、伐採等の事業を行うことが合理的で

あると判断をしまして、ニニウ地区に着目を

し、個別にリストアップをして行っておりま

した。実績として、森林所有者２名、村有林

を含めた集約化施業を実行しております。保

育間伐あるいは皆伐といった施業でございま

すが、面積的には8.12ha、伐採量が509㎥と

いうことで事業を進めてきました。その際、

議員ご指摘のとおり、森林所有者との話し合

いをさせていただいたという実態にありまし

た。最終的にその場所を除いて事業を実施し

たという結果になっております。これらにお

きまして、市町村が主体となり、私有林、村

有林を問わず地元の森林の整備を行う方向性

のもと、森林現場や所有者に最も近い市町村
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の役割の強化が求められていると認識したと

ころであります。令和５年からもこの事業を

行う訳ですけれども、事業に理解と協力を得

られるよう丁寧な対応に努めていかなければ

ならないと考えております。 

 次に、木質バイオマス生産組合についてで

ありますが、木質バイオマス生産組合が自立

するための問題意識は議員と共有されている

ものと認識しております。設立の経過、現状

等課題から事業の発展的な起業も考えている

のが現状であります。現場とは今後とも話し

合いの場をしっかり持ちながら、必要な支援

を行って自立できる状況をつくっていきたい

と考えているところであります。 

 次に、９ページの湯の沢温泉、トイレの改

修についてであります。湯の沢温泉の脱衣室、

トイレの改修については、配管の勾配があま

りなかったことに流れが悪くなっていたこと

から勾配を調整し、改修済みとなっておりま

す。一般用男子トイレの悪臭についても臭気

止めの設置や配管外れを改修したところであ

ります。議員ご指摘のとおり本施設について

は老朽化が感じられるという箇所が多くあり

ますことから、老朽化に伴う修繕計画等々を

計画的にやっていく必要があるだろうという

ことで本年度も一部改修を予定しているとこ

ろであります。 

 次に12ページの多量埋立ごみの処理手数料

に関してのご質問であります。議員言われる

とおり占冠村廃棄物の処理及び清掃に関する

条例に基づき４月から徴収することにしまし

た。これまで様々な経緯もあり多量ごみ手数

料を徴収していませんでした。手数料を徴収

するのは正確な数値により算出する必要があ

りました。今回、嵩上げ工事とあわせて、ト

ラックスケールを建設したことによりまして、

正しい重さが数値として出されることが把握

できるとの判断をいたしました。今回有料と

するのは、あくまで300kgを１度に排出する

方が対象となります。令和４年４月から令和

５年２月末までの状況ですと、一度に300kg

以上の多量ごみを５回以上排出した方は２名

です。引っ越しに伴う身辺整理や不用品等を

排出した方が13人おりますが、一度だけの該

当であったのが実情です。手数料徴収をする

のに正確な数値をもって請求をしなければな

らないということもありまして、今回こうい

った判断をさせていただきました。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） マイナンバーカー

ドの件ですけども、村長の考え方を聞きまし

た。やはりここは村長が反対して「うちは取

り組みません」ということは絶対言えない訳

ですから、それはそれでやむを得ない訳です

けども、少なくとも昨日も議会で議論されて

いるように、マイナンバーをつくることがあ

りきという前提で進んでいくということにつ

いて、とてもじゃないが我慢できる状況では

ないということです。このままいくと作らな

い人たちが非国民という形で煽られていると。

よくこれを考えてみますと、戦前回帰と私は

言いましたけども、こういったことを国家権

力がそういった一人一人の個人情報、状況を

把握していくという大変危険な状況、法律的

にはいろいろな悪法ができていますから大変

ですけどれも、ここは最後の抵抗処だと私は

思っているのです。ますます軍備も増強され

て戦争へ進んでいくという当時の暗黒の時代

に進んでいくような、そこには民主主義も一

切なく、国家のために全てが進んでいくと。

こういうことでやられてしまうと、とてもじ

ゃないが住みづらい、生きづらい社会になっ

てくる訳です。ですからこのへんについては

慎重に、村長の考え方も聞きましたからそれ
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はそれで良いのですけれども、ましてや地方

自治体というのは民主主義の一番最初の出発

の場所なのです。そういう場所で国家と一緒

になってやっていくということに強い嫌な思

いを感じている訳で、それはお前の考えだろ

と言われればそれまでのことですけども、少

なくともそういう思いをしている人達がいる

から全国的にも３割以上の人達が作っていな

いという状況だと。だからこのへんについて

はもう少し内部でも議論しながら気を付けて

いただきたいなと。これが執行方針に書いて

いなければ良かったのですけども、国を挙げ

て自治体もやりますということで上げた訳で

すから、これは言わなきゃならないというこ

とで言わせてもらったということです。 

それと森林環境贈与税を使ってこれからや

っていくということですけども、今まで森林

組合がやってきた仕事を個人の人たちは山づ

くりになっていないということの思いがあっ

て協力しないと。こういう形が実は出てきて

いる訳です。ここのところについては村を挙

げて住民の理解を得られるように「そうでは

ないよ」ということで是非手入れが遅れてい

る山については積極的に進めていただきたい

のと、まったく不在地主で連絡が取れないと

ころについては自治体で強制的にやれる訳で

すから、そういったことも含めて是非前へ進

んでいただいて、地元の事業体の仕事をつく

っていくと。こういう働く人たちの仕事をつ

くると、こういうことで是非つなげていって

いただきたいと思います。ごみの問題につい

ては先ほども言いましたように、こちらも勉

強していなくて、今更反省しても申し訳ない

のですけども、そういうことでもう少し我々

議員も勉強していれば違った形が生まれてき

たのかなと。ただ、トラックスケールができ

たので間違いなく、ごみの処理状況は把握で

きると思うのですよね。このへんについても

住民の十分な理解を得ながらやっていただき

たいと、ただごみを投げているのも一部の人

達みたいなのでこのへんを含めて、いらぬ対

立をつくらないようにぜひ進めていただきた

いと思っております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 村長 

○村長（田中正治君） 答弁を求められてい

るとは感じなかったのですけども、再質問と

いうことで３点ほどご意見を伺いました。 

マイナンバーカードについては先ほど答弁

したとおりでありますが、国のスタンスとし

ては自治体DX推進計画ということで、どうし

てもデジタル化を避けて通れない環境にある

ということでありまして、その一つがマイナ

ンバーカード、つまりこれが基盤となるとい

うことで、大変私も少ししっかりそこは受け

止めなければならないなと考えているところ

です。昔の経験で言いますと国民総背番号制、

これを国が言ったときに私達は「それはまず

いだろう」ということで当時は制度が出来上

がらなかったという歴史的なこともあります。

そういった意味からすると取り方によっては、

そういった制度をデジタル化でやってきてい

るのかなということは感じる訳であります。

そうはいっても現在の社会の中でデジタル化

というのは避けて通れないということで、そ

ういった行政サービスが必要であるというこ

とでご理解をいただいたと認識をしていると

ころであります。 

民有林における森林整備。やはりこれは集

約化するという、要は森林所有者の同意を得

なければ山づくりができないのだということ

でありますから、山づくりをすることによっ

て、そういった事業者を含めた補助制度をう

まく活用できると、助成制度も活用できると

いうことで、森林所有者も要は経費の軽減、
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あるいは森林から所得を得ることも可能にな

ってくるという、お互い前向きな制度だと私

は思っていますので議員ご指摘のとおり、そ

こには森林所有者の理解と信頼関係が必要で

あると思いますので、改めてそのことをしっ

かりやっていきたいなと思います。 

ごみ処理について、多量ごみの関係につい

ては、これまでこちらからも条例上はこうな

っているという説明をしたことは過去に無か

った訳ですから、知らないから謝りますとい

うことではないと思いますので、ご理解いた

だければと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑はありませ

んか。４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ５点ほど質問いたし

ます。 

 １点目、６ページ(4)国際交流事業、この

中で代表団派遣はどの程度の人数規模を考え

ているのか、アスペンですね。10月、本村に

おける記念行事の規模内容について伺います。 

 ２点目、９ページ(3)商工・観光・労働。

②観光振興。湯の沢温泉について、近年の燃

料、電気代、物価高騰により、経営難で閉鎖

を余儀なくされている温浴施設が出てきてい

る中、湯の沢温泉の施設老朽化に伴う改修計

画をどの程度見込んでいるのか。また、この

点については先ほど五十嵐議員の質問で今年

度のある程度の改修工事の内容を伺いました

が、今後の改修計画はどのように見込んでい

るのか。また、今後本村として湯の沢温泉を

どこまで支援していくのか伺います。 

 ２点目、10ページ、赤岩青巌峡、双民館の

環境整備をどのような方向性をもって行うの

か伺います。 

 大きな３点目、11ページ(3)上下水道、下

水道事業の更新、改修には広範囲、多額の費

用が必要と考えますが、マネジメント計画を

いつまでに策定するのか、支援制度はあるの

か伺います。 

 ４点目、12ページ(4)環境衛生、埋立ごみ

について。先ほど五十嵐議員からも質問あり

ましたが、300kgの量ということを聞きまし

たが、この単価、それから対象をどの範囲で

行うのか伺います。 

 ５点目、16ページⅣ、行財政の概要。財源

不足については基金の取り崩しにより対応し

てきており、基金の減少も課題とあります。

財政調整基金、特定目的基金残高は見込では

令和２年、令和３年から半減以下に減ってお

り、今後の財政は大変厳しい状況にあると思

います。どのような方策で自主財源の確保、

基金への積み立てを行い改善していくのか伺

います。以上、５点お願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 細谷議員のご質問に

お答えをいたします。まず６ページの国際交

流事業に関わる記念行事の規模、あるいは代

表団の人数ということのご質問であります。

現在私が考えているのは、こちらから派遣す

る代表団については、村、議会、一般含めて

８名程度と考えているところであります。そ

れから記念行事の規模、内容でありますけど

も、実行委員会を立ち上げる形で具体的な内

容はこれからとなると考えておりますけども、

姉妹都市委員会を表敬訪問して協議した内容

としては、何か特別なことをするというより

は、例えば記念植樹とか、お寺とか、神社、

占冠の自然体験とか、文化の体験、そういっ

たこともあわせて、基本的にはパーティー的

なこともやるでしょうけれども、大きく何か

をしようということではないということで、

姉妹都市委員会からも言われておりましたの

で、その中で検討していきたいなと思ってい

るところであります。また、あちらで、ALT
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で来ていた方々にお会いしたのですけども、

ぜひその方とコラボした演奏会なんかもやっ

てみたいなというようなお話をいただいたと

ころであります。いずれにしても今後アスペ

ン市とも協議をしながら準備を進めたいと考

えております。 

 次に９ページであります。予算補正の改修

の見込みでありますけども、今年度の改修に

つきましては源泉の圧送用ポンプの修繕と浴

槽混合専用加圧ポンプ増設を計画しておりま

す。お客様から多くの不満をいただいていた

シャワーの水圧の改善を図りたいと思ってお

ります。先ほどもご指摘をいただきました、

老朽化の年次計画につきましては具体的に決

めてはおりません。ただ、こういった箇所と

いう要望等もいただいておりますので、施設

改修も含めて検討し、財源があれば早急にや

れるような方向性を示して議会の皆様にも予

算のご理解をいただければと考えているとこ

ろであります。 

次に、10ページの観光振興の中での赤岩青

巌峡の環境整備であります。両方、双民館と

赤岩青巌峡で、最初に赤岩青巌峡からお答え

をしたいと思いますけれども、赤岩青巌峡の

環境整備についてでありますけれども、赤岩

青巌峡についてはこの中で、入り込みは減少

しておりました。しかし根強い人気があると

考えております。今年度も管理を委託して体

験型観光の振興に繋げてまいりたいと思って

おります。 

双民館の環境整備でありますけれども、こ

れまで双民館の指定管理者にて施設周辺の環

境整備を定期的に草刈り、環境美化に努めて

いただいておりまして、継続して取り組んで

おります。おかげさまで利用客人数も少し増

加傾向にありますので、グラウンド用地を利

用した自転車競技、あるいはドッグラン等を

造成したい旨の考えがあると伺っております

ので、それら協議をしながら進めてまいりた

いと思っております。 

次に11ページ、上下水道の中のストックマ

ネジメント計画についてであります。ストッ

クマネジメントと言いますのは、長期的な視

点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状

況を考慮してリスク評価等による優先順位を

付けた上で、施設の点検、調査、修繕、改善

等を実施して施設全体を対象とした施設管理

を最適化することということで計画を立てる

こととしておりますけれども、令和５年度で

これの要望を行いまして、令和６年、令和７

年度で計画策定をすることになっております。

これに関わるお金でありますけれども、支援

制度ということで社会資本整備総合交付金と

いうのを使ってこういった事業を実施したい

ということであります。 

次に同じく環境衛生、12ページになります

ね。環境衛生についての直搬ごみの料金であ

ります。これは先ほど申し上げたように300

㎏を超えるものに対して１㎥当たり3125円を

単価として計算をし、通知書を出して納入し

てもらうという形で考えております。範囲で

すけれども、持ち込んだごみ全てを対象とす

るということでご理解いただければと思いま

す。 

次に16ページ、財源不足による基金の取り

崩しの対応ということで、基金の残高含めて

の状況に不安を感じるというようなお話でご

ざいます。村の財政運営の中で、予算ベース

で予算を立てるときに、どうしても歳入を多

く見積もることができないことが通常の見積

もりなんですね。逆に言うと歳入を多く見積

もると歳入不足に陥りますので、歳入は基本

的には抑えて予算は正確なものを出すだけ。

逆に言うと単価アップ等を増して多くすると
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いうことで歳出が膨らんで歳入が減ることが

予算ベースでいうと、そこに一般財源の不足

が生じてきますから、これを財政調整交付金

あるいは特定目的基金でそこの不足分を穴埋

めするということで、こう見ますと基金の減

少が著しいと見られる訳ですけれども、決算

ベースで見ますと、それが決算で見ると基金

の戻し入れをしていますから、ぐっと減った

形で最終的に決算ができあがるということで、

確かにここ数年、財政調整基金の減少という

のが私も感じておりまして、これはなんとか

戻さなければならないというのはありますが、

なかなかそう簡単には戻らないというのが現

状で、そのためには一般財源となる収入を得

なければなかなか難しい。あるいは特定目的

の財源を求めると、私これをやるとすれば宿

泊税。例えば宿泊税を得て観光振興に係る今

まで一般財源を使っていたものを特定目的税

で観光振興に充てる。観光振興で使っていた

一般財源を他の事業に充てるというそのやり

くりをして、なるだけ基金繰入をしていかな

いという財政運営をしていくなかで、この財

政規律を守っていくということを考えており

まして、そういったことを具体的にするため

に、今回の執行方針の中では歳入の確保とい

うことを何回か書かせていただいております。

そういった思いで財政運営をさせていただい

ておりますので、ご理解いただければなと考

えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ２点ほど。まずスト

ックマネジメントの計画ですけれども、ちょ

っと勉強してみると、下水道等の配管耐用年

数50年、機械電気施設設備、耐用年数15年と

道路の陥没も想定されるよねというようなこ

とが出てきています。今後10年後、20年後を

見ていくと、修繕をする金額が1.3倍程にど

んどんどんどん膨れ上がっていくよというも

のものも出ていますので、今後計画をする、

策定するということですから、こういったこ

とも加味されているのだとは思いますがその

へんをお聞きしたい。 

それから、財源の件ですけれども先ほど宿

泊税等も改善方策の中に入れていくよと。企

業版ふるさと納税のお話も出ていましたが、

他の部分ですね。このへんの企業版ふるさと

納税、アプローチはされているのか。今現在、

案件はあるのかお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） ストックマネジメン

トの考え方、先ほども申し上げたとおり、そ

ういう老朽化の進展状況を考慮しながらリス

ク評価をして、施設管理を行っていくという

ことでありますので、耐用年数が過ぎてきて

いる上下水道において、そういった大きな工

事が発生してくるということも考えられる訳

ですけれども、そこはこの計画の中で順次、

年次計画の中で整備をしていくしかないのか

なと考えております。社会資本整備総合交付

金、これは実際の工事にあたったときにある

のかどうかというのは、これは難しいかもし

れませんけれども、おそらくこういった計画

を作ると起債やなんかが認められてくる可能

性がありますので、そういったことを利用し

ながらというのが現実的になるのかなと思っ

ております。 

企業版ふるさと納税等も、なかなか企業に

とってプラスになるようなものがないと企業

も当然納税しませんので、水に関して村外企

業で何かを納税をして利を得るということが

何か発生するかどうかは難しい。例えばその

水を使って天然水を作るとかというところが

仮に出てきたとすれば可能性としてはあるの

かなと思いますけれども、そこらへんも含め
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て自然を守る、水を守るというところではも

しかするとあるかもしれませんけれども、

様々な歳入も検討しながらこれは進めていか

なければならないと思っております。以上で

す。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ストックマネジメン

トの件ですが、ちょっと調べたところ国では

平成28年度から下水道長寿命化支援制度とい

うのを推奨していましたが、なぜ今、今年か

ら動くのでしょうか。それまでこういった事

を検討はなされたんでしょうか。質問します。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 基本的には長寿命化

計画というのは、修繕をしながら維持、延命

をして長持ちさせようという考え方の基に作

られたものだと思うのですね。今回のストッ

クマネジメントは、全国的な規模で、老朽化

であちこち水道が破裂したとか、下水道が壊

れたとか、いろいろ全国的な規模で出ている。

この老朽化の進展状況を見ると、国としても

そういった将来計画をしっかり作って整備計

画を地方自治体にもやってもらうということ

の流れでできているかなと感じております。

正確な話がもしあれば担当の方からお願いし

たいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 建設課長。 

○建設課長（小林昌弘君） 細谷議員のご質

問にお答えいたします。 

ストックマネジメント計画の策定について

は、これまでも予算査定の中でも議論はして

きておりました。ただこれまでは、さほど大

きな下水道施設の多額の費用を伴う修繕が発

生していなかったこともあって、正直この策

定を先送りしていたような状況にもあります。

ただ、ここにきまして下水道施設の老朽化と

いうか更新すべき設備が目立ってきているこ

ともありまして、これからそういった費用が

嵩んでいくという予想もありまして、費用の

捻出というのもあれですけれども、この計画

を策定すれば社会資本整備総合交付金が該当

になるということもありますので、令和５年

度の予算策定の際には、そういった協議もさ

せていただいて、それであれば進めていこう

ということになりましいたので、今回執行方

針にこのような形で書かせていただいたとこ

ろであります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） ５点ほど質問させて

いただきます。 

まず３ページ目、３ページの中の中段、

「ゼロカーボンシティ宣言」において重要な

要素となる森林整備を進め、炭素吸収量の拡

大を図るとともに再生可能エネルギーの活用

を進めますとのことですが、炭素吸収の拡大

を図る、森林整備を進めていく、再生してい

くということも含めてのことだと思うのです

けれども、この再生していくときに自然体感

占冠を感じられるような森を作りながら炭素

吸収量を拡大していくということも可能だし

考えられるのではないかと思います。そうい

った事に対して、先ほど林業の話の中で民有

林、それから村有林もあるということだった

ので、それは村独自の考え方で進めていける

ものではないとは思うのですが、その森林を

再生するのであれば、そういった作りこみを

しながら作っていくというのがゼロカーボン

にも繋がるのではないかと考えます。なので、

そういった考えがあるのかどうかというのを

まず村長に伺いたいのと、この中の再生可能

エネルギーの活用、これについては現在でい

えば木質バイオマス導入促進事業ということ

がこれにあたるのかなとは思いますが、その

他にどういったもの、何か検討しているもの
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があるのであれば伺います。 

２点目、４ページ内の10段目、こちらに道

東自動車道トマム・占冠インターチェンジ間

の４車線化工事の情報提供や説明ということ

で、説明会を設けますということですけれど

も、これが具体的にいつ頃から、どのような

方法で予定をしているのかということを伺い

ます。 

３点目、６ページ、こちらもゼロカーボン

に向けたことですが、ゼロカーボン、これを

進めるにあたって庁内プロジェクトチームで

の検討とありますが、このプロジェクトチー

ムというのはメンバー構成や、どのようなス

パンで動いていくのかといったことが決まっ

ていることがあれば伺います。 

４点目、10ページ、上段２段目ですね。２

行目のリゾート振興と一体的に従業員等の移

住・定住を推進してまいりますということで、

従業員等の移住・定住が増えていくような政

策をとっていくのだとは思うのですが、現在

空いている住宅とかが少ない中でどのような

手法で推進を検討されているのか伺います。 

最後５点目、先ほどから出ている12ページ

ですね。多量ごみの処理手数料、こちらの件

ですが、先ほど五十嵐議員からの質問があっ

た時に、回答が300㎏越えるものに対して料

金を課しますということだったと思うのです

が、先ほど細谷議員の質問の時には持ち込ん

だ分だけ料金を取りますという回答だったと

受け取りました。実際にこれが300㎏未満だ

ったらどうなるのか、その300㎏以上じゃな

いと料金が掛からないのか、１回について

300㎏に対して3125円なので、未満であれば

それで計算して料金を取りますよということ

なのか確認させてください。伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 質疑中ですがここで

11時10分まで休憩します。 

休憩 午前10時55分 

再開 午前11時10分 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。議事を続けます。答弁願いま

す。村長。 

○村長（田中正治君） 下川議員のご質問に

お答えをいたします。 

まず、３ページの炭素吸収量の拡大のため

の森林整備ということでのご質問であります。

再生可能エネルギーでありますけれども、ま

ず森林整備につきまして、今ここで記載させ

ていただきましたのは、高齢級の森林が占冠

村には多くあります。この高齢級になること

によって、炭素吸収量が落ちるんですね。そ

れは、森林を若変えらせることによって吸収

量を拡大することが可能となるということが

言われておりまして、基本的には間伐あるい

は、主伐再造林、改めてまた植えるというよ

うな手法をとる訳ですけれども、そういった

主伐再造林等も含めて、この森林整備をして

いくということであります。これらの事業を

作れば、山で働く林業労働者、林業に関わる

人たちの事業、仕事も増えるというか、確保

されるというメリットもありますし、あわせ

て、今言った吸収量の拡大が図られるという

ことであります。それから占冠村には天然林

が多くありますので、これらも天然林改良等

の施業をすることによって、吸収量を拡大す

ることができると考えているところでありま

す。 

一方で再生可能エネルギーの部分ですが、

風力・水力・太陽光いろいろ考えられる訳で

すけれども、議員おっしゃるとおり、占冠村

は木質バイオマスエネルギーということで補

助制度も作ったり、そういった利用をしても

らうための施策も講じておりますので、これ

を中心として村としては進めてまいりたいと
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考えております。 

次に４ページの道東自動車道の関係であり

ますけれども、４車線化工事、ネクスコの説

明によりますと、いよいよ今年の春から入札

行為が行われるだろうと聞いております。前

回の高速道路工事の折もそうでしたけれども、

当然地区の住民、それから全体の村民に対し

てもネクスコから説明会が行われたり、地区

ごとの説明が行われたり、また業者が決まれ

ば関係者への直接の説明に事業者が伺ったり、

様々な手法で説明をさせていただいておりま

す。こういうことも含めて村がしっかり情報

提供をするということで、それを事業者にも

やらせるということの努力が必要なんだろう

と思いますので、これらをしっかりやってい

くということであります。 

それから、６ページのゼロカーボンに向け

た庁内プロジェクトということでありますけ

れども、以前にゼロカーボンに向けたプロジ

ェクトチームというお話はすでにさせていた

だいておりまして、これらの課題というのは

多岐にわたって広く課題がありますから、庁

内の中で横断的にチームを組んで議論をさせ

ていただくということで考えておりまして、

すでに１回目の会議は実施をしておりまして、

副村長をリーダーとして各担当の主要なメン

バーを構成員として議論させていただくとい

うことで、まずは目的意識の確認をさせてい

ただいて、これから議論をさせていただくと

いうことにさせていただいております。 

10ページのリゾート振興と一体となった従

業員の移住・定住というご質問であります。

議員ご指摘のとおり、やはり住むところがな

い中でのという不安がありますけれども、実

はこのコロナ禍で延期をされておりました民

間賃貸住宅の建設について動き出しておりま

して、問い合わせもきている状況であります。

村としては民間賃貸共同住宅等建設促進条例

を活用した助成制度がありますので、これら

を使ってぜひ従業員の住む住宅の建設を進め

ていただきたいと考えているところでありま

す。こういったことで、本年度の本予算には

補助金等の計上はさせていただいておりませ

んが、決まれば補正予算等でご説明を申し上

げて予算措置をして建設をしていただければ

なと考えているところであります。 

12ページの多量埋立ごみの件ですけれども、

基本的には１日300㎏で300㎏以下は料金をい

ただかないという考え方です。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） ３ページの森林整備

に関してですが、高齢になった木を再生して

いくのがメインだということだとは思います

けれども、その時に伐採だったり、木を切っ

て植えてという工程が発生するのであれば、

その時に作りこんでいく、山づくりをするの

と同様に自然体感占冠を感じられるような、

例えば林道とかそういったものを一緒に作り

こんでいくこともできるのではないかと考え

るのですけれども、そういったことは検討さ

れないというか、あくまでも山は山づくりと

いう見方で再生していくのかどうかを再度伺

います。 

道東自動車道の説明会についてですが、村

としては情報を共有していくけれども、これ

はあくまでもネクスコさんが住民に対して説

明をしていくんだという認識で良いのかどう

かを確認させてください。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 再質問にお答えをし

たいと思います。森林整備に関わって自然を

体験できる施策とあわせてというご質問かな

と思っております。森林整備にあたって、そ

ういった例えにあがった林道とか作業道とい
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うのは、整備をする前に整備をするものです

から、体験できるものとはちょっと違うのか

なと思いますけれども、基本的にはなかなか

作業と同時並行的にそういったことができる

かどうかというのは難しいと思うのですね。

危険が伴うということで、ただ村内では様々

な林業体験の実施、企画をしていただいてい

る団体もありますから、例えば枝打ちの体験

とか、木を植える体験とか、去年はたまたま

ですけれども120年の植樹体験とかこういっ

たことはさせていただきましたけれども、こ

ういうことも毎年やっている団体もあります

し、そういった中でぜひ利用していただけれ

ばなと思っています。議員言われるように、

作業と同時にということはなかなか難しいの

かなと私の感覚では感じております。 

次の道東自動車道の村の立ち位置ですけれ

ども、当然一番先に説明を受けるのは村なん

ですよ。村はそこに問題があれば当然、こう

してくれということを言うのが一番最初で、

村が言っても気が付かないことがたくさんあ

ると思うのですね。それだったらそれは住民

の皆さんにも説明しなきゃダメだということ

で、村が開く場合もありますし、ネクスコが

開く場合もある。先ほど言ったように直接関

係者に事業者が説明に行く場合もある。こう

いういろんなやり方があるので、それらをミ

ックスして問題の起きないように、問題とい

うのはトラブルの起きないように、しっかり

と説明をしていく体制を作っていくというこ

とで考えているということです。 

○議長（児玉眞澄君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 最後にゼロカーボン

の庁内プロジェクトチームについてですが、

こちら副村長を主体として動かれているとい

うことですが、定期的に開催されているもの

だと思いますが、これはどのくらい、例えば

月に１度とかなのか、何か問題が起こった時

に、問題が起こったというかテーマが上がっ

た時に開催しているものなのか、そういった

期間とかが決まっているのであれば伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 特に期間も決まって

いませんし、ゴールも決まっていないのが今

の現状ですね。このゼロカーボンの取り組み

というのは、2060年とかはあるけれど、いつ

いつまでにやれということではなくて、今何

ができるか、それからこれをしたら、こうい

うことをしたら良いんでないかとか、村とし

てはこういうものをしっかりやろうやとか、

いろんな施策の中で生かしていくことだと思

うのですね。政策の中で問題が、これをやろ

うとしたときに、担当だけじゃなくて全体で

議論もしてこういう方向で行こうとか、そう

いう議論を時々にあわせてやっていくという

ことだと思うのです。なぜ横断的かというと、

担当だけで何かをしようとしたときに、その

意識がないとそこに配慮した施策が打てない

ということもありますから、そういう全体の

横断的な考え方の中で村としての施策をしっ

かり進めていくということが大事なのかなと

思って、こういったチームを作って協議する

場所を作るという考え方でございます。以上

です。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） それでは質問させて

いただきます。 

ページ数３ページの下の方に、第２の安心

で安全な暮らしを守る基盤づくりの上になる

のですけれども、上３段からで、一方で、か

ら始まりまして、真ん中、宿泊税については

引き続き関係機関や関係者と調整を図り、早

期に実施できるよう国や北海道との調整を進

めますと記載があります。私この間の執行方
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針、令和２年、３年、４年の宿泊税のところ

を確認してきました。令和２年では宿泊税に

ついて北海道の導入とあわせて実施するとい

う表現ですね。令和３年については、コロナ

後を見据え宿泊税の検討を進める。そして令

和４年、去年ですけれども導入が遅れている

宿泊税については関係機関や関係者との調整

を進め北海道の導入とあわせ実施できるよう

進めますとなっております。この間、細谷議

員が昨年の６月と12月に宿泊税の関係で一般

質問をしております。 

執行方針に戻りまして、早急に実施できる

ようという表現を、細谷議員の12月の一般質

問で村長の答弁は、2023年度に制度設計を行

い国の同意をいただいて2024年の導入に向け

準備を進めているところであるという答弁に

なっております。６月の細谷議員の質問で、

コロナ禍で道もなかなか宿泊税の関係の会議

と言いますか、そういうのも開かれなくて道

の動きが見えなければ村としても独自で検討

を進めなければならないということを昨年の

６月の一般質問で答えております。ここの今

言った２行は、細谷議員の12月と６月に質問

した村長の答弁と同じ内容という理解で良い

のかがまず１点、これをお伺いします。 

続きまして、10ページになります。３番、

地域特性を生かした集落対策の拡大で(1)移

住・定住、これ先ほど村長、下川さんの質問

の中で答弁してしまったのですけれども、私

も質問しようと思ってましたので、あえて質

問させていただきます。先ほど村長、答弁の

中で、これはあくまでも民間賃貸共同住宅と

いうことで動きがあるというお話をされまし

た。予算的にもこの共同住宅を建築すれば村

からも助成があると。その予算については当

初ではみていないということですけれども、

それは動きがあるという表現の中で、かなり

建設をするという割合ですね。何％と言いま

すか、かなり高いという認識で良いのかその

へんを確認させてもらいます。 

次に15ページになります。２、学習環境の

整備のところの、下から３行目からです。各

学校の保健室に冷房施設を設置し学習環境の

改善を図ってまいりますと記載されています。

３月７日の補正予算のところで小学校分で88

万円、中学校分で44万円の増ということで補

正予算が可決されております。財源見ました

ら、国庫補助が1/2になっておりました。保

健室をやって、今後、普通教室への設置予定

はあるのかそれについてお伺いをします。 

次です。その下の、特色ある教育のところ

で、アスペン市との短期交換留学のことで書

かれていまして、受入・派遣事業等を実施い

たしましたということになっております。今

までは、アスペンから来村する生徒と村から

派遣する中学生の人数を完全一致でないにし

ても、ほぼ同数で受け入れして受け入れした

人がアメリカのホームでお世話になるという

形で調整しているようです。対象は村内の中

学校２年生の希望する人ということで聞いて

いますけれども、令和５年度は８名、令和６

年度は３名、令和７年度は５名、令和８年度

は２名。よくよく聞きますと今までも派遣は

１月ですからスキーやっている中学生なんか

は、大会と派遣日がスキーの大会がダブった

りしたらアスペンに行かない場合もあるとい

うことも聞いております。今年はまだ８名お

りますから今までのような形で受入・派遣で

きると思うのですけれども、例えば令和６年

度は３名、今の段階でですね。転入、転出で

増減あるかもしれませんけれども、このよう

に派遣対象者、村内の中学生が極端に少なっ

た時の対応について検討されているのか伺い

たいと思います。以上です。よろしくお願い
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します。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 小林議員のご質問に

お答えをいたします。 

まず、暮らしを守るというところの３ペー

ジ、宿泊税の取り組みについてであります。

議員ご心配のトーンが下がっているんじゃな

いかというお話ですが、気持ちはトーン一緒

です。2023年に同意を取り付けて、2024年に

実施をしたいということですけれども、相手

のあることなのでそれを書いても約束違反で

ないかと言われるということもあるものです

から、トーンとしては2024年４月実施を目指

しているということでご理解をいただければ

と思います。 

それから10ページの移住・定住であります。

民間賃貸共同住宅で、先ほども言いましたけ

れどもコロナ禍で中断をしていたというか、

土地はすでに売買をしています。前回ですね。

３年前、土地の売買をしたのだけれども、こ

のコロナ禍で中断をしてきたということで、

改めて住宅を建てたいんだということで村に

打診がありましたので、この助成制度を使っ

て是非やってほしいということで、よほどの

マイナス要因が発生しない限りはやるだろう

なと考えております。 

それから15ページの学校環境の整備の中の

冷房の設備ですね。今回冷房については一部

ということで、一部このコロナ対応でやらせ

ていただきましたけれども、普通教室に将来

的にどうなんだということでございますけれ

ども、現状ではここに冷房を付けるという考

え方というか、計画は持っておりません。 

それから次の、特色ある教育のアスペンと

の交換留学であります。議員言われるように

行くも来るも同数受入というのが過去にはあ

った訳ですけれども、昨年の受入れも10数人

いて、こちらがその半分くらいですから、ど

うしても同じ人数って訳にはいかなくなって

きた現状にあります。ただ、アスペン行きま

すと、占冠に行きたいという子供たちが多く

いて、選抜をされて来ていると環境もありま

す。ですから一概に減らすこともできない。

昨年は中学２年生の子供がいない方々も含め

て協力できる人にお願いをしてホームステイ

をさせていただいたという実績もありますの

で、アスペン市には人数の限りはありますけ

れども、去年並みの子供たちが来ることが想

定されると思いますけれども、一方でこちら

側の人数も議員言われるように減少している

部分もありますから、クラスによっては２名

とかそういったこともあります。そういった

ときにどうやって対応していこうかというこ

とは、教育長ともいろいろと話はさせていた

だいているのですが、やり方、姉妹都市委員

会でも例えば子供だけではなくて大人も一緒

に来たらどうだと。交換留学にあわせて、大

人も含めて交流することも可能じゃないのか

ということも言われてますから、もう一つは

コロナ禍で行けなかった子供たちも対象にし

たらどうかとか、そういったやり方は様々で

確かに子供２人だけで行けと言ってもなかな

か大変だろうから、大人もそこに村民も交流

の輪に入れてもらってやるという方法もある

訳で、そういったことはこれから考えていか

なきゃならない課題かなと思っているところ

であります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 宿泊税の関係で確認

したいと思います。私の説明の仕方まずかっ

たのか、トーンが下がったという、全然そん

なこと思っていませんので、まず冒頭ご説明

をさせてもらいたいと思います。最近の新聞

報道で、例えば３月２日の道新朝刊ではニセ
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コ町も宿泊税導入と。内容は2023年度中に条

例制定を目指します。そして導入時期は現時

点では未定だが、これも大事なことですね。

町内で納得と協力を得てできるだけ早く導入

したいという表現です。目指す導入もまだ未

定と。これは道新に載っていたのですけど、

富良野市ももともとこのニセコ町と同じ2022

年度中に宿泊税を導入していたのですけれど

も、コロナで宿泊客も減っちゃてる、コロナ

で宿泊税の会議もできないというようなこと

で、中断しておりました。富良野市も３月８

日、昨日ですかね。道新の朝刊、富良野市も

宿泊税の導入に向けた議論を再掲するという

ことで、コロナ前に道内でも、道含めて結構

導入するという自治体もありましたので、少

なくてもこういう他の自治体が導入するとき

に一緒に導入するのが、ベストと言いますか

道より先にやるとか、それは一つの考えです

けれども、いろいろ並行してやっていけば執

行方針であって国と道と調整を図るという部

分でやっていけばあまり担当者が苦労しない

でやれるんじゃないかと思うので、そのへん

の先ほど村長、23年度制度設計、24年導入予

定は今のところ変更はなしということですけ

れども、道の動きが悪ければ先行してやると

いう部分についてはどのようにお考えなのか

再度確認したいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 宿泊税に関わっての

再質問でございます。当初、北海道にあわせ

て導入するという考え方ありましたけれども、

北海道に確認しますと今、再び再議論すると

いう状況にないということでありますので、

北海道はインバウンド対策のために宿泊税を

検討していたんだと。コロナ禍でインバウン

ドがまだ十分戻っていない中では検討できな

いということでありますので、振興局長に言

わせると占冠はそういう意味では先にやった

ら良いんじゃないかということも言われてお

りますので、ぜひ先行してやりたいと思って

おります。道内リゾート地、数ある訳ですけ

れども、できればそういったところとも調整

をしながら先行して実施をしてまいりたいと

考えているところであります。 

○議長（児玉眞澄君） ここで議事の都合に

より少々早めですが午後１時まで休憩します。 

休憩 午前11時43分 

再開 午後１時00分 

○議長（児玉眞澄君） 午前中に引き続き会

議を開きます。村長の村政執行方針に対する

質疑を続けます。質疑はありませんか。 

２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） それでは質問させて

いただきます。 

７ページになります。経済循環が図られる

基幹産業の振興の中で、(1)農業、①酪農・

畜産についてですが、串内牧場の広域育成セ

ンターについては多額の税金が導入され、運

用スタートとなっている現状にあるかと思い

ます。そこで、実績とどのような効果があっ

たのかをお伺いしたいと思います。また、課

題があればそれについても伺いたいと。なお、

税金投入については、投入費の説明において

運用状態により各自治体へそれぞれ投入され

た税金については返されるんだというような

説明あったかと思いますので、どのような計

画でそれが実行されるのか説明を受けている

と思いますのでお伺いしたいと思います。 

次の質問です。ページ９ページになります。

(2)林業事業体への支援という項目ですが、

村内においては３事業体に対して後継者育成、

労働安全の向上というようなことが上げられ

ておりますが、具体的に今後、行政、事業者

さん、それぞれのどのような方向性に向かい
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取り組まれるのか。多分ヒアリングされてい

るかと思いますので、どのようなことの説明、

そして今後の方向性の確認が取れているのか

それについて伺いたいと思います。 

次の質問が、11ページになります。安全で

安心な暮らしを守る基盤づくりの中の(1)道

路についてですが、村道については非常に重

要な村民と共有の認識とされているところで

ありますが、皆さん認識のとおり非常に特に

舗装道路等については、幹線道路のみならず

施設から年数が経過しており非常に傷んでい

るところがかなりあって、過去の議会の中で

も、修繕、補修について質問等々が出ている

ように、問題があるかと思います。そこで、

道路整備の財源確保について、取り組まれる

方策があるか伺いたいと思います。 

次の質問になります。13ページになります。

(7)防災対策の中でいろいろ避難所、備蓄物

等々については上げられているのですが、近

年の河川災害対策として想定されるいろいろ

ある訳ですが、河川整備地区で等々もあるか

と思います。そういったことで当然それは村

独自でできるような話じゃないので、国、道

へのアクションが当然図られるべきかと思う

のですが、そのお考えについて伺いたいと思

います。 

最後の質問になりますが、ページ16から18

にかけての話ですが、令和５年度の一般会計、

特別会計の概要ということで特に、特別会計

については17ページの中段のところに出てお

りますけれども2710万円、4.51％の増という

ところが表示されており、特に特別会計の伸

び幅というのが大きいんだというところは一

目瞭然な訳で、先ほどの質問された方の話の

中で、上下水の会計等についてはお話されて

いましたので、そこは特に求めませんけれど

も、それ以外の健保、あと診療等々について、

相当な延びの傾向を想定されていると。こち

らについて主な要因、それと今後のトレンド

について想定されていると思いますのでどの

ように捉えているのか伺いたいと思います。

以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 藤岡議員のご質問に

お答えをいたします。 

まず始めに７ページの、酪農・畜産に関わ

る哺育・育成センターの運営状況についての

ご質問であります。令和４年５月から供用が

開始されました哺育・育成センターにつきま

して、道営草地畜産基盤整備事業により建設

がされた訳ですけれども、現在、計画段階で

乳用牛800頭規模の受け入れ施設となってお

ります。建設費につきましては、広域連合５

市町村の均等負担で国費、道費を除く25％が

村の財政負担となります。この負担につきま

しては、過疎対策事業債で財源を賄っており

ますが、交付税措置により事業圧縮が図られ

ているという現状になっております。現在、

受け入れ頭数は沿線で206頭の預入の内、20

頭が村内からの預入頭数となっております。

センター利用者からは子牛管理作業の軽減や

代用ミルク代等コスト削減、それと作業時間

の軽減に繋がっていると聞いておりますけれ

ども、初任牛の市場価格が60万円を越える状

況から、後継牛を36万円の預託費で仕上がる

ことは生産者にとって大変メリットがあると

考えております。さらに村内農家の草地更新

と一体事業であり、94㏊を整備できました。

それから生産者は化学肥料や整備費が高騰す

る中で75％国と道費で支援されまして、昨年

までの草地事業費が1446万のうち25％で整備

ができたということで飼料高騰のさなか効果

の高い事業と認識をしているところでありま

す。 
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哺育・育成センターを運営する株式会社富

良野哺育・育成センターから広域連合へ支払

われるということになっており、初年度支払

いを受ける訳ですけれども、支払金額を受け

て市町村負担金から差引かれるということに

なっておりますので、これは予定通り実行さ

れるように伺っているところであります。 

次に、９ページですね。林業事業体への支

援ということで、令和４年度から森林環境譲

与税を活用した新たな施策として林業事業体

における後継者の育成と定着、それと林業労

働者の安定した作業環境の整備を目的とした

林業担い手対策事業、それと林業労働安全推

進事業を実施してきておりますけれども、次

年度においても継続して取り組むということ

であります。昨年の実績として、村内林業事

業体の働きかけとしましては、事業開始前の

昨年３月下旬に事業体ごとに内容説明を行い

まして、代表者のみならず従業員にも参加を

いただいた上で制度の普及、浸透に努めてま

いりました。そういったことで本年度におき

ましても事業の周知徹底に努めまして目的達

成のため取り組んでまいりますということで

ございます。 

次に11ページの道路の関係で、道路財源、

整備財源の確保に向けての取り組みというこ

とでございます。道路財源につきましては、

現状新規改良でないものについては、なかな

か補助制度等がない中で老朽化道路を更新し

ていく訳ですけれども、そういった中におい

ても、できる限り起債なり補助制度が受けら

れるようなものを優先しながら、検討をして

いくということが考えられますけれども、議

員言われるように道路施設の更新については

増加してくるんだろうなと考えているところ

であります。補修工事の多額の工事費が予測

される状況を考えますと、一般財源をどう増

やしていくかということが行政運営をする上

で大切だと考えておりますけれども、これの

道路財源の特効薬というのは今のところない

のが現状であります。 

それから13ページの河川災害対策として国、

道への働きかけ含めての関係でありますけれ

ども、これまでも村内を流れる河川管理者で

あります北海道へは要望書出してきた訳です

けれども、様々な機会を通じて、一つに社会

資本整備推進会議というのがありまして、そ

こで要望したり、河川に関しては富良野圏域

連携協議会というのを作っておりまして一緒

に要望書を提出しているところであります。

その他、上川総合開発期成会に占冠村として

の要望事項を要望書に記載を依頼して全体の

要望書とともに要望活動を実施しているとい

う現状になっております。北海道管理河川と

いっても、開発予算が必要になりますので、

こういった国への要望活動も含めて必要にな

ってくることから私も総合開発期成会と一緒

になって国への要望活動もしているところで

あります。 

次に、16から18ページの５年度の予算の関

係でありますけれども、特に特別会計の見通

しについてであります。特別会計それぞれ今

年増額になっているというご指摘であります

が、この件に関してはそれぞれ特別会計の事

情はありますけれども、それぞれの原因とい

うか必然性がありまして増加傾向にあるとい

うことは間違いないと思います。一部に医療

費や保険料の増額、それから施設の老朽化対

策等々を含めて特別会計の予算が膨らんでき

ているというのが、これからもそういった傾

向は続くだろうと思っております。あわせて

財源となる一般会計からの繰入金の増加が予

想されるということは事実としてあると考え

ております。これにどう対応していくかとい
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うことも含めて予算の中で午前中も議論しま

したけれども、これを予備的に基金等で予測

をしながらお金を貯めておいて使うという、

基金等の対応をしていくことが必要なんだろ

うなと思っているところであります。以上で

す。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） まず、最初の７ペー

ジの、串内牧場保育センターについてですが、

多くの答弁いただきましたのでわかります。

そこで、800頭の受入れ規模あるのだけれど

も実際のところ200頭程度でスタートしてい

るよということですが、今後の予測として、

800の規模はあるのだけれど、そのままいき

そうな予測なのかどうか。というのは、やっ

ぱり運用実績がなければ、当然当初見込みの

計画がちょっとくるってくるのかなと。たま

たま初年度だから200なんだけれど、今後段

階的に800頭に向けて進む予測が立っている

のかどうかについて伺います。 

次に、９ページの林業事業体への支援の中

で、昨年３月下旬にヒアリング実施していま

すよと。村の考え方をお伝えし、また事業者

さんの考えも伺ったということですが、問題

を私お聞きしたいのは、そこで村の考え方と

いうのは方針が出ていますから、ある程度そ

れはわかるのです。問題は事業者さんから、

例えば困りごと、村への要望等々が当然上が

ったかと思うので、村にはこういうことを実

行してもらえないだろうか、自分達は今こん

なことに困っているんだよというようなこと

を出てきたのかなと思うのです。これ実際、

しっかりやっていかないとゼロカーボンの目

標の話にも繋がってますから、山が荒れたま

ま計画だけで終わったということになりかね

ないので、非常に重要なテーマだと思うので

すね。このテーマについては、村長から直接

でなくても結構ですけれども、お聞きしたい

というとこです。 

次の道路財源については先ほどの答弁で結

構です。 

防災も先ほどの答弁でわかりました。 

最後の、令和５年度の一般会計、特別会計

の話です。いろいろ要因はあるのだけれども、

今後も特別会計については増えていく傾向に

あるんだという話はわかりました。私は、問

題はこの傾向が今５％弱に届くような延びを

示しているということは、全体予算額の約

1/5位は特別会計と。これ要するに避けて通

れない、減らす余地もないような会計の特別

会計と、これもう触れないくらいのガチガチ

の予算だと思うのですね。ということは、こ

れが非常に延びればどんどん一般会計で使え

るお金がなくなり、基金だってあると言った

のだけれど、どんどん取り崩していかなきゃ

ならないので、問題はこれが予測としては今

後10年に向かって人口構成も当然わかってい

る訳ですから、同じように４％後半から５％、

若しくは６％というような予測を立てている

のかどうか、そこについてお伺いします。以

上です。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 再質問にお答えをい

たします。哺育・育成センターの預託牛の状

況であります。昨年サルモネラ菌の発生があ

って、預託を控えたということもあって206

頭の実績になっておりますけれども、今年の

広域連合の議会で説明されたのをみますと、

預託計画として令和５年度、当初700頭を予

定しているということで概ね計画頭数に近づ

きつつあると状況だと思っております。 

次に事業体の支援の関係で、村から様々な

説明をして、それぞれヒアリングをしたとい

うことの中で、こういったことを村としては
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やりたいんだということに対して、事業体か

ら特に要望事項はその時はなかったと聞いて

おります。今後そういった要望も含めて、村

は誠意を持って対応していくということで考

えているところであります。実績を見ますと、

地域林業振興事業、森林の若返りと高性能林

業機械の促進ということではフォワーダのレ

ンタル経営等を含めて実績として上がってき

ているということと、担い手対策事業におい

てもそれぞれ実績として上がってきていると

いうことであります。あわせて労働安全衛生

についても、会社で必要な部分についての助

成をさせていただいているという実績になっ

ておりますので、これら含めてその他に今年

度で要望があれば答えれるものについては答

えてまいりたいと考えているところでありま

す。 

最後、特別会計の増加でありますけれども、

これまでも増加傾向にはあったのですけれど

も、その年で上がったり下がったりというこ

とはありました。それぞれの会計で今年上が

った、上昇したということはありますけれど

も、伸び率をなんぼという定めでやっている

ことは考えてません。基本的には前年度の繰

入金を踏襲するような事業計画にしてくれと

いうことで当初スタートして、査定の段階で

どうしても必要なものについては、それを認

めてきているというやり方がございますので、

伸び率を決めてやるということはありません。

それで各会計、先ほども言いましたけれども

増えた理由というのはそれぞれでありまして、

上下水道では施設の維持、修繕にかかる費用

と法律で定められた計画更新経費というのが

上がっております。介護保険では居宅介護サ

ービス等の給付金の増加が上がっていると。

それから診療所会計は人件費の部分でベース

アップがあって増加をしたと。それから国保

会計、後期高齢者会計は納付金が広域連合で

やってますから納付金が計算されたものを納

付するのですけれども、今年については納付

金が増加したということで、これらの中で大

きいのは国保会計、後期高齢者会計納付金で

合計１千万円ということで、増えたというこ

とがあったと思います。 

それから、占冠村特定環境保全公共下水道

事業計画変更の委託業務費が631万８千円と

いうことで若干増えたということで、これは

時期的なものでありますから、これはまた変

わってくるという状況であります。そういっ

たことで財政方針でもいろいろ言っていると

おり、やっぱり歳入に合った歳出をどう作っ

ていくかということが課題かと思っておりま

す。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） １点、９ページの林

業事業体の支援策ということで、特に事業者

さんからの報告はあったのだけれども、こん

なことというような要望事項は無かったかの

ようなお話だと思います。問題は私も、いろ

いろ他の議員さんなんかと合同でいろいろ施

業の現場、工事やった後とか機械等々を見さ

せてもらう中で、各事業体さんが使っている

機械整備というのは、正直言ってかなり老朽

化しているし、時代遅れと言っては言葉的に

失礼かなと思うのですが、そのような現状に

あると思います。今、日本全国の中で山を荒

らさないような施業体制の確立というのが多

分、大きなテーマとして謳われているはずな

んです。そのためにはある程度の機械設備の

投資等々が重要になる。これはやっぱり、あ

る程度行政サイドとしてそういった情報も業

者さんと共有しながらそっちに向かって進ん

でいかないと時代遅れの業者さんになってし

まって、若手は来ない、仕事はやりたくても
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この設備ではもう山に入れないというような

ことが、ともすれば起きかねない。村ではや

はり村の村有林、民間の林、森もある訳です

から、それトータルの面積があるのでそれに

向かって国有林の仕事はともかくとして、そ

ちらの整備計画がある訳だから、やはりもう

少し踏み込んで、業者さんを巻き込み、ある

程度もっと深めた議論をしていかないと、村

としての計画的な村有林だけ考えても整備は

必ずどこかで滞ってしまう。村外の業者さん

に頼らざるを得なくなるということが起きか

ねないなと私は感じるのですが、村長の考え

を伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 林業事業体の育成と

いう部分で、議員言われる高性能林業機械の

部分は、村の事業としては導入費を村が負担

をするということは考えてないのですね。や

っぱりそれに慣れるために、機械のレンタル

費用について村は助成をすると。そのことに

よって、林業機械を事業体が用意するための

資金、あるいは貸付含めて相談に乗ることは

あると思います。事業体が自らそういった環

境に挑戦をしない限り、なかなか難しい課題

だなと。村の責任としてしっかりそれに見合

う事業の確保だとか、そういったことをやっ

ていく必要があると思いますけれども、新し

くするのに村がお金を出すということは行政

として違うかなと考えているところでありま

す。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 執行方針について伺

いさせていただきます。 

ページ数６ページ、ゼロカーボンの推進、

下川議員や細谷議員も質問されていたのです

けれども、ゼロカーボンの下から３行目から

ですか、北海道大学大学院と連携して、ふる

さと教育推進授業、SDGsの環境教育を進めて

まいりますということで、ふるさと教育、川、

雪なんかの授業はしていることは伺っている

のですが、その他に何か目新しいふるさと教

育をやられるのか。占冠は自然体感しむかっ

ぷと謳っておりますので、そういうことを重

視して行われるんだろうなと思いますけれど

も、中身がわかっていれば教えてください。 

ページ数７ページ、農業の中の畑作振興、

水田活用の直接支払交付金の見直しというこ

とで、村内の水田活用の面積の51haの25％と

いうことで、あとの75％は今年度中に切り替

えるよという意味、転換されるという、承諾

を得るという内容だと思うのですが、１年間

で25％しかできなかったものが、残り１年で

75％も転換ができるのかどうか、そのへんの

中身を教えてください。 

ページ数９ページ、観光振興、先ほども皆

さんが聞いておられましたけれども、湯の沢

温泉、今年圧力ポンプとか混合栓とか予算組

まれて改修されるようですけれども、それと

隣にある公営住宅も解体という予算組みをさ

れていたので少し整備をされるのかなと思っ

たのですが、残りグラウンドというのでしょ

うか、テニスコートも指定管理の中に入って

いるのかなと考えているのですが、あそこは

営業開始からさほど利用もされず、そのまま

の放置何十年もされていますよね。そこの整

備はどうするのか、今後どう行っていくのか、

指定管理者と協議されているのかそのへん教

えてください。 

ページ10ページ、③の労働ですね。下から

２段目、労働相談員の配置や占冠村勤労者生

活支援貸付制度、このへんも継続していきま

すよということですが、労働相談員というの

は毎年選出されているのか。毎年載っている

のですね方針の中に。公表されているこの人
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がなりますよというのは任命された時だけ公

表されて、そのあと次の任命まで名前が出な

いという感じですが、どの方がなっているの

かが全然わからない状態になっているのかな

と思いますので、このへんの住民への情報公

開考えていただきたいと思います。 

隣のページ11、道路に関してです。内容的

には橋になるのですけれども、維持管理、補

修、今年は２つの橋をということで、12月の

一般質問でも答えられていましたので、今回

やられるんだなと理解しておりますが、この

橋梁の清掃、整備する２つの橋以外の橋の清

掃活動というものを業者さん任せにしている

のかなと私思っているのですが、賄い切れて

いないのが実情かなと思っています。これは

その地区に住んでいる住民を巻き込んで、昔

出役といった制度という訳じゃないですけれ

ども、ボランティア活動みたいなことをやっ

ておりましたので、そういうシステムを使っ

て年に１回なり２回なり清掃活動をすれば維

持管理がもっとスムーズにきれいな橋になる

のかなと考えているのですが、そのへんどう

やっていただけるのかお聞きします。 

ページ数13、防災対策、いつも９月１日に

防災訓練等行っているところですけれども、

占冠は雪害と水害が主かなと思っているので

すが、近年水害も結構あって占冠はまだ災害

というものはないですけれども、新しい保育

所、小学校は低いところに建っております。

そのへんで子供たちはそれなりの防災訓練は

されているかなと思いますけれども、意外と

地震に対しての防災訓練が多いのかなと思っ

ているのですね。水害に対してのその学校、

保育所だけじゃなくて、住民がどれだけ関わ

って逃げる訓練というのでしょうか。そうい

うものをやられているのかどうか。これから

やっていただけるのか、そのへんをお聞きし

たいと思います。 

最後もう１点、15ページ、子育て支援の拡

充と云々で下から３行目、子育て世代包括支

援センターという云々の中で、昨年この文言

の中に子ども家庭総合支援拠点の設置という

ことが載っておりました。それが設置されて

いるのかどうか。その設置してないのであれ

ば、今後どのようにしていくのかお聞きした

いと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 大谷議員のご質問に

お答えをいたします。 

最初のふるさと教育の関係について、北海

道大学と連携をしながら昨年も実施しており

ますので、その詳細については担当課長から

私のあと説明をさせていただきます。 

次に観光振興の湯の沢温泉の関係でござい

ます。計画的に維持、修繕をやっていくんだ

ということのご指摘も受けていますし、進め

ようとは思っております。使われていない設

備、施設ご指摘のとおりあるかと思います。

このへんについては、湯の沢温泉全体の計画

の中で、指定管理者とも再度協議をしながら

必要であれば村が投資するものは投資する。

指定管理者が整備するものは整備するという

ようなことで、やっていくべきだと私も思っ

ていますので指定管理者と協議をさせていた

だきたいなと思っております。 

10ページの労働相談員の関係、村としては

配置をしている訳ですけれども、それが十分

PRされていないというご指摘だと思います。

そのへんは含めて様々な相談内容があろうか

と思いますので、どこにどう連絡してどうす

れば良いんだということも含めてやり方を検

討して周知をするように内部で調整をしたい

と考えております。 

11ページ、道路の関係ですけれども、橋梁
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の清掃管理ということで、実は村の村道管理

については管理委託業務ということで事業者

さんにお願いしている部分もありますが、橋

の清掃管理まで委託しているかどうか私確認

できませんけれども、そういった村道全般、

橋梁の維持、管理については村道等管理委託

業務によって行っているということで、村内

には46橋の橋梁がありまして、毎年排水溝の

清掃等は行っているということで、路面清掃

についてはその業務の中に入ってないかと思

いますが、これらも含めて検討していかなき

ゃならないかなと思っているところでありま

す。 

13ページの防災に関わっての保育所、学校

の避難訓練についてはそれぞれの施設で避難

訓練はやられております。村としても水害に

対する逃げる訓練、避難訓練は私もよく避難

訓練の際には、とにかくまず人命が第一で逃

げることが最優先なのでぜひこの避難所に逃

げることを日頃から逃げる道順、逃げる方法

等をそれぞれが確認をして、まず逃げること

が大事だよということを申し上げてきており

ますけれども、村としては反復訓練というこ

とで年１回しかやられていませんけれども、

必ずそういったことを確認するという意味で

も避難訓練は年１回、村としてはやっていく

という方向性は持っております。 

水田活用ですね。農業関係の水田活用の直

接支払交付金の畑地化についてです。占冠村

には水田活用交付金の対象水田が村内で

197haありました。ところが畑地化転換、国

の方針転換で畑地化に転換を５年以内にしな

ければ、水田に水張りをしなければ交付金が

ゼロですよという農業政策の転換がありまし

て、村内で水田として残れる場所はないとい

うこともあって、昨年の畑地化転換をした結

果、実績として７戸で51ha転換されたという

ことになっています。残り７戸146haという

ことになっております。昨年３月に水田所有

者説明会を開催しまして、村として畑地化転

換を促進する意向を伝えてきたところであり

ます。令和４年度に国の助成としても、令和

４年度には10aあたりが10万５千円でありま

して、令和５年度が10aあたり14万円という

ことで増額されております。それ以降の単価

が示されていないという現状から早期に実施

することが優位であるということで進めてい

るところでございます。いずれにしても土地

所有者の了解がなければ畑地化申請すること

はできませんので、土地所有者から同意書を

取り交わし、圃場から転換に向けて申請を行

っていくということであります。交付金対象

田はこれまで道営や国営事業による基盤整備

ができませんでしたけれども、今後畑地化転

換によりまして、基盤整備事業が実施できる

ということのようですから、村としてはそう

いう事業実施に向けた取り組みを支援してい

きたいという内容でございます。 

最後、未来を託す子どもの環境づくりの中

の、家庭総合支援拠点についてのお話です。

占冠村子ども総合支援拠点につきましては、

昨年７月に設置をして広報で周知をしてきた

ところであります。すでに開設されている、

子育て世代包括支援センターと一体的に機能

させることで虐待をはじめとする問題を抱え

る子どもと家庭の相談の場として周知をして

おりますが、現在のところ実績としてはござ

いません。今後におきましては、児童福祉法

の改正によりまして、子育て包括支援センタ

ーと統合をして子ども家庭センターとして機

能することとなりますので、令和６年度まで

に設置できるよう準備をしてまいりたいとい

うことでございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 
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○企画商工課長（平岡 卓君） 執行方針の

６ページのふるさと教育推進事業のというこ

とで、大谷議員から質問がございました関係

ですけれども、昨年連携協定を結んでいます

北海道大学大学院環境科学院と委託契約を結

びまして、中学生それからトマム学校の後期

課程生、それと一部保護者の方を対象に山中

先生によるSDGsに関する講義を行ったりです

とか、生徒等によるパネルディスカッション

を行ったりとかということで、そういう環境

教育の授業を実施してまいりました。今年度

においても、そういったSDGsとかそういう環

境教育というのが若年層からの教育が非常に

大切だということを考えておりまして、今年

度におきましても継続して行っていきたいと

考えているところです。 

今年度の内容については、また北海道大学

と協議をしながら中身については決定をして

いきたいなということで考えております。以

上です。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） ただいまのふるさと

教育推進、去年からやってますよと。中学生

ほとんど10歳以上の方、中学生を中心にやら

れているということですが、若年というあれ

が出たのですが、小学生からも今後はやって

いくという理解でよろしいでしょうか。 

畑作の関係です。昨年やられた方は10万５

千円、今年度やる方は14万円と３万５千円く

らいの差が出ている訳ですけれども、これの

差が出ているということは昨年あった方は

「え～」という感情になるのかなと思います

けれども、そのへんの説明は畑の所有者さん

にはされるのか、そのへんお聞きしたいと思

います。 

防災の関係、人命第一はもちろんですが、

地震だと外へ出て待ちなさい。建物内には居

ないでというような話になるのかなと思いま

すが、小学校だと水害であれば昼間であれば

２階に避難しなさい。そういう感じで行われ

るのかなと思うのですが、保育所事体、トマ

ムもそうですけれども、低地に建てられてい

る訳で、外に出て避難しなさいだけでは済ま

ないのかなと感じるのですね。そのへん自治

体というか、そこを担当している者としてど

のように考えているのかお聞きします。 

○議長（児玉眞澄君） 村長。 

○村長（田中正治君） 再質問にお答えをし

たいと思いますけれども、それぞれ担当課の

ほうが詳しいものですから、詳細についてそ

れぞれの担当課長のほうからご説明させてい

ただきます。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） まず、ふる

さと教育推進事業の関係でございますけれど

も、小学生も対象にするのかということでご

ざいますが、新年度においては中学生及び後

期課程生を対象にしようと考えております。 

それ以降は、小学生も対象にということも

検討材料ではあると思いますが、中身、内容

等も検討しながらそのへんはまた再度決定を

していきたいなと思っています。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 総務課長。 

○総務課長（三浦康幸君） 防災の関係で大

谷議員のご質問にお答えいたします。 

占冠村役場の防災担当者が年に１度それぞ

れの学校から招へいを受けまして、１日防災

学校というのをやってございます。例えば本

年度の９月１日に行われた中央小での実施内

容といたしましては、大雨災害を前提に担当

職員からパワーポイントを用いた状況説明、

それからどういった行動をとったら良いかと

いう講話をさせていただいて、その後で実際

に避難路を使っていただいて中学校まで上が
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っていっていただいて、今度は中学校の体育

館で実際に防災用の簡易トイレですとか、そ

ういったものを作っていただいて、それを体

験していただくと。それから他の学校でもDo

ハグですとか、避難所の運営のゲームですね。

そういったものをそれぞれの学校で行わせて

いただいておりまして、これらの取り組みは

毎年継続していきたいなと考えております。

以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 農林課長。 

○農林課長（小尾雅彦君） 畑地化の10a当

たりの単価について、昨年から国からの情報

提供も、いろいろ錯綜しておりまして、情勢

が変わっている中で所有者さんにも説明はし

てきたのですけれども、単価変更に関しても

私どもも予想をしていなかったものですから、

その旨先だって交付を受けている７戸の農家

に対しては、同意書をいただいておりまして、

こういった金額の提示もあった訳ですけれど

も、特段今年になっての経費の増額はありま

すけれども、こういう情勢の煽り理解はいた

だいております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 福祉子育て支援課長。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 先ほ

どの総務課長の防災対策についての保育所の

部分でございますが、保育所におきましては

逃げる経路の確認といたしまして、中学校下

までの避難訓練ということで日頃行っており

ます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 子育て支援課長の話

ですと、占冠保育所ですよね。トマム保育所、

トマムの学校も低地に建っていると思うし、

前回の水害の時もギリギリのところで水が止

まった状態ですけれども、そこに対しての子

どもたちの防災、今総務課長もおっしゃって

たので学校に関してはしているのかなと思い

ますけれども、もう少し詳しく教えてくださ

い。 

ふるさと教育推進の関係でSDGsに特化して

という感じのふるさと推進教育なのかなと思

ったのですけれども、午前中の下川議員の自

然体感しむかっぷとを題材とした、ふるさと

教育はできないものなのか。このへんちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） ただいまの

大谷議員のご質問でございますけれども、決

してSDGsに特化した授業ということではござ

いません。SDGsも含めた環境教育そういった

ものを実施するということで進めております。

その中でもちろん山中先生、先ほど大谷議員

おっしゃられたとおり、雪の学校ですとか

様々な授業をこれまでも行っていただいてお

りまして、村内の状況はかなり詳しい方でご

ざいますので、そういった本村の特徴なんか

もそういう課題に絡めながらの授業ですから、

非常にそういった部分では本村の環境ですと

かそういったものに絡めての授業が進められ

ているということでお答えとしておきたいと

思います。 

○議長（児玉眞澄君） トマム支所長。 

○トマム支所長（石坂勝美君） トマム保育

所の避難の訓練ですけれども、実施している

のですけれども、例えば大雨等の逃げるとい

う形になると保育所の子どもたちは小さくて

なかなか歩くのも十分じゃない子もいらっし

ゃるものですから、トマム支所も一体になっ

て車を出して一緒に支所まで逃げるとかそう

いったことを想定しながら園の中では進めて

おります。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） ここで２時10分まで

休憩します 

休憩 午後１時58分 
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再開 午後２時10分 

 

◎日程第１ 教育行政執行方針 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。議事を続けます。 

続いて教育長の教育行政執行方針に対する

質疑を行います。質疑はありませんか。 

４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ３点質問させていた

だきます。 

 １点目、２ページ中段、豊かな心と健やか

な体を育む教育の推進。その中で、ふるさと

への愛着と誇りを育み、将来の担い手として

の力や地域への貢献意欲の育成を図るため、

地域の自然、文化財、産業や人材等の教育資

源を積極的に活用した、ふるさと教育を推進

とあります。とても素晴らしい方針だと思い

ます。その取り組みとして、例えば具体的に

どのようなことを考えているのかお聞きしま

す。 

 ２点目、４ページ(6)教育環境の整備と充

実。この中で働き方改革推進、教員の残業時

間の多さが指摘されていますが、数値目標等

設定は考えているのか伺います。 

 ３点目、５ページ(3)生涯にわたるスポー

ツ活動の充実。村民スポーツレク、村民スキ

ー大会等の実施は村民の大切なイベントとし

て盛り上がりを見せていますが、一方で村民

の生涯スポーツとしての環境整備も必要では

ないかと思います。地域のスポーツ活動への

支援と機会の創出とありますが、機会の創出

とはどのようなことか伺います。 

 以上、３点お願いします。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○村長（多田淳史君） 細谷議員のご質問に

お答えします。 

 １点目ですけども、地域の教育資源を活用

した、ふるさと教育の推進といったところで

具体的な計画についてお話をさせていただき

ます。ふるさと教育の具体的な計画につきま

しては、学校に来まして各教科、総合的な学

習の時間、それから道徳、特別活動の中でそ

れぞれの発達の段階に応じた体験学習を実施

する予定でおります。具体的には普通教科の

生活科や社会科において、村内の工場や、公

共施設の探検、川の学校、熊の学校、神楽の

学校、農園活動等の村内の教育資源を生かし

た体験学習を実施する予定で今計画を立てて

いるところでございます。 

 続きまして２点目でございます。学校にお

ける働き方改革でございますが、こちらにつ

きましては学校における働き方改革北海道ア

クションプランというものがございまして、

この中で時間外在校時間を１か月で45時間、

１年間で360時間とする目標を掲げておりま

す。本村におきましてもこのアクションプラ

ンの目標を達成に向けて取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 続きまして３点目になります。生涯にわた

るスポーツ活動の充実の関係でございますが、

新型コロナウイルス感染症拡大防止による村

内の各種行事の中止、こちらが相次ぐ中で令

和４年度においては村民レクリエーション大

会、村民スキー大会を、規模を縮小しながら

ですけども実施をしてまいりました。令和５

年度においては今まで開催できなかった村内

の公民館事業ですとか、富良野圏域で実施さ

れているスポーツ交流への参加機会を逃すこ

となく積極的に実施をして周知をしてまいり

たいと考えております。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ４番、細谷誠君。 

○４番（細谷 誠君） ３点目の質問で村民

の生涯スポーツとしての環境整備も必要では

ないかということを質問させていただいてい
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ますが、どういうことかというと、例えば村

民の生涯スポーツとしてウォーキングコース

や歩くスキーコースの設置、整備等村民が１

年を通してスポーツを楽しむ環境を整えるこ

とで、より明るく活気ある豊かな生活が送れ

ると思いますが、このような取り組みを組み

込んでいく考えはないか伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○村長（多田淳史君） 生涯教育の関係にな

りますけども、環境整備は非常に大切だと感

じております。村内におきましても過去に歩

くスキーコースですとかがあったという経緯

はありますけども、なかなか使用がされない

ですとか、場所の問題ですとかがありまして、

なかなか整備が継続していないという状況も

把握しております。私自身としては一年気軽

にそういう活動ができるということは非常に

大事で、整備も必要かと思っておりますので、

財源の方もあるとは思いますけども、皆さん

のお知恵をお借りしながらお金のかからない

ものと言いますか、なるべく簡素でも皆さん

が楽しめるようなものを何か模索していきた

いと考えております。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑はありませ

んか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） ２点質問させていた

だきます。 

 ２ページ、情報活用能力の育成と国際理解

教育の推進ということで、こちら３ページの

４行目に学習用デジタル教科書の導入等によ

り、ICT活用能力の育成や教育の質の向上に

取り組んでいくということですが、ICTの活

用能力の育成ということには専門的な知識が

必要になってくると思います。そういった中

で教育現場の質の向上をさせるためにも専門

的なことを教えていただけるGIGAスクールサ

ポーターの導入等もやってはどうかと考えま

すが、そういった導入等も検討されているの

か伺います。 

 ２点目、６ページ、社会教育施設の充実と

いうことで、４行目から図書館を有し、公民

館として利用されているコミュニティプラザ

が日常的に村民に自由に解放され、より親し

みをもって利用できる空間づくりに取り組む

ということと、各地区にある公民館分館の活

用実態を把握、整理し、効率的で有効な活用

ということなのですが、一般的に図書館です

とか公民館というのは自主学習だったり生涯

学習ができるように、自由に使えるパソコン

の設置があったり、あとはWi-Fiを繋いで自

分の機械を持ち込んだとしてもそういった

Wi-Fiが設置されていて、そこで自主学習が

できるような施設になっていることが多いと

思います。こちら親しみをもって利用できる

空間をつくるということですとか、友好的な

活用ということで言えばそういったWi-Fiの

設置だったりとかも必要になってくるのでは

ないかと感じますがどのように考えているか

伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） お答えいたします。

まずGIGAスクールサポーターの導入等という

ところでございますけども、こちらにつきま

してはICTの活用能力の育成とか質の向上と

かを考えますと、GIGAスクールサポーターと

いうのは必要かなとは感じております。ただ、

なかなかGIGAスクールサポーターになりうる

人材の確保が難しいというところで、この人

材については中々確保ができないというとこ

ろから、その確保については今のところは、

確保できないので考えていないと言いますか、

確保できないので今考えていないというとこ

ろでございます。ただし、村内の学校のICT

担当教員のほうでいろいろ研修等行ってきて
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いる実態もございますので、さらにその研修

機会をこちらから提供しながらですとか、

GIGAスクール、ICTに詳しい教員の方もおり

ますので、その方たちのお力を借りながらよ

り良いものを作っていきたいなと思っており

ます。また、道のサポートセンター等もござ

いますのでそちらを有効に活用していきたい

なと思っております。 

 それから社会教育施設の充実ということで

公民館の関係ですね。公民館につきましては、

まず私の考えとしまして公民館、公民館分館

がありますけども、なかなか使いやすい環境

にあるのかなというと、若干使いづらい。入

りづらかったりというところもございまして、

そういう声も聴いておりますので、できれば

気軽に入っていただいて自由に過ごしていた

だくというのが理想かなと思っておりまして、

常に人がいるような公民館が良いのかなと思

っていて、そのような空間をつくっていきた

いという思いでございます。分館につきまし

ても、もともとは学校というところで分館に

指定されているのですけども、現状学校が廃

校になって村の集会所であったり、そういう

ものになっているということで、例えば管理

人さんの高齢化によってなかなか常駐が出来

なかったりするという実態もあったり、その

活用がなかなかされていない状況も聞いてお

りますので、そのへんを精査しながら有効に

活用できる分館を目指したいなと考えており

ます。 

 Wi-Fi等の設備なんですけども、議員おっ

しゃるとおり、図書館、図書室というところ

にWi-Fi環境があるのは非常に良いことだな

というところと、文部科学省でも公民館と社

会教育施設にWi-Fi設備、公衆無線LANの整備

をするべきだということで言われております

ので、今、Wi-Fi設備が使えるのがコミュニ

ティプラザなんですけども、公開されてはい

るのですが接続しづらい状況、セキュリティ

の関係とかがあったりしてですね。改善が必

要かなというところでございますのでそのへ

んの改善も含めて、トマムの図書室も含めて

Wi-Fi環境の整備に向けて前向きに取り組み

たいと思っております。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 下川園子君。 

○５番（下川園子君） 公民館、図書室の有

効利用というところで、図書室すごく本はす

ごく充実していただいている状況ではありま

す。それを読むとか、図書室を使って少し勉

強をしたいといった場合に、そういった空間

が中央の図書室には大きなテーブルがあって

少し本を読んだりするようなスペースという

のは設置されているかと思いますが、勉強ス

ペースみたいなものというのはないと思うの

ですね。ただ図書室というのは、そこで調べ

物をして、本を持ち帰ることもできますけれ

ど、その場で勉強をするということも兼ね備

えたものが図書室ではないのかなと思います

ので、そういった勉強スペースの設置等も考

えていただけるのかなと思いますが教育長の

考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） コミュニティプラ

ザの図書室についてはその環境があるかなと

いう、ちょっと机が足りないという部分はあ

るかもしれませんけれども、環境はないこと

はないのかなと思っております。 

問題はトマムのコミュニティセンターにあ

る図書室が、あそこは本を見るだけのところ

と言いますか、借りるだけのところと言いま

すか、という状況は把握しておりまして、場

所のことを考えますとなかなか難しい問題も

あるのですけれど、できれば空いている部屋

と言いますか空間を利用させていただいて、
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勉強ができるようなスペースというか、読書

ができるようなスペースを確保できれば良い

かなと考えておりますので、こちらも現場を

見ながらトマム支所とも協議をしなければい

けないかなと思いますけれども、そのへん協

議をさせていただいて改善をさせていただき

たいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑はございま

せんか。６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） ４ページです。先ほ

どの細谷議員とちょっとダブるのですけれど

も、確認したいところが違いましたので質問

させてもらいます。 

(6)の教育環境の整備と充実で、その上か

ら２行目、働き方改革を推進します。また、

教職員の在校時間云々って３行目、住民への

公表を行いますということで、先ほど教育長、

細谷議員の質問の中で北海道から北海道アク

ションプラン、一月45時間以内、年間360時

間以内、これは国が学校の教師の勤務時間の

上限に関するガイドラインを作成しておりま

した。数字はこれと全く同じなので道も国の

時間に習ってアクションプランを作成したの

だと思うのですけれども、ここで働き方改革

を推進しますという表現ですけれども、まさ

か教育長が学校行って時間管理できませんか

ら各学校から先生一人一人の時間外の記録が

報告あって、その中には今言った１週間の45

時間でしたか、それを越えている人が何人か

いるので、そのガイドラインにそういうよう

な形で働き方改革を推進するという意味合い

なのかそのへんを確認させてください。 

「また」からのところで、確かに言ってい

ることは実際に記録してその人の学校でも勤

務時間もあれば勤務時間外と言いますかそれ

もあるものですから、それを的確に記録すれ

ば時間外がどう発生するのかというのはわか

ると思うのですけれども、この文言だけでは

理解はできるのだけれど、十分どういうこと

を言っているのかというのが想像つかない部

分がありますので、具体的な計測、記録の適

切な把握をどんなふうにしてやるのか具体的

な内容をお聞きします。 

最後の下段で、住民への公表を行いますと

いうことですけれども、先生一人一人の年間

の時間外を出すのではないと思うのですけれ

ども、今考えていると言いますか想定してい

る公表の内容をお聞きしたいと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） 働き方改革の関係

でお答えをいたします。 

まず、教員の時間外勤務の把握と指導と言

いますか、そのことに関しましては一応アク

ションプランの中で、勤務時間を意識した働

き方改革の推進と学校運営体制の充実という

ところで、重点目標として在校時間の客観的

な計測、記録と公表ということで記載をされ

ております。そこに基づいてこの時間外勤務

の時間を把握していくのですけれども、こち

らで考えているのは、毎週提出しなさいとい

うことは考えておりませんで、毎月教育委員

会に報告をしていただいて公表するとともに、

上川教育局にも報告していくというようなこ

とになっていくかと思っておりまして、それ

の実行が５月からを予定しております。時間

外の実態を把握してどうしていくかというこ

とに関しましては、そこにつきましては学校

長、教頭、管理職で指導していくというよう

な形になっていくかと思っています。現時点

でも時間外勤務について把握しながら、退勤

を促したり、学校内での時間外勤務を減らす

ための取り組みというのを管理職ですとか、

一般職もそうですけれども、中心となって取

り組んでいるというところでございますので、
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基本的には学校の中で取り組んでいただくと

いうところになります。ただそれがなかなか

思うように進まない場合は、教育委員会が若

干介入はしていくかなと思っております。 

計測記録、このへんの具体的な方法ですけ

れどもガイドラインの中では、出退勤管理シ

ステムの活用ですとか、ICTの活用、それか

らタイムカードの活用というところで記載を

されております。村内の学校においては、パ

ソコン起動時にICカードが必要になっており

まして、そのICカードをかざした段階から勤

務が始まるというようなことで、これについ

ては試行段階ですけれども、そういうことで

やっております。以前は教頭が勤務時間を把

握して教頭が時間を入れるというようなこと

をしていたのですが、そちらも併用しながら

ですけれども、そのICカードを活用しながら

というところで今試行しているところでござ

います。 

公表内容についてでございますが、公表内

容につきましては、内容については自由な様

式というようなことで言われております。村

内の学校においては、教員数も少ないという

ことであまり詳しく数字を上げることはでき

ないかなとは思うのですが、職種には分ける

必要があると思っておりますので、校長、教

頭、教諭もしくは養護教諭ですとか特定され

てしまう可能性もあるのですけれども、その

他ですとか、そういう形でなるべく特定はで

きないのだけれども、わかりやすいような形

で公表をしていきたいなと思っております。

以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 今の説明でわかりま

した。恥ずかしいのですけれども、私も今日

質問する予定がなかったと言いますか、ここ

の働き方改革を推進するというのは、さっき

北海道のアクションプランで言われていると

いうことで、令和５年度からこういう厳密に

やりなさいという指導というかがきていると

いうことで、今まで、つまり令和４年までは

的確な時間の把握とかはしていなかったって

いうことでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） はい。この働き方

改革に関しましては、今のアクションプラン

っていうのが第２期ということになっており

まして、この期間が令和３年度から５年度ま

でということになっております。ですのでそ

の前の３年間ですから、平成30年から働き方

改革の取り組みが始まっております。その中

で、モデル学校ですとか、そういうのを指定

しながら、その時間外を減らす取り組みとい

うのをいろいろやってきている中で、その中

でやはり異常に多いといわれている時間外勤

務、45時間以上の時間外勤務が小学校では

67％ですとか、中学校に至っては８割ですと

かという数字がございますので、そのへんを

どう減らしていくかというところで、また新

たに重点目標として取り組みが始まっている

ところです。 

公表については、以前から言われていると

ころではあったのですけれど、この２次のプ

ランができた時から公表してくださいという

話だったのですけれども、私どもというか村

として教育委員会としては公表できないなと

いう段階でしたので、公表はしていなかった

というところですが、これから令和５年、そ

の先に向けて、校務支援システムというもの

を通して上川教育局ですとか、北海道教育委

員会にいろいろなデータを時間外を含めてで

すけれども、そういうデータを報告する必要

が出てきましたので、これを機に５年度から

公表をさせていただくということにいたしま
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した。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑はありませ

んか。２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ２点ほど質問します。 

２ページ、学校教育の充実、(2)豊かな心と

健やかな体を育む教育の推進という中で、先

ほどからも何度か言葉は出ておりますが、ふ

るさと教育の一環としてというようなお言葉

が再三出ております。その中で、具体的には

ここに謳われていないのですけれども、当然

歴史に学ぶ活動というのは歴史を紐解いて占

冠ってどんなところから始まったのというの

をどこまで確かに遡るかは難しいところはあ

る。縄文まで遡るのか、明治まで遡るのかで

も違いますけれども、とにかく一つ歴史とい

うところから紐解いて、それで今これからど

うなのというところを、占冠を知っていくと

いうところが、正に自分たちの育ったこの占

冠がどうなっていたのというようなところが、

非常に重要、それで座学だけでは、特に若い

子どもたちには頭の中だけで、例えば開拓の

時に馬を使って耕し、山で馬搬をし木材を運

びとそんなこと言ってもピンとこない部分も

あるので座学の後にはやっぱり実際に物を見

せる、触らせるというようなことも含めて、

そういった具体的に計画が考えられているか

どうかについて伺いたいと思います。 

２つ目です。５ページになります。(4)芸

術文化活動の振興と文化財保護の推進という

中で、こちらについてもザクっと丸めて表現

されております。私がお聞きしたいのは、具

体的なそういった文化財保護、文化活動の振

興の中身、そしてその活動はいつ頃を考え、

どんな規模でというような、当然計画あるか

と思いますので、その計画について伺いたい

と思います。以上２点です。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） お答えをいたしま

す。 

まず１点目でございます。ふるさと教育の

関係でございますけれども、先ほど細谷議員

からのご質問でお答えをしているような内容

となりますけれども、発達段階、それぞれの

学年の中で教科それから総合的な学習の時間

ですとか、特別活動の中でまずは体験学習を

しているというところです。歴史というとこ

ろで言いましても、学年によりまして内容は

ちょっと違ってきますけれども、占冠村の歴

史について学ぶという機会を設けているとい

うところでございます。 

体験については、毎年行っている訳ではな

いのですけれども、その時々に応じて郷土資

料館等へ行って物を見てみるですとか、そう

いうことはしているということで学校ではそ

のような体験もさせているというところで、

聞いております。 

続いて２点目になりますけれども、芸術文

化活動の振興と文化財保護の推進というとこ

ろになりますけれども、こちらについては、

学校教育におきましては陶芸教室ですとか、

神楽の学校というところで開催をしておりま

す。昨年度も令和４年度も実施しているので

すけれども、令和５年度においても実施をす

る予定となっております。これについては小

学校、中学校で実施予定ですが、社会教育こ

ちらにおいては具体的な計画というのはちょ

っとないのですけれども、文化連盟ですとか

各団体の協力を得ながら、多くの皆さんに関

心を持っていただけるような宣伝活動はして

いかなければならないなというところで、今

いろいろ考えているところではございます。

コロナが収束に向かっていって制限がなくな

っていく中で、今までできなかった授業等が

ございますので、そちらを取り入れながら社
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会教育のほうは取り進めていきたいなと思っ

ております。以上でございます。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 一つ目の質問につい

てですが、今教育長からの答弁の中だと、先

ほど細谷議員の答弁の中でも聞いておりまし

たけれども、感覚的にちょっと学校任せに聞

こえるのです。こちらの教育委員会として村

としてイニシアティブとれるってことはない

のかな。要するにこういうふうに取り組まれ

ると、やっておられると聞いておりますとい

うような答弁なんだけれど、それはじゃあそ

こには我々、教育の立場の行政サイドとして

はそこにイニシアティブがとれないというこ

とですか。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） そちらに関しまし

ては、こちらからのある程度の方針をお伝え

した中で、学校でこの方針に沿った形で実施

していくということにしています。ですので、

こちらから助言をすることはありますけれど、

こういうことをしてほしい、してくださいと

いうのはあるのですけれど、それが取り込ま

れることもあるのですが、突然来月これをや

ってくださいというようなことにはちょっと

なっていかないというところですので、かな

り前の段階からこういう方針でいきたいので、

このような例えば川の学校ですとか、神楽学

校ですとかを継続してくださいですとか、新

規にこういうものも行ってください、実施し

てくださいということは言えます。突然のス

ケジュールを入れていくというのはなかなか

難しいというところでございます。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） ３回目の質問になり

ます。突然の依頼等々のいきなり言うことは

言ったってそれは学校のスケジュールもある

ので当然そうだと思うのです。私が言いたい

ところは、例えばふるさとの歴史教育といっ

ても学校の先生といってもほぼここの出身者

じゃないのです。実際は何年かはおられるん

だけれど、今の占冠はある程度把握できるか

もしれないけれど、過去のことは書いてある

もので知るくらいの話なので、当然そこには

過去の表現的に長老と言って良いのか、そう

いった方々の知恵もお借りし、資料も使って

ある程度座学して、だったらこういう体験も

できるかもしれないねというようなところま

で持っていかないと、本当の歴史教育なんか

できないですね。世界の歴史とかそういうの

は学校の先生に任せても良いのかもしれない

けれど、ふるさとの歴史の教育となると、そ

こまで私は一歩踏み込む必要があるのかなと

思うのですが、教育長のお考えを伺います。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） そのような形、当

然村の歴史、郷土の歴史ということになりま

すと、地元の方たちの知識ですとか、そうい

ったものが必要になってくるかなと思ってお

ります。そのような活用仕方というところで

言いますと、今学校運営協議会というものが

ございまして、コミュニティ・スクールです

ね。地域と学校が一体になって活動していく

というところでございますので、その中で、

地域人材の有効活用と言いますか、そういう

ところを協議しながら、学校に対してそのよ

うな教育のための人材を導入していくような

提言ですとかをしていければなと思っており

ますので、今議員おっしゃられたようなこと

に関しましては、新年度の運営協議会等でお

話をさせていただいて、このような活動もし

ていけたらなというところで、協議してまい

りたいと思います。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に、質疑はありま
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せんか。１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） よろしくお願いいた

します。 

ページ２ページ。先ほどから、豊かな心と

健やかな体を育む、それで先ほど皆さんふる

さと教育云々で喧々囂々やられていますが、

その中の歴史を学ぶ中で、村内にある村歌、

皆さんご存じでしょうか。コミプラの集会室、

多目的室に入っていくところに額縁で掲げら

れていますけれども、誰も歌ったのを聞いた

ことないかと思われます。ましてや占冠出身

の方が何人いるかということにもなりますの

であれですけれども、こういう歴史のあるも

のがいっぱいありますね。村音頭は運動会、

小学校ですと運動会で踊られているので村音

頭はわかってらっしゃるのですけれども、ふ

るさと祭りも踊ってらっしゃいます。占冠に

は音頭、小唄、村歌と３種類のものがあるの

ですが、こういうものをふるさと教育の中に

含めて実践していただきたいなと思います。

小唄を小学生や中学生に歌わせるっていうの

はなんですけれども、村歌というものはやっ

ぱり占冠出身ということで、そういうものを

知って歌えるんだというような実績を作って

いただきたいなと思っていますので、配慮お

願いしたいと思います。 

３ページ、(4)の中の下から３行目です。

また、地域住民の皆さんの理解と協力を得る

ため、小中合同行事等を実施しながら小中一

貫教育に対する理解を深めてまいります。と

いうことで、小中合同の行事、トマムは小中

一貫校なので合同でやられているのは承知し

ておりますけれども、占冠中央小学校、中学

校に関しては一貫校とは言いつつも別の学校

で授業をしています。そこで合同行事はどの

ように行っていくのか、それを地域住民の皆

さんへの理解ということで、どのように理解

してもらえるような努力をするのかそのへん

教えていただきたいと思います。 

３点目、次のページ４ページです。家庭教

育の充実という中で、これも下から５行目、

また、放課後授業として実施している、放課

後キッズスペース、見守り事業、ステップア

ップサポートゼミ、これは順次やってらっし

ゃると思います。放課後キッズスペース、放

課後見守り事業、この２点に関して、見守り

事業は行われていますけれども、キッズスペ

ースこれに関しては行われていないというよ

うな情報が入っておりまして、皆さん働いて

いるお母さんたちには不平というか、不評な

思いがあるようです。トマムはこういう行事

されていないということですので、そのへん

どのように考えているのかお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） お答えをいたしま

す。村歌の関係ですけれども、村歌、私も歌

えないというところで、村歌の存在は知って

いるのですが、歌えないということでお恥ず

かしい限りですが、確かに歴史、郷土という

ところで村歌ですとか、音頭ですとかそうい

うものがやはり継承していくべきかなとは思

っております。学校のほうに村歌を歌えとい

うことで、なかなか歌えない私が強要できる

かというとちょっと難しい部分もありますの

で、まずは私覚えてから皆さんに歌っていた

だけるような環境を作っていきたいなと思っ

ておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

小中合同行事の関係になりますけれども、

占冠中央小学校と占冠中学校については小中

一貫校の指定を受けさせていただいておりま

す。こちらのきっかけというのが、児童生徒

それから教員の減少が予想されるというとこ

ろから、学校の存続、それらを教員の相互乗
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り入れで教員不足を解消していくということ

で小中一貫というところで設定をさせていた

だいているところでございます。児童生徒、

教員が減ってくるとなると当然、単独での行

事も難しいというところが安易に想像されま

したので、それで当初は直近である運動会に

ついて合同で実施できないかという協議が始

まったところでございます。途中、コロナで

すとか、携わっていた小中連携に携わってい

た教員の異動等によって、協議ができなくな

った部分、滞った部分もあったのですけれど

も、昨年度、教育委員会からも小中合同の行

事について再検討をしてくださいということ

でお願いをしております。議会のほうにも一

度ご説明をさせていただいた経緯があるかと

思っております。小中一貫校については、な

かなか理解がされていないというのはこちら

も認識しておりまして、実は昨日学校運営協

議会がございまして、その小中一貫校が認知

されていないというところで、じゃあどうし

たら良いんだ、というような協議もさせてい

ただいているのですけれども、なかなか学校

通信ですとか、そういうものの中で周知はさ

せていただいているつもりですけれど、なか

なか文書だと一度見てもすぐ忘れる。私もそ

うですけれど、そういうところなのかなとい

うところと、子ども、児童生徒自身、それか

ら保護者がなかなか小中一貫というものを理

解していない。実感がない。教員の乗り入れ

は実際しているんですけれども、教員の乗り

入れをしているのは、専門教科だけです。教

科担任制を入れるところだけですので、例え

ば小学校５年生だったり、６年生だったり、

中学生だったりというところは乗り入れの部

分で中学校の先生がきているですとか、小学

校の先生がきているというところでは、小中

一貫なんだなというのはなんとなくわかるの

かなと思うのですけれども、そこに携わって

いない、関わりのない子どもたちは当然わか

らないので、わからないことを親に伝えるこ

ともできませんし、そういうところもあるの

で、実感がわいていないというところも問題

だなと思っていて、何がどうすれば実感とし

て身近に気付いていただけるのかということ

を考えるとやはり合同行事を実施するという

のが良いのかなと改めて思っておりまして、

このような形で保護者、地域に見えるような

形で実施すれば小中一貫というものが、学校

が離れているのでどうしても小学校、中学校

という訳ですね。わかれているのですけれど

も、その目標は一緒なんだよですとか、９年

間かけて最終的な目標があるですとか、そう

いうところを理解していただけるのかなとい

うところで合同行事をやっていきたいという

ところですので、これから周知させていただ

いたのですけれど、今後も今学校では小中連

携ということでそれぞれの学校から先生が集

まっていろいろなお話をさせていただいてい

て、情報共有をしています。ですのでそれら

をもとに、まず運動会からこの合同をさせて

いただいて、それを十分に今後３か月ないの

ですけれど、その中で十分周知もさせていた

だきながら、できればそれを地域の方々にも

見ていただいた上で、小中一貫校としての取

り組みを感じていただければなと考えており

ます。よろしいでしょうか。 

キッズスペースの取り組みの関係ですね。

こちらについては、取り組みが若干遅延して

いるという話を伺っております。例年、キッ

ズスペースに関しましては少年団が終わって

秋10月くらいから実施しているという事業で

ございまして、ペースとしては毎週１回のペ

ースで実施をしておりました。昨年度。今年

度につきましては、開催も遅れたというのも
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あるのですけれども、月１回の開催というこ

とで把握しております。この事業、教育委員

会社会教育で直営と言いますか、職員が事業

を担当しているというところでございまして、

今年度、富良野圏域と共同の行事があるので

すけれども、子ども達とご当地クイズ大会で

すとか、そういうのがございまして、そちら

を中心に実施をしていたというところで、月

１回の実施でございました。担当者の業務量

の増加等がございまして、なかなか事業を一

人が担当していく、毎週ですね。関わってい

くというのが難しいという状況もあったので

すけれども、保護者の方々からのニーズ、お

声がございまして今年１月から毎週開催とい

うことで努力をさせていただいているところ

でございます。職員の事情と言いますか教育

委員会内の事情ですけれども、そのような業

務体系でなかなか関りが難しくなってきてい

るという状況もございますので、今後、学校

地域支援本部ですとか、地域ボランティアの

方達等との連携をするというような事業形態

の見直し、こちらをかけながら、10月ぐらい

から毎週の実施ということできめ細かな放課

後事業の実施をしていきたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 中央地区と言ったら

おかしいですけれど、こちらの子どもを対象

かなと思いますけれど、トマムは一切入って

いないという感じの答えでしたので、トマム

はどうするのか。働いているお母さん、お父

さん多い地域でもありますので、そのへんを

どう考えているのか、もう一度お聞きします。 

２番目にお話ししました合同行事、これ保

護者もそうですけれども、子どもたちも納得

しないとなかなか難しい。上からの先生方が

言うのだからやるというような感じであれば、

子ども達も小さい子と一緒に関わる訳で、中

学生はそのへんの関係をどのように考えてい

るのかお聞きしたいのと、保護者への説明と

いうのか納得感というのは行事を見て納得し

てくださいというのはちょっと無理があるの

かなと思いますけれども、そのへんのことお

聞きします。 

もう１点言い忘れましたけれども、４ペー

ジの上、教育環境の整備と充実の中の下から

４行目、学校施設における環境整備の中の保

健室へのエアコン設置、これは予算化もされ

ていますので付くだろうと考えてます。そこ

で教育方針は学校施設の環境改善と謳われて

おります。村執行方針は学習環境というかそ

ういう文言で説明されておりますが、これは

どちらを優先しての設置なのかお伺いします。 

○議長（児玉眞澄君） 教育長。 

○教育長（多田淳史君） お答えをいたしま

す。 

キッズスペースのトマム地区での実施の関

係ですけれども、こちら一時期、要望という

か声が上がったというところもあったのです

けれど、実際に実施までは至っていない。ニ

ーズがなかったと聞いております。コーディ

ネートできる人材がいなかったと言いますか、

うちの担当から行くのですけれど、なかなか

行けないという事情もあって、トマム地区の

方にお任せをと言いますか、お任せをして事

業をしていこうという考えがあったのですけ

れども、なかなかそこもうまくいかない部分

もあったというところで実施ができていない

というところです。ニーズがあって実際に子

どもたちが集まってくれるのであれば当然に

キッズスペースはやっていきたいなと思って

おります。 

合同の行事に関してですけれども、こちら

周知に関しましては、学校からも保護者の方
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たちにお知らせはさせていただいております。

ですので学級通信もそうですけれども、参観

日ですとかそういう機会に説明をさせていた

だいております。低学年と中学生が一緒にや

るというところですけれど、そこについては、

当然その体力差等々ありますので、そのへん

は学校行事として実施するものですから、小

中連携の協議の中で実施方法についてはいろ

いろと模索をしているというところでござい

ます。こちらから一方的にというものではご

ざいませんので、村行事でもない、あくまで

も学校行事ですので学校が主体となって考え

て小中一貫というところの行事になりますの

で、村としても教育委員会としてもそこはバ

ックアップをして、支援をしていくという体

制で皆様に理解をしていただきたいなと思っ

ております。 

教育環境の整備と充実の関係でございます。

村政執行方針、こちらにも保健室のエアコン

について記載をさせていただいたところです

けれども、村政執行方針では学習環境の整備

というところでございます。こちらの学習環

境の整備というところで言いますと、こちら

で記載しているのが、学びの保証の観点に留

意し、きめ細かな指導と多様化複雑化する課

題に適切に対応するために教育支援員、学習

支援員と配置支援していきますよというとこ

ろで、書かせていただいております。メイン

と言いますか主に訴えたかったのがこのへん

で、ここが村の教育委員会として独自に学校

に配置するために、村に予算を付けていただ

いているというところで学習環境を改善、良

くするために支援していただいている。さら

に、学校の保健室に冷房、空調設備を設置し

てというところですので、言い方によっては

学習じゃなく、学校なのかということにもな

るかと思うのですけれども、主たるところが

支援員等の配置というところにございますの

で、学習環境の整備ということにさせていた

だいております。ですので、教育行政執行方

針の中の教育環境の整備というところでは、

さらに詳しくと言いますか、学校施設という

ところを入れさせていただいてエアコンの設

置とさせていただきたいと思います。よろし

いでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 他に、質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで教育長の教育

行政執行方針に対する質疑を終わります。 

ここで３時25分まで休憩します。 

休憩 午後３時11分 

再開 午後３時25分 

 

◎日程第２ 議案第１号 

○議長（児玉眞澄君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

日程第２、議案第１号、指定管理者を指定

することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第１号、指定管理者を指定す

ることについての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第３ 議案第２号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第３、議案第２

号、占冠村個人情報の保護に関する法律施行

条例を制定することについての件を議題とし

ます。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第２号、占冠村個人情報の保

護に関する法律施行条例を制定することにつ

いての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第４ 議案第３号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第４、議案第３

号、占冠村情報公開・個人情報保護審査会条

例を制定することについての件を議題としま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第３号、占冠村情報公開・個

人情報保護審査会条例を制定することについ

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第３号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第５ 議案第４号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第５、議案第４

号、占冠村職員の高齢者部分休業に関する条

例を制定することについての件を議題としま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第４号、占冠村職員の高齢者

部分休業に関する条例を制定することについ
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ての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第６ 議案第５号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第６、議案第５

号、占冠村ふるさと納税・地方創生基金条例

を制定することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第５号、占冠村ふるさと納

税・地方創生基金条例を制定することについ

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第５号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第７ 議案第６号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第７、議案第６

号、占冠村情報公開条例の一部を改正する条

例を制定することについての件を議題としま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第６号、占冠村情報公開条例

の一部を改正する条例を制定することについ

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第６号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第８ 議案第７号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第８、議案第７

号、占冠村過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免

除に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第７号、占冠村過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法の適用に

伴う固定資産税の免除に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第７号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第９ 議案第８号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第９、議案第８

号、職員の定年等に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについての件を議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第８号、職員の定年等に関す

る条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第８号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第10 議案第９号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第10、議案第９

号、占冠村職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第９号、占冠村職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第９号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第11 議案第10号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第11、議案第10

号、職員の分限についての手続及び効果に関

する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第10号、職員の分限について

の手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を採決し

ます。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第10号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第12 議案第11号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第12、議案第11

号、学校職員の分限についての手続及び効果

に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第11号、学校職員の分限につ

いての手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについての件を採

決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第11号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第13 議案第12号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第13、議案第12

号、占冠村職員の勤務時間及び休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第12号、占冠村職員の勤務時

間及び休暇等に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについての件を採決しま

す。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第12号は原案のとおり可決

しました。 
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◎日程第14 議案第13号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第14、議案第13

号、占冠村人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第13号、占冠村人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについての件を採決

します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第13号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第15 議案第14号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第15、議案第14

号、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

の一部を改正する条例を制定することについ

ての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第14号、職員の懲戒の手続及

び効果に関する条例の一部を改正する条例を

制定することについての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第14号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第16 議案第15号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第16、議案第15

号、学校職員の懲戒の手続及び効果に関する

条例の一部を改正する条例を制定することに

ついての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第15号、学校職員の懲戒の手

続及び効果に関する条例の一部を改正する条

例を制定することについての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第15号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第17 議案第16号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第17、議案第16

号、占冠村職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例を制定することについて

の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第16号、占冠村職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第16号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第18 議案第17号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第18、議案第17

号、占冠村職員等の旅費に関する条例の一部

を改正する条例を制定することについての件

を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第17号、占冠村職員等の旅費

に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第17号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第19 議案第18号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第19、議案第18

号、占冠村地域企業振興条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） こちらの地域企業振

興条例、こちらが制定されてから継続でここ

まで続いてきていて、今後も継続しますとい

う意向の延長だとは思いますが、これを延長

していく背景にはどういった理由があるのか

継続理由について伺いたいのと、何回か３年

更新というのを続けている中で、今後もまた

継続というのを考えているのか。それともど

こかの段階でこの条例自体が終了することを

想定されているのかどうか伺います。 
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○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） ただいまの

ご質問でございますけども、この地域企業振

興条例については平成23年４月１日より適用

し、ただいま議員おっしゃられたとおり何度

か延長をしながら現在に至っております。村

としましては、現状この地域企業振興条例に

おける人材育成支援事業の活用によりまして、

資格の取得ですとか、雇用支援事業の活用に

よって新たな雇用を生む等、その効果が出て

きていると感じております。また、第２期占

冠まち・ひと・しごと創生総合戦略において

も小さいながらも安定した就業の場を確保す

ることが人口減少を食い止めるために必要で

あることということで村としても位置づけを

しているところであります。村の様々な施策

それから支援の中で、恒久的な支援をした方

が良いというものもございますけれども、本

事業につきましては期間を設定して集中的に

支援を行うことにより事業効果を上げていき

たい、また誘導していきたいということで３

年間の期間を設けているという状況でありま

す。ただそうは言っても行政の思惑通りに事

が進むかというとそうでないのが常というと

ころもありまして、現在のコロナ禍ですとか、

物価高騰等先行き不透明な状況が継続してお

りますので、期間の延長により支援を継続し

たく上程をしているところでございます。条

例廃止想定しているのかというところであり

ますけども、何をもって終わりという具体的

な指標等は設けておりませんが、令和７年度

までは延長して、更なる村の地域経済の振興

と雇用機会の確保、拡大に繋げてまいりたい

と考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 下川園子君。 

○５番（下川園子君） 今、現時点では終わ

りがないというところではあると思いますが、

これはどこかのタイミングでその時々の情勢

というもので左右されるのだろうなとは思い

ますが、やはり最終地点を持っておかないと

やめることもなければずっと３年更新で続け

ていくというのが継続されるのではないかと

思いますが、今後また令和８年の３月31日ま

で改正する訳ですけども、次回を迎えるまで

にそういった方向性を検討していただきたい

と思いますが、そういった考えをもってこの

条例を継続していくかということについて伺

います。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 条例の廃止

を頭に入れながら進めるべきではないかとい

うことではなくて、ごめんなさいもう一度、

すいません。 

○議長（児玉眞澄君） 下川園子君。 

○５番（下川園子君） 私の説明が行き届い

ていなかったので申し訳ないのですが、この

条例自体をやめた方が良いということで発言

をしている訳ではなくて、仮に継続をしてい

くにしても当然その時に背景の理由というの

があると思うんですね。これが３年ごとに継

続をしている訳なので、もしそれをずっと継

続していくのであれば、あえてこの３年更新

でやっていくのではなくて時期のない、後ろ

のない条例がずっと今後占冠においてはこう

いった政策をしていきますというものにする

とか、終了するときの目処ができているのか

どうかというのが、そういったものをどのタ

イミングで終了を考えるのか若しくは終了を

考えずにずっと継続していくのかということ

を次回の期限を迎えるときまでに方向性を決

めるべきではないのかなと感じているのです

けども、そういったことは考えずに条例とし

ては３年でずっと更新をしていくということ

が妥当なのかどうかを伺いたいです。 
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○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 大変失礼い

たしました。ずっと更新していくという考え

は今現在持っている訳ではなく、現状はこう

いった社会情勢等もありますので、令和７年

度までは継続をさせていただきたいというこ

とで上程をさせていただいたというとこであ

りまして、終了の目処ができているのかとい

うところで行けば先ほども申し上げましたが、

現在そういった何をもってどういう状況であ

ればこの支援はやめますというような指標等

は設けていませんというのが現状実態でござ

います。下川議員おっしゃられるとおり、今

後もずっと更新をしていくということであれ

ば３年という目途がなくても良いのではない

かということも言われましたが、こちらにつ

いては今また繰り返しになってしまいますけ

ども、現状こういった状況なので、まずこう

いった現状を踏まえてもう一回、令和７年度

末までの延長をお願いしたいということでご

ざいます。次回の期限を迎えるまでにそうい

った方向性も考えるべきではないかというこ

とでございますが、正直何をもってやめるか

というのは今現在のところ私の頭にはありま

せん。ただ、村の財源それから社会情勢そう

いったものを総合的に判断しながらその後の

支援継続延長については検討していくべきと

考えておりますので、もちろんこの延長の３

年間の間でそれ以降延長するのか、また恒久

的な支援としていくのか、そういった議論と

いうのは庁内でもさせていただきたいと考え

ております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 下川園子君。 

○５番（下川園子君） あとこちらに関して、

期間に関して再度確認をしたいのですが、議

案書上では令和８年３月31日までに改めると

いうことではありますが、先ほど説明の中で

は令和７年度ということで２年間というお話

が出ていましたが、これは令和５年の３月31

日から令和８年３月31日の３年間ということ

で間違いないでしょうか。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 期間は令和

５年４月１日から令和８年３月31日で年度で

言いますと令和７年度ということで３年間と

いうことでご理解いただければと思います。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑はありませ

んか。 

（「なし」の 声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第18号、占冠村地域企業振興

条例の一部を改正する条例を制定することに

ついての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第18号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第20 議案第19号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第20、議案第19

号、道の駅自然体感しむかっぷの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第19号、道の駅自然体感しむ

かっぷの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第19号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第21 議案第20号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第21、議案第20 

号、占冠村物産館設置条例の一部を改正する

条例を制定することについての件を議題とし

ます。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第20号、占冠村物産館設置条

例の一部を改正する条例を制定することにつ

いての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第20号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第22 議案第21号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第22、議案第21

号、占冠村定住促進条例の一部を改正する条

例を制定することについての件を議題としま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） こちらも先ほど同様

となりますが、やはり継続理由というのを伺

いたいと思います。あと３年の根拠というの

がどういったところにあるのか伺いたいと思

います。 

○議長（児玉眞澄君） 企画商工課長。 

○企画商工課長（平岡 卓君） 下川議員の

ご質問にお答えいたします。継続の理由が３

年根拠ということで、こちらの定住促進条例

については、この条例におけるマイホーム奨

励事業ですとか、小規模事業者支援事業の活

用によりまして、ここ数年新築ですとか住宅

の取得、それから小規模自治体の起業という

ものが増えてきている実態がございます。こ

ちらも地域企業振興条例と先ほどの答弁と同

じになってしまいますけれども、こちらも一

定程度の期間を設定して集中的に支援をする

ことによって事業効果を上げたりだとか、そ

ういう誘導をしていきたいということで３年

間の期間を設定したという経過があります。

こちらについては基本的には先ほどの地域企
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業振興条例と同じで条例廃止等の具体的な指

標等は設定しておりませんけれども、先ほど

の地域企業振興条例よりは、集中的に誘導し

なくても恒久的なと言いますか、期間をどう

するかは別にいたしまして、そういった住宅

促進定住促進に対する支援というのは検討に

値するのかなと考えておりますので、先ほど

も述べましたけれども、今回の３年間の延長

の中でもちろん再度議論の方をしていきたい

なと考えております。以上です。 

○議長（児玉眞澄君） 他に質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第21号、占冠村定住促進条例

の一部を改正する条例を制定することについ

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第21号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第23 議案第22号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第23、議案第22

号、占冠村むらびと条例の一部を改正する条

例を制定することについての件を議題としま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第22号、占冠村むらびと条例

の一部を改正する条例を制定することについ

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第22号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第24 議案第23号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第24、議案第23

号、占冠村国民健康保険条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を議題と

します。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第23号、占冠村国民健康保険

条例の一部を改正する条例を制定することに
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ついての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第23号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第25 議案第24号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第25、議案第24

号、占冠村子ども・子育て会議条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第24号、占冠村子ども・子育

て会議条例の一部を改正する条例を制定する

ことについての件を採決します。 

 お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第24号は原案のとおり可決

されました。 

 

◎休会 

○議長（児玉眞澄君） お諮りします。議事

の都合により、３月10日から３月13日までの

４日間を休会したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって３月10日から３月13日までの４

日間を休会とすることに決定しました。 

 

◎散会宣言 

○議長（児玉眞澄君） 以上で本日の日程は

全て終了いたしました。これで本日の会議を

閉じます。本日はこれで散会します。 

散会 午後４時03分 
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

令和５年３月２９日   

占冠村議会議長    児 玉 眞 澄 

    （署名議員） 

占冠村議会議員    小 林   潤 

 

占冠村議会議員    大 谷 元 江 
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令和５年第１回占冠村議会定例会会議録（第４号） 

令和５年３月14日（火曜日） 

 

○議事日程 

  議長開議宣言（午前10時） 

日程第１ 議 案 第 3 2 号 令和５年度占冠村一般会計予算 

日程第２ 議 案 第 3 3 号 令和５年度占冠村国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３ 議 案 第 3 4 号 令和５年度村立診療所特別会計予算 

日程第４ 議 案 第 3 5 号 令和５年度占冠村簡易水道事業特別会計予算 

日程第５ 議 案 第 3 6 号 令和５年度占冠村公共下水道事業特別会計予算 

日程第６ 議 案 第 3 7 号 令和５年度占冠村介護保険特別会計予算 

日程第７ 議 案 第 3 8 号 令和５年度占冠村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第８ 議 案 第 3 9 号 令和５年度占冠村歯科診療所事業特別会計予算 

日程第９ 同 意 案 第 １ 号 
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

日程第10 発 議 案 第 １ 号 占冠村議会個人情報保護条例を制定することについて 

日程第11 意見書案第１号 
普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保

障を求める意見書 

日程第12  閉会中の継続調査申出 

 

○出席議員（７人） 

 議長   ８番 児 玉 眞 澄 君   副議長 １番 大 谷 元 江 君 

 ２番 藤 岡 幸 次 君       ３番 五十嵐 正 雄 君  

 ４番 細 谷   誠 君 ５番 下 川 園 子 君 

６番 小 林   潤 君 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

総 務 課 長 三 浦 康 幸  企 画 商 工 課 長 平 岡   卓 

農 林 課 長 小 尾 雅 彦  林 業 振 興 室 長 杉 村 政 彦 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 伊 藤 俊 幸 

福 祉 子 育 て 支 援 課 長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 石 坂 勝 美 

会 計 管 理 者 合 田   幸  総 務 担 当 主 幹 野 原 大 樹 

職 員 厚 生 担 当 係 長 坂 本 龍 哉  財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏 

税 務 担 当 主 幹 佐々木 智 猛  企 画 担 当 主 幹 竹 内 清 孝 
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商 工 観 光 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  広 報 統 計 担 当 係 長 大 谷 淳 貴 

地 域 振 興 対 策 室 主 幹 松 永 真 里  農 業 担 当 主 幹 杉 岡 裕 二 

林 業 振 興 室 主 幹 高 桑   浩  建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子 

環 境 衛 生 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一  土 木 担 当 係 長 中 島 辰 男 

戸 籍 担 当 主 幹 佐久間   敦  国 保 医 療 担 当 主 幹 小 瀬 敏 広 

保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子  村立占冠診療所主幹 橘   佳 則 

社 会 福 祉 担 当 主 査 川 口 晃 平  介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美 

子 育 て 支 援 室 主 幹 森 田 梅 代    

（教育委員会）     

教 育 長 多 田 淳 史  教 育 次 長 平 川 満 彦 

社 会 教 育 担 当 主 幹 上 島 早 苗  学 校 教 育 担 当 主 幹 後 藤 義 和 

（農業委員会）     

会 長 安 田 堅 吾  事 務 局 長 小 尾 雅 彦 

（選挙管理委員会）     

書 記 長 三 浦 康 幸    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 下 川 園 子 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  事 務 補 三ツ谷 陸 翔  
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開会 午前10時 

 

◎開議宣告 

○議長（児玉眞澄君） 皆さんおはようござい

ます。ただいまの出席議員は７人です。定足数

に達しておりますので、これから本日の会議を

開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（児玉眞澄君） 本日の議事日程はあら

かじめお手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 議案第32号から日程第８ 議案第

39号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第１、議案第32号、

令和５年度占冠村一般会計予算の件から、日程

第８、議案第39号、令和５年度占冠村歯科診療

所事業特別会計予算までの件、８件を一括議題

とします。 

本件について、予算特別委員長の報告を求

めます。 

予算特別委員長、五十嵐正雄君。 

○予算特別委員長（五十嵐正雄君） 予算特別

委員会から審査の経過と結果についてご報告い

たします。 

本委員会は３月８日付け、議長を除く議員

全員をもって設置され、議案第32号から議案第

39号まで、８件の議案審査の付託を受けまして、

３月13日審査を行いました。 

審査に当たっては、各会計の適正な執行の

観点から質疑、討論が行われました。討論終了

後、議案ごとに起立により採決を行った結果、

いずれも原案通り可決すべきものと決定いたし

ました。 

なお、別紙、委員会審査報告書につきまし

ては、説明を省略させていただきます。 

審査中に述べられました意見を十分留意さ

れ、予算の適切な執行に当たられますようお願

いを申し上げ、審査の経過と結果の報告といた

します。 

○議長（児玉眞澄君） 慎重な審議大変ご苦労

様でした。これで委員長報告を終わります。 

これから質疑を行います。ただいまの委員

長の報告に対して質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論終わります。 

 これから、議案第32号、令和５年度占冠村一

般会計予算の件を採決します。この採決は起立

によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。

議案第32号は委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

 したがって議案第32号は委員長の報告のとお

り可決しました。 

これから、議案第33号、令和５年度占冠村

国民健康保険事業特別会計予算の件を採決しま

す。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。

議案第33号は委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって議案第33号は委員長の報告のと

おり可決しました。 

 これから、議案第34号、令和５年度村立診療

所特別会計予算の件を採決します。本件に対す
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る委員長の報告は可決であります。 

議案第34号は委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の諸君は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって議案第34号は委員長の報告のと

おり可決しました。 

これから、議案第35号、令和５年度占冠村

簡易水道事業特別会計予算の件を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。

議案第35号は委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって議案第35号は委員長の報告のと

おり可決しました。 

 これから、議案第36号、令和５年度占冠村公

共下水道事業特別会計予算の件を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。

議案第36号は委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって議案第36号は委員長の報告のと

おり可決しました。 

 これから、議案第37号、令和５年度占冠村介

護保険特別会計予算の件を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。

議案第37号は委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

したがって議案第37号は委員長の報告のと

おり可決しました。 

 これから、議案第38号、令和５年度占冠村後

期高齢者医療特別会計予算の件を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。

議案第38号は委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

 したがって議案第38号は委員長の報告のとお

り可決しました。 

これから、議案第39号、令和５年度占冠村

歯科診療所事業特別会計予算の件を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。

議案第39号は委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（児玉眞澄君） 起立多数です。 

 したがって議案第39号は委員長の報告のとお

り可決しました。 

 

◎日程第９ 同意案第１号 

○議長（児玉眞澄君） つづいて、日程第９、

同意案第１号、固定資産評価審査委員会委員の

選任につき同意を求めることについての件を議

題とします。 

提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（田中正治君） 議案書179ページにな

ります。 

 同意案第1号、固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることについて提案理

由をご説明いたします。 

 本年３月17日をもって任期満了となる固定資

産評価審査委員会委員であります赤石秀明氏を

引き続き委員に選任いたしたく、地方税法第

423条第３項の規定により議会の同意を求める

ものでございます。 

 同氏は昭和47年占冠村役場に奉職以来、役場

職員として強い責任感と誠実を旨として職務に

当たられ、役場を定年退職されてからも様々な

地域活動等をとおして地域に貢献され、人格、

見識高く村内の状況にも詳しく適任と考えてお
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ります。なお、同氏の経歴につきましては裏面

のとおりでございます。 

任期は令和５年３月18日から令和８年３月

17日まででございます。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（児玉眞澄君） これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております、同意案第１

号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについての件はこれに同意す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって同意案第１号、固定資産評価審査委

員会委員の選任につき同意を求めることについ

ての件は、同意することに決定しました。 

 

◎日程第10 発議案第１号 

○議長（児玉眞澄君） 次に、日程第10、発議

案第１号、占冠村議会個人情報保護条例を制定

することについての件を議題とします。 

 趣旨説明を求めます。小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 発議案第１号、占冠村

議会個人情報保護条例を制定することについて。 

占冠村議会個人情報保護条例を次のとおり

制定する。 

令和５年３月14日提出。提出者、占冠村議

会議員、小林潤。賛成者、同、細谷誠。賛成者、

同、藤岡幸次。 

 それでは提案理由の説明をいたします。 

社会全体のデジタル化に対応した「個人情

報保護」と「データ流通」の両立が要請され

る中、個人情報の保護に関する法律が改正さ

れ、令和５年４月から、民間・行政機関・独

立行政法人等の個人情報の保護に関する法律

が一本化されるとともに、地方公共団体の個

人情報保護制度についても、改正後の個人情

報の保護に関する法律による全国的な共通ル

ールが適用されることになりました。  

改正後の「個人情報の保護に関する法律」

において、「議会は、国会や裁判所と同様に、

自律的な対応のもと個人情報の保護が図られ

ることが望ましい」とのことから、地方公共

団体の機関から「議会」が適用対象から除外

されることになりました。 

占冠村においても、現行の「占冠村個人情

報保護条例」を廃止し、新たに「占冠村個人

情報の保護に関する法律施行条例」を提案し、

本議会で可決しております。 

当村議会においても、自立的な措置を講じ

る必要があるため、新たに占冠村議会個人情

報保護条例を制定するものであります。 

 施行期日は令和５年４月１日から施行するも

のでございます。 

 以上、地方自治法第112条第１項及び、占冠

村会議規則第14条第１項の規定により発議案を

提案いたします。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（児玉眞澄君） これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か 

（「なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 
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 これから、発議案第１号、占冠村議会個人情

報保護条例を制定することについての件を採決

します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって発議案第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎日程第11 意見書案第１号 

○議長（児玉眞澄君） 日程第11、意見書案第

１号、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く

空・水・土の安全の保障を求める意見書の件を

議題とします。 

 趣旨説明を求めます。大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 意見書案第１号、普天

間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土

の安全の保障を求める意見書。 

このことについて、別紙のとおり意見書を

提出します。 

令和５年３月14日提出。提出者、占冠村議

会議員、大谷元江。賛成者、同、五十嵐正雄。

賛成者、同、小林潤。 

 普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・

水・土の安全の保障を求める意見書。 

 沖縄県において、米軍機による落下物事故お

よび低空飛行・騒音の被害が生じていることは

周知の事実である。特に、市の真ん中に普天間

飛行場を抱える宜野湾市においては、その影響

が大きい。そこでは市民の生命や安全が脅かさ

れ、学童・園児の学びに影響が出ているという

現実がある。 

 日本国憲法前文には、「日本国民は正当に選

挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、諸国民との協

和による成果と、わが国全土にわたって自由の

もたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再

び戦争の惨禍が起ることのないようにすること

を決意し、ここに主権が国民に存することを宣

言し、この憲法を確定する」とある。 

 しかしながら、沖縄・宜野湾市においては、

2004年８月の沖縄国際大学構内への米軍ヘリ墜

落事故、2017年12月に緑ヶ丘保育園にて米軍機

のものと見られる部品が落下した事故、同年12

月の普天間第二小校庭への米軍機窓枠落下事

故、2021年11月の米軍機から落下した水筒が民

家の玄関先で見つかった事故などが相次いで生

じている。 

 日米両政府は、普天間飛行場周辺で学校や病

院などの上空飛行を避ける場周経路の設定で合

意している。この場周経路を遵守し、宜野湾市

民の空の安全を確保することに努めるべきであ

る。また、水や土の調査についても早急に実施

すべきである。 

 よって、占冠村議会は下記のことを強く要請

する。 

 記、１、学校上空（普天間小、普天間第二小、

緑ヶ丘保育園）の飛行禁止。 

２、日本政府、沖縄県、宜野湾市の責任に

おいて、普天間第二小学校内の土壌調査の実

施。 

３、普天間の子どもたちを取り巻く空・

土・水の安全を保障すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。令和５年３月14日。 

北海道勇払郡占冠村議会議長、児玉眞澄。 

 提出先は衆議院議長、参議院議長、以下のと

おりでございます。よろしくご審議お願いしま

す。 

○議長（児玉眞澄君） これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



 

111 / 112 

 

○議長（児玉眞澄君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

 これから、意見書案第１号、普天間基地周辺

の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保

障を求める意見書の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第12 閉会中の継続調査申出 

○議長（児玉眞澄君） 次に日程第12、閉会中

の継続調査申出の件を議題とします。議会運営

委員長及び総務産業常任委員長から会議規則第

74条の規定により、お手元に配布した申出書の

とおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

両委員長から申し出のとおり閉会中の継続

調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

したがって両委員長から申し出のとおり閉

会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 

◎閉会の議決 

○議長（児玉眞澄君） お諮りします。 

本定例会に付された案件は全て終了しまし

た。 

 したがって会議規則第７条の規定によって本

日で閉会したいと思います。ご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（児玉眞澄君） 異議なしと認めます。 

 したがって本定例会は、本日で閉会すること

に決定いたしました。 

 

◎閉会宣言 

○議長（児玉眞澄君） これで、本日の会議を

閉じます。令和５年第１回占冠村議会定例会を

閉会します。 

            閉会 午前10時23分 
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

令和５年３月２９日   

占冠村議会議長    児 玉 眞 澄 

    （署名議員） 

占冠村議会議員    小 林   潤 

 

占冠村議会議員    大 谷 元 江 

 

 


